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は じ め に

伊勢崎市では、人と自然が共生し、環境への負荷の少ないまちづくりを進めるため、平成17年

度（2005年度）に伊勢崎市環境基本計画を策定し、平成26年度（2014 年度）に改定を行いな

がら各種環境政策を展開してまいりました。

近年、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行やデジタル化の進展に伴う生活様式の変化を

はじめ、豪雨や地震など大規模自然災害の発生による安心安全な暮らしに対する意識の高まりなど、

本市を取り巻く社会情勢は急速に変化しています。

特に環境分野では、カーボンニュートラルな社会の実現、循環経済への転換、ネイチャーポジティ

ブの推進、市民のライフスタイルの多様化に伴う身近な環境問題など、様々な課題への対応を迫ら

れています。

このような国内外の社会情勢や環境行政を取り巻く状況の変化や課題に対応し、本市の良好な

環境を将来の世代に引き継いでいくため、「第3次伊勢崎市環境基本計画」を策定いたしました。

本計画は、本市の最上位計画である「第3次伊勢崎市総合計画」を環境面から推進するための

ものです。総合計画で掲げる環境政策のゴール「あらゆる活動で環境に配慮し、1人ひとりが脱炭

素社会や循環型社会の実現に向けて行動できるまち」の実現に向け、5つの分野における基本目

標に対し、15の個別方針、40の施策を展開し、取組を進めてまいります。

環境問題は、私たち一人ひとりが、今、地球で起きていることを意識しながら、地域や家庭で配

慮できることに、地道に取り組む姿勢が大切です。本計画に基づき、環境に配慮できる人づくり・

地域づくりへの意識醸成を図りながら、市民、事業者、市の三者協働のもと、「環境のまち」日本

一を目指してまいりますので、より一層の御理解と御協力をいただきますようお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定にあたり、御尽力いただきました伊勢崎市環境審議会の委員の皆様をは

じめ、アンケート調査に御協力いただきました市民、事業者の皆様、並びに貴重な御意見をお寄

せいただきました皆様に心より感謝申し上げます。

令和7年3月

伊勢崎市長
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第 1 章
計画の基本的事項

第１節　計画策定の目的と背景
第２節　計画の位置づけ
第３節　計画の期間
第４節　計画の範囲
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第１節 計画策定の目的と背景

伊勢崎市では、市民の健康で文化的な生活の確保、地球環境保全に貢献するため、平成 18年
3月に「伊勢崎市環境基本条例」を制定しました。以降、同条例に基づき環境基本計画を策定し、
多様な取組を進めてきました。
本計画は、引き続き、伊勢崎市環境基本条例の基本理念に基づき、市民、事業者、市が一体となっ

て環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来に
おける安全で健康かつ快適な生活環境を確保することを目的とします。

伊勢崎市環境基本条例の基本理念（抜粋）
第 ･3 条　環境の保全等は、良好な環境が市民の健康で文化的な生活に欠くことのできな
いものであることから、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、環境
が将来にわたって良好な状態で維持されるように適切に行われなければならない。

2･　環境の保全等は、全ての者の自発的かつ積極的な行動によって、良好な環境を維持し
つつ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築できるように行われ
なければならない。
3･　地球環境の保全は、市、市民及び事業者が地球環境問題を身近でかつ自らの問題とし
て捉え、相互に協力及び連携して積極的に推進されなければならない。

2015（平成 27）年に策定した前計画である、「第 2次伊勢崎市環境基本計画」では、「人と優
しい環境が共存するまち　伊勢崎」を望ましい環境像に掲げ、以降、この実現に向けて、市民、
事業者、市が一体となって環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進してきま
した。

１　これまでの取組

第 2次伊勢崎市環境基本計画では、基本理念を実現するための 5つの基本目標を定め、環境
保全に向けた各種の施策に取り組んできました。その結果、ごみ排出量の削減、河川の水質、騒
音や振動等、環境基準に対し良好な状況を維持していることから、計画は一定の成果を収めたと
考えられます。

基本理念を実現するための 5 つの基本目標

I .   健康で安心して暮らせるまち
Ⅱ.   自然を大切に育てるまち
Ⅲ.   誰もが快適に暮らせるまち
Ⅳ.   地域から地球環境問題に取り組むまち
V.   環境保全に向けて、参加・協働するまち
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･　
２　新たな課題への対応

●  カーボンニュートラルな社会
地球温暖化に関する具体的な対策は、1997年の京都市で開催された気候変動枠組条約第 3回
締約国会議（COP3）での「京都議定書」から始まりますが、現在は京都議定書を受け継ぐ形で「パ
リ協定」に基づく取組が展開されています。
パリ協定では、世界全体の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとと

もに1.5℃に抑える努力を追求することが掲げられています。我が国では「パリ協定に基づく成長
戦略としての長期戦略」（以下「長期戦略」）を令和 3年 10月に閣議決定しました。長期戦略の
中で「『2050 年カーボンニュートラル』の実現を目指す」ことが掲げられました。本市において
もこうした国際的、国家的な動向を踏まえカーボンニュートラルを実現する社会を目指します。

●  循環経済（サーキュラーエコノミー）への転換
一方通行型の経済社会活動から、持続可能なかたちで資源を利用する「循環経済（サーキュラー

エコノミー）」への転換を目指すことが世界の潮流となっています。
製造の段階からリサイクルや再利用がしやすい設計にすることで、廃棄物の発生を最小限に抑え、
資源や製品を最大限活用し、新しい資源の利用を最小限とすることや、製品寿命を延ばすための
メンテナンスやシェアリング等による利用効率の向上なども重視されています。
サーキュラーエコノミーの実現には、行政だけでなく、企業や個人の取組や意識付けも必要です。
本市においても、市民、事業者、市それぞれが生産、消費、廃棄、それぞれの局面でごみの減
量化と再資源化に協働して取り組むことにより、質の高い循環型社会への転換を促進していきます。

●  ネイチャーポジティブの推進
「ネイチャーポジティブ」とは日本語訳で「自然再興」といい、「自然を回復軌道に乗せるため、
生物多様性の損失を止め、反転させる」ことを指します。これは、現在の地球が過去 1,000 万年
間の平均と比べて10倍～ 100倍もの速度で生物が絶滅しており、生物多様性が損失し続けてい
る状態であることを認識したうえで、これまでの自然環境保全の取組だけでなく、経済から社会、
政治、技術までの全てにまたがって改善を促す必要があることを示唆した考え方です。2022 年
12月に開催された生物多様性条約第 15回締約国会議などで考え方が示されるなど、近年国際
的に認知度が高まってきている考え方です。国内では、2023 年 3月に閣議決定した生物多様性
国家戦略 2023-2030において2030 年までにネイチャーポジティブを実現するという目標が掲
げられています。本市においても、ネイチャーポジティブの施策を積極的に展開します。

●  身近な環境問題
市民のライフスタイルの多様化などにより、従来の公害関係の法令では解決できない生活環境

に係る苦情への対応が求められています。市民との協働による解決や市民 1人ひとりが近隣住民
を思いやり環境に配慮した生活を推進していく必要があります。
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３　社会情勢の変化

（１） 国際的な動向

●  「SDGs（持続可能な開発目標）」達成に向けた取組
持続可能な開発目標（SDGs）は、平成 27（2015）年 9月の国連サミットで採択された世界
共通の目標です。「誰ひとり取り残さない」を合言葉に、持続可能でよりよい世界を目指すため、
すべての国々が令和 12（2030）年までに達成すべき経済・社会・環境の調和を目指す17のゴー
ルと169のターゲットが掲げられています。
エネルギー、持続可能な消費と生産、気候変動への対策、陸や海の生物多様性など、環境分
野に関わる内容が多く含まれています。地方自治体においても目標達成に貢献する取組を進める
ことが求められており、その中でも本計画が果たす役割は大きなものとなっています。

出典：国際連合広報センターホームページ

図 1-1　SDGs の１７のゴール（目標）

●  カーボンニュートラルに向け、社会変容を加速させる
令和 3（2021）年 10月～ 11月にグラスゴーで
開催された国連気候変動枠組条約第 26回締約国会
議（COP26）では、合意文書で「産業革命前からの
気温上昇を1.5℃以内に抑える努力を追求する」と明
記され、今世紀半ばのカーボンニュートラル及びその
経過点である令和 12（2030）年に向けて、野心的
な気候変動対策を締約国に求めることが決定されまし
た。
各国はカーボンプライシングなど温室効果ガスの排
出に関する各種規制を進めるとともに、事業者と連携
してカーボンニュートラルに向けた技術開発に取り組
み始めています。

出典：気象庁

図 1-2　世界の年平均気温偏差の
経年変化
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●  循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行
循環経済（サーキュラーエコノミー）とは、
従来の 3R（Reduce（リデュース）、Reuse（リ
ユース）、Recycle（リサイクル））の取組に加え、
資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有
効活用しながら、サービス化等を通じて付加価
値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価
値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発
生抑止等を目指すものです。
また、循環経済への移行は、企業の事業活動
の持続可能性を高めるため、ポストコロナ時代
における新たな競争力の源泉となる可能性を秘めており、新たなビジネスモデルの台頭が国内外
で進んでいます。

●  ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の推進
令和 4（2022）年 12月にモントリオールで開催された生物多様性条約第 15回締約国会議で
採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」では、ネイチャーポジティブの考え方を取り
入れた2030年目標が設定されました。
2030年までにネイチャーポジティブを達成するため、一人ひとりがネイチャーポジティブにとっ

てプラスとなる消費・選択をして、持続可能な経済社会づくりを推進していく必要があります。ネ
イチャーポジティブは「みんなで我慢する」のではなく、「生き物を含めたみんなで豊かになる」
ための世界目標であり、その実現には、企業、地方公共団体、NGO等をはじめ、さまざまなステー
クホルダーが協力する必要があります。

出典：WWFジャパン

図 1-4　ネイチャーポジティブ実現のイメージ
　

出典：環境省

図 1-3　サーキュラーエコノミーの概念図
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●  NbS（自然に根差した解決策）の取組
NbS（Nature-based･Solutions）は日本語訳で、「自
然に根差した解決策」といい、自然が有する機能を持続的
に利用し、多様な社会的課題の解決につなげる考え方で
す。IUCN（国際自然保護連合）では、NbSを「社会課
題に効果的かつ順応的に対処し、人間の幸福及び生物多
様性による恩恵を同時にもたらす、自然の、そして、人為
的に改変された生態系の保護、持続可能な管理、回復の
ための行動」と定義しています。
NbSには、グリーンインフラや防災減災、生態系を活
用した適応策などが含まれ、それらを統合する「傘」とし
ての役割を果たす概念と言われています。
こうした生物多様性の恵みを持続的に利用し、自然の機
能を日常生活の向上に活かしていくための取組が求められ
ています。

出典：IUCN

図 1-5　NbS の概念図
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（２） 国の動向

●  第６次環境基本計画（令和６年５月閣議決定）
政府の環境施策の大綱を定めている環境基本計画は、環境基本法に基づいて定められ、平成 6
年、平成 12年、平成 18年、平成 24年、平成 30年に続く第 6次の計画が令和 6年 5月に閣
議決定されました。
第 6次計画は、第 1次計画からちょうど30年の節目に策定された環境基本計画です。環境保
全を通じた、現在及び将来の国民一人一人の「ウェルビーイング／高い生活の質」を最上位の目
的に掲げ、環境収容力を守り環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる「循環
共生型社会」（「環境・生命文明社会」）の構築を目指すこととしています。

●  生物多様性国家戦略 2023-2030（令和５年３月閣議決定）
豊かな生物多様性を保全し、その恵みを将来にわたって享受できる自然と共生する社会を実現

するために、生物多様性基本法が平成 20（2008）年に施行されました。この法律に基づいて、
国は生物多様性国家戦略を策定しています。
平成 24（2012）年に策定された「生物多様性国家戦略 2012-2020」の後継として、生物多

様性国家戦略 2023-2030 が、令和 5（2023）年 3月に閣議決定されました。国家戦略では、
生物多様性条約の世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」に対応し、2050年ビジョン
を「自然と共生する社会」としています。また、2030 年に向けた目標「ネイチャーポジティブの
実現」を目指し、生物多様性・自然資本を守り活用するための戦略としています。

●  都市緑地法等の一部を改正する法律の施行（令和６年１１月施行）
気候変動対策や生物多様性の確保、幸福度（Well-being）の向上等の課題解決に向けて、都
市において緑地の質・量両面での確保等を推し進めるための「都市緑地法等の一部を改正する法律」
が令和 6年 11月に施行されました。都市において緑のネットワークを含む質・量両面での緑地の
確保に取り組む必要があるものの、地方公共団体では財政的制約や緑地の整備・管理に係るノウ
ハウ不足が課題であり、民間においても緑地確保の取組は収益を生み出しづらいという認識が一
般的であるため、取組が限定的になっているといった課題があります。
こうした背景や課題に対応するため、本法律では新たに都市における緑地の質・量両面での確
保等を国主導で強力に進め、良好な都市環境を実現するため地方公共団体や民間事業者の取組を
後押しする仕組みを構築しています。
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（３） 群馬県の動向

●  群馬県環境基本計画 2021-2030（2021 年３月策定）
2020（令和 2）年 12月、20年後の群馬県の姿を見据えた「新・群馬県総合計画（ビジョン）」

を策定し、「誰一人取り残さない自立分散型社会の実現」を目指すとともに、2021年 3月に同総
合計画を環境面から推進する「群馬県環境基本計画 2021-2030」を策定しました。
「群馬県環境基本計画 2021-2030」は、目指すべき将来像として「豊かで持続的に発展する環
境県ぐんま」を掲げています。社会経済情勢が大きく変化している時代にあっても、将来像の実
現に向かう施策展開により、環境・経済・社会の課題を統合的に解決するＳＤＧｓの考え方に基づき、
環境と経済の好循環により脱炭素・循環型社会を実現する、持続可能な自立分散型のぐんまを目
指すことを基本方向としています。
また、2050年に「自然災害による死者ゼロ」「温室効果ガス排出量ゼロ」「災害時の停電ゼロ」「プ
ラスチックごみゼロ」「食品ロスゼロ」を達成することを目標とした「ぐんま5つのゼロ」を宣言し、
県全体で実現に向けて取り組むこととしています。

　

出典：群馬県

図 1-6　ぐんま５つのゼロ宣言
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計画の位置づけ第２節
本計画は、本市の最上位計画である「伊勢崎市総合計画」を環境面から推進するためのものです。
同時に、「伊勢崎市環境基本条例」の基本理念の実現に向け、環境の保全に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために定めるものであり、本計画に基づき、市の各部門における環境の
保全に関する各種の施策が立案・実施されます。
また、市民、事業者、市が互いに連携・協力しながら、環境の保全に取り組むための指針とな

るものです。

国 県

市

環境基本計画 群馬県環境基本計画

伊勢崎市環境基本計画

伊勢崎市総合計画

他の分野の計画

市民、事業者、市の取組

整合

連携・整合

施策・実施

施策・実施

整合

図 1-7　本計画の位置付け
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計画の期間第３節
本計画の期間は、長期的な将来を見据えながら、当面の目標として令和 7年度（2025 年度）

から令和 16年度（2034年度）までの 10年間とします。
なお、今後の経済・社会情勢の変化や、法制度の改正などによっては、計画期間内においても、
必要に応じて計画の見直しを行います。

図 1-8　計画の期間

　･
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第４節 計画の範囲

本計画では、いせさきＧＸの考え方に基づき、身近な環境問題から地球温暖化等の地球規模の
環境問題までを総合的に捉えていくものとします。

1　対象とする地域

本計画が対象とする「地域」は、原則として伊勢崎市全域とします。
ただし、河川などのように流域としてとらえる必要がある場合や、大気汚染のように広域的な対
応が必要なものについては、国や県、近隣自治体等と協力しながら課題の解決に取り組むものと
します。

2　対象とする環境

本計画では、環境について、個人の身近な生活環境から、都市、地球環境のレベルまで幅広く
とらえ、日常生活や事業活動など様々な人間活動・社会活動により環境に影響を与える現象に対
する、本市の全ての環境政策を対象とします。

コラム いせさき GX

いせさきGXとは、環境問題の解決に向けた社会や個人の取組を
一層加速させる、市独自の変革を表す言葉です。市独自のGX（グリー
ントランスフォーメーション）を「いせさきGX」として、市が進める
全ての施策や事業に「環境配慮」を取り入れ、市の取組のどこを取っ
ても環境に配慮されたものとして進めていくことを目指します。
SDGs（持続可能な開発目標）においては、経済や環境問題への

対応にも重点が置かれているため、「いせさきGX」を推進することで、
SDGs の推進に繋がっていきます。

▶取組の具体例

家庭用脱炭素化設備導入補助金

･脱炭素化に向けた取組の推進、脱炭素意識高揚のため、家庭用の太
陽光発電設備及び蓄電池設備の補助事業を実施しています。
公用車への次世代自動車導入

･
「伊勢崎市公用車への次世代自動車導入計画」を策定し、公用車に占
める次世代自動車の割合を、2035 年までに電気自動車 30％、ハイ
ブリット車65％、プラグインハイブリット車5％とすることを目指します。
エネルギーの地産地消

･
民間企業と連携協定を締結し、再生可能エネルギー等を利用した本市
における地産地消エネルギー事業を推進しています。

ロゴマーク
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地域概況
第１節　自然的条件
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第１節 自然的条件

１　位置・地勢

（１） 位置

平成 17年 1月に伊勢崎市・赤堀町・東村・境町の 4市町村が合併して誕生した本市は、群馬
県南部、関東平野の北西に位置し、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、みどり市といった群馬県
の主要都市に囲まれ、その中央部に位置しています。東京都心から80～ 100 ㎞の距離にあり、
総面積は139.44 ㎢、東西約 13.1 ㎞、南北約 18.4 ㎞で南北にやや細長い形状で、群馬県内総
面積の 2.2％を占めています。

位置（市役所） 東経 139度 11分 59秒、北緯 36度 18分 31秒

形状 東西約 13.1 ㎞、南北約 18.4 ㎞で南北に細長い形状

標高 市役所：海抜 58.1m、最高 168m（西野町）～最低 35m（境平塚）

面積 139.44 ㎢で県内の 2.2％
出典：「伊勢崎市田園環境整備マスタープラン」（伊勢崎市）
　　　「令和６年度 _市政のハンドブック」（伊勢崎市）

図 2-1　伊勢崎市の位置

また、赤城山麓の南面に位置しており、北部に一部丘陵地があるほかは全体としてほぼ平坦地
です。西に妙義、浅間、榛名の山々、北に赤城の秀峰、谷川連峰、足尾連山、日光男体山など
を望むことができます。南部には利根川が流れ、その支川である広瀬川、粕川、早川、韮川など
の河川や池沼があります。
東武伊勢崎線とＪＲ両毛線の結節地であり、北関東自動車道や国道 17号（上武道路）をはじめ、
多くの幹線道路が縦横に結ばれるなど、交通利便性に恵まれています。
都市間を結ぶ広域幹線道路や区画整理事業などの整備事業も進んでおり、交通アクセスの向上

と相まって、商業・工業・農業とも新たな経済活動への可能性が大きく広がっています。　
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（2） 地勢

伊勢崎市の地勢を等高線図（５m）で見ると、広瀬川を境にしてその西南側と東北側では、等
高線の傾きに大きな違いがあります。東北側の台地は北から南へ傾斜するのに対し、西南側の平
野は西北から東南へ傾斜しています。前者の傾斜方向は、粕川や早川の流路と一致し、後者は広
瀬川及び利根川の方向と合致しています。
大地の傾斜方向とは、大地を形成した営力（地球の表面に作用して、それを変位、変形させて
地形をつくる力）がはたらいた方向であり、北及び北西の二方向の地形形成営力による合作に成
ることが等高線図から読み取れます。
河川は、利根川と広瀬川の 2大河川があり、利根川は市の南端を埼玉県境に沿って、広瀬川は
市の中央部をそれぞれ南東に向かって流れています。広瀬川やその支川である粕川、また早川な
どの中小河川は、農業用水としての水源を提供しています。

出典：「伊勢崎市田園環境整備マスタープラン」（伊勢崎市）

図 2-2　伊勢崎市における地勢図

➡ 本市は、群馬県南部、関東平野の北西に位置し、ほぼ平坦である。
広瀬川を境に西南側と東北側では、等高線の傾きに大きな違いがある。
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２　気象

（１） 気温・降水量

本市の観測地点（伊勢崎観測所）における令和 5年の月別平均気温を見ると、最低気温が 4.5℃
（1月）、最高気温が 29.6℃（8月）となっており、年平均気温は17.2℃となっています。また、
降水量は月別で見ると6月が最も多く、晩秋から冬季の 11月から2月は、月の降水量が 30㎜
以下と少ない状況となっています。
夏の日中の最高気温が高く、2022 年（令和 4年）に日本で観測史上初の 6月に40℃超えを

記録しています。また、例年 11月から翌年 3月にかけて「上州のからっ風」と呼ばれる北西風が
吹きます。
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出典：「過去の気象データ」（気象庁）

図 2-3　月別平均気温・降水量（令和５年）

➡ 気温は、1 年を通して比較的温暖で県内で降雨量の少ない地域であり、
例年 11 月から翌年 3 月にかけて「上州のからっ風」と呼ばれる北西風が吹く。
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（2） 日照時間

日照時間は月間で138.6 ～ 217.9 時間であり、年間の日照時間も約 2,177 時間と全国的にみ
ても長いことから、本市は太陽光発電に適した気象条件といえます。
日照時間は、梅雨の影響がある6・7月や、秋雨や台風の影響がある9・10月は短くなっています。
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注：伊勢崎は平成 10年から令和２年、その他の都市は平成３年から令和２年の統計期間で算定している。
出典：「過去の気象データ」（気象庁）

図 2-4　伊勢崎市と他都市の年間日照時間の比較
･
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注：平成 10 年から令和２年の統計期間で算定している。
出典：「過去の気象データ」（気象庁）

図 2-5　日照時間の経月変化

➡ 年間を通じて日照時間が長く、全国的にみても長いという特徴があり、
太陽光発電に適した気象条件といえる。
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社会的条件第２節
1　本市の歴史・風土

本市には、豪族の屋敷を模した家形埴輪が出土した赤堀茶臼山古墳をはじめとして多くの古墳が
あり、早くから力のある豪族が現れ、組織化された社会が営まれていたことがうかがえます。土地
は火山灰地で水はけがよく、桑の成長に適していたため古くから養蚕が盛んであり、江戸時代には
太織の産地として知られました。特に大正から昭和初期にかけては、当時の女性の 7人に1人が
伊勢崎銘仙を着用したともいわれるほど、銘仙の一大産地として全国に名をはせました。
2014年（平成 26年）に世界遺産に登録された「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産にも、

「清涼育」と呼ばれる蚕の飼育法を大成した田島弥平旧宅があります。
･

田島弥平旧宅 境赤レンガ倉庫
･
その他、当時の工女が寄宿舎から製糸所への往来で使用していたとされる「徳江製糸場レンガ

トンネル」、伊勢崎出身の薬種商の寄付で建てられた「旧時報鐘楼」、生糸や織物の輸送のために
開業した両毛鉄道（現・JR両毛線）のレンガ橋梁などがあります。
また、大正 8年に繭の倉庫として建設された「境赤レンガ倉庫」は、市民の交流、地域活性化
のための施設として、リノベーションされ、イベントホールやギャラリーとして多くの市民が利用し
ており、地域のにぎわい創出につながっています。
更に、本市は1945年（昭和 20年）8月14日から15日にかけて、日本で最後の空襲があっ

たとされるまちです。市内には当時の傷痕を伝えるレンガ建造物も残っており、その一部が空襲
の記憶を今に伝えるレンガモニュメントとして保存されています。中には土地区画整理事業に伴い、
レンガ建造物の移転・除去が必要になる場合もありますが、所有される民間企業の協力により、
建物すべてを取り壊すことなく、その一部を移転保存する取組が進められています。

➡ かつては養蚕業が盛んであり、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の
構成資産の一つ「田島弥平旧宅」が有名。

　
･　
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2　人口・世帯数・将来推計

本市の人口は2023年度（令和 5年度）で212,247 人、世帯数は95,586 世帯となっていま
す。人口・世帯数ともに、若干の増加となっています。
一方で、世帯当たりの人数は2019年度（令和元年度）から減少傾向にあり、世帯の小規模化
の傾向はこれ以前から進んでおり、2023年度（令和5年度）の一世帯当たりの人数は2.22人となっ
ています。
また、本市に住民登録する外国人の数は増加傾向にあり、外国人住民が多いことは本市の特徴

といえます。
これに対し、世帯数は一貫して微増傾向で推移しており、近年は核家族世帯だけでなく、単独世
帯が増加傾向にあり高齢化が進行しています。
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出典：「伊勢崎市統計書（令和５年度版）」（伊勢崎市）

図 2-6　人口・世帯数の推移（令和元年～令和５年）
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出典：「伊勢崎市統計書（令和５年度版）」（伊勢崎市）

図 2-7　外国人住民数の推移

表 2-1　外国人住民数の多い５市町

市町名 人数 対前年増減比率

伊勢崎市 15,183 人 8.1%

太田市 13,533 人 11.9%

前橋市 8,652 人 13.7%

大泉町 8,306 人 1.1%

高崎市 7,020 人 12.3%

出典：「令和５年12月末時点の外国人住民数の状況」（群馬県）
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令和 2年国勢調査に基づく国立社会保障・人口問題研究所の最新の推計人口（令和 5年 12
月公表）では、令和 32（2050）年には190,997 人と令和 2年と比べて、20,853 人（9.8％）
減少すると見込まれています。さらに、高齢化の進行も顕著であり、令和 2年に25.9％であった
高齢化率は、令和 32（2050）年には35.8％と3人に1人以上が 65歳以上となることが見込
まれています。

･
出典：･昭和 55年（1980）～令和２年（2020）は国勢調査（総務省）、令和７年（2025）以降は、日本の地域別将来推計人口（令

和５（2023）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）による

図 2-8　年齢３区分人口及び高齢化率の将来推計値

➡ 本市は継続的に人口が増加しているが、今後は減少に転じ、高齢化の進行
が見込まれている。また、外国人住民数が多い特徴がある。
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3　土地利用

本市の面積は139.44 ㎢で、令和 5年の地目別土地面積をみると、主に田 17.27 ㎢（12.4％）、
畑 31.04 ㎢（22.3％）、宅地 47.03 ㎢（33.7％）、その他 35.35 ㎢（25.4％）となっています。
池沼、山林、原野等はかなり少ないことがわかります。
土地利用の推移をみると、令和元年から令和 5年の面積及び構成比において、田及び畑が減少

し、宅地が増加しています。

田

12.4%

畑

22.3%
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33.7%

池沼

0.1%

山林

0.0%

原野

0.1%

雑種地

6.0%

その他

25.4%

出典：「伊勢崎市統計書（令和５年版）」（伊勢崎市）

図 2-9　伊勢崎市の土地利用構成比

表 2-2　伊勢崎市の土地利用状況の推移（各年１月１日時点）

項　目 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他 計

令和
元年

面積（㎢） 17.64 32.65 45.84 0.17 0.02 0.19 7.68 35.25 139.44
構成比（%） 12.7 23.4 32.9 0.1 0.0 0.1 5.5 25.3 100

令和
２年

面積（㎢） 17.52 32.19 46.14 0.17 0.02 0.19 7.89 35.32 139.44
構成比（%） 12.6 23.1 33.1 0.1 0.0 0.1 5.7 25.3 100

令和
３年

面積（㎢） 17.45 31.78 46.40 0.17 0.02 0.19 8.10 35.33 139.44
構成比（%） 12.5 22.8 33.3 0.1 0.0 0.1 5.8 25.3 100

令和
４年

面積（㎢） 17.33 31.41 46.64 0.17 0.02 0.19 8.33 35.35 139.44
構成比（%） 12.4 22.5 33.4 0.1 0.0 0.1 6.0 25.4 100

令和

５年

面積（㎢） 17.27 31.04 47.03 0.17 0.02 0.19 8.37 35.35 139.44
構成比（%） 12.4 22.3 33.7 0.1 0.0 0.1 6.0 25.4 100

出典：「伊勢崎市統計書（令和５年版）」（伊勢崎市）

➡ 田と畑が土地利用の 3 割以上を占めており、池沼、山林、原野等は少ない。
令和元年から令和 5 年にかけて田と畑の面積及び割合が減少している。
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4　経済・産業

（１） 産業分類別の事業所数・従業員数

第 1次産業の主体は農業であり、農業の多くは事業所以外の個々の農家で行っています。土地
利用については3割以上が田畑であり、水田や畑で農業生産が継続的に行われることで、豊かな
生態系が保たれるため、今後の環境保全において重要な位置づけとなります。
第 2次産業については、市内に15の工業団地と2つの流通団地があり、北関東有数の工業
地帯となっています。本市の製造品出荷額も県内で14％程度を占め、県下2位の高位にあります。
従業員数についても、第 2次産業全体に対する製造業の割合は約 86％となっており、第 2次産
業の大部分を占めています。
事業所数・従業員数ともに第 3次産業の占める割合が最も大きくなっています。卸売業、小売
業及び医療、福祉業の従業員数の割合が高く、これらで第 3次産業の従業員数の約 48％を占め
ています。

表 2-3　産業分類別の事業所数・従業員数（令和３年）（民営）

 区  分
事業所数 従業員数

事業所数 構成比（％） 従業員数 構成比（％）

第 1 次産業

農業 57 0.7 475 0.5
林業 － －
漁業 1 0.0 5 0.0
小  計 58 0.7 480 0.5

第 2 次産業

鉱業、採石業、砂利採取業 1 0.0 7 0.0
建設業 794 9.7 4,687 5.0
製造業 1,193 14.6 29,883 31.6
小  計 1,988 24.4 34,577 36.6

第 3 次産業

電気・ガス・熱供給・水道業 35 0.4 96 0.1
情報通信業 37 0.5 422 0.4
運輸業、郵便業 280 3.4 6,955 7.4
卸売業、小売業 1,938 23.7 16,963 17.9
金融業、保険業 123 1.5 1,418 1.5
不動産業、物品賃貸業 492 6.0 1,267 1.3
学術研究、専門・技術サービス業 311 3.8 1,826 1.9
宿泊業、飲食サービス業 685 8.4 5,555 5.9
生活関連サービス業、娯楽業 748 9.2 3,456 3.7
教育、学習支援業 203 2.5 1,642 1.7
医療、福祉業 700 8.6 11,532 12.2
複合サービス事業 34 0.4 713 0.8
サービス業（他に分類されないもの） 532 6.5 7,612 8.1
小　計 6,118 74.9 59,457 62.9

合　計 8,164 100.0 94,514 100.0
出典：「伊勢崎市統計書（令和５年版）」（伊勢崎市）
　　　「令和３年度経済センサス‐活動調査」（総務省）

➡ 第 2 次産業の従業員数の構成比は全体の約 37％であり、そのうち製造業
での従業員数が大部分を占めている。
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（2） 製造業の内訳

第 2次産業の大部分を占める製造業の内訳は金属製品製造業、機械器具製造業（輸送用機械
器具、生産用機械器具業）、プラスチック製品製造業及び食料品製造業が主となっています。

表 2-4　製造業の内訳（令和３年）（民営）

産業中分類
事業所数 従業員数

事業所数 構成比（％） 従業員数 構成比（％）
食料品製造業 82 6.9 4,853 16.2
飲料・たばこ・飼料製造業 9 0.8 353 1.2
繊維工業 49 4.1 429 1.4
木材・木製品製造業（家具を除く） 20 1.7 348 1.2
家具・装備品製造業 43 3.6 287 1.0
パルプ・紙・紙加工品製造業 21 1.8 463 1.5
印刷・同関連業 31 2.6 320 1.1
化学工業 18 1.5 1,378 4.6
石油製品・石炭製品製造業 5 0.4 25 0.1
プラスチック製品製造業 92 7.7 2,544 8.5
ゴム製品製造業 18 1.5 192 0.6
なめし革・同製品・毛皮製造業 1 0.1 2 0.0
窯業・土石製品製造業 26 2.2 596 2.0
鉄鋼業 16 1.3 249 0.8
非鉄金属製造業 29 2.4 1,009 3.4
金属製品製造業 227 19.0 3,200 10.7
はん用機械器具製造業 44 3.7 1,222 4.1
生産用機械器具製造業 125 10.5 1,150 3.8
業務用機械器具製造業 49 4.1 1,095 3.7
電子部品・デバイス・電子回路製造業 27 2.3 681 2.3
電気機械器具製造業 64 5.4 1,784 6.0
情報通信機械器具製造業 5 0.4 197 0.7
輸送用機械器具製造業 146 12.2 6,588 22.0
その他の製造業 46 3.9 918 3.1
合　計 1,193 100.0 29,883 100.0

出典：「令和３年経済センサス‐活動調査」（総務省）

･

➡ 製造業の内訳は、金属製品、機械器具（輸送用機械器具、生産用機械器具）、
プラスチック製品及び食料品が主となっている。
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5　交通

（１） 交通体系

本市は、ＪＲ両毛線と東武伊勢崎線が結節する鉄道交通の要衝であるとともに、北関東自動車道
が東西に横断し、伊勢崎インターチェンジ、波志江スマートインターチェンジが設置されています。
また、東部を貫通する国道 17号（上武道路）、南北を結ぶ国道 462号と主要地方道伊勢崎大
間々線、さらに北に国道 50号、南に国道 354号が東西に横断しています。その他主要地方道が
市の中心部から放射線状に伸びており、交通アクセスに恵まれています。
鉄道交通については、東西に伊勢崎駅と国定駅を擁するＪＲ両毛線が横断し、伊勢崎駅では東武
伊勢崎線が結節しています。また東武伊勢崎線は、新伊勢崎・剛志・境町の各駅から東京方面に
向かっています。
市内にはＪＲ両毛線の伊勢崎駅、国定駅と東武鉄道伊勢崎線の伊勢崎駅、新伊勢崎駅、剛志駅、
境町駅があります。令和 4年度の乗車人数の合計は425万人以上と平成 30年度から令和 2年
度は減少傾向にありましたが、令和 3年度以降増加の傾向にあります。
また、伊勢崎駅や市民病院を中心にコミュニティバス路線が充実しており、乗り換えによって各
方面へ向かうことができます。
･

出典：「伊勢崎市田園環境整備マスタープラン」（伊勢崎市） 出典：「伊勢崎市へのアクセス」（伊勢崎市HP）

図 2-10　伊勢崎市の交通体系

➡ 本市は、鉄道交通、道路交通ともに交通アクセスに恵まれている。

　
･
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（２） 自動車の保有台数・利用交通手段

自動車保有台数は、年々増加傾向にあります。
自家用自動車の 1人当たりの台数状況を都道府県別にみると、群馬県が 0.716 台で1位、栃
木県が 0.697 台で2位、茨城県が 0.693 台で3位となっており、群馬県は全国 1位の保有台数
となっています。
本市における15歳以上の通勤・通学者の利用交通手段をみると、自家用車が最も多く、次い

で自転車の順となっています。公共交通である鉄道・電車、乗合バスの利用は少ない状況となっ
ています。

29,577 29,838 30,228 30,566 30,723 
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0
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平成30年度末 令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年度末

貨物車 乗用車 ･
注：貨物車には軽貨物車、乗用車には軽自動車を含む総数を示している。
出典：「伊勢崎市統計書（令和５年版）」（伊勢崎市）

図 2-11　伊勢崎市の自動車の保有台数

➡ 自動車保有台数は年々増加傾向にある。また、利用交通手段は自家用車が
8 割を超えており、公共交通機関の利用は少ない状況にある。

　

表 2-5　自家用乗用車の普及状況（令和５年３月）

順位 都道府県 １人あたり台数（台）

1 群馬県 0.716

2 栃木県 0.697

3 茨城県 0.693

4 山梨県 0.690

5 富山県 0.688

出典：･「都道府県別の自家用乗用車の普及状況」･
（自動車検査登録情報協会）

表 2-6　利用交通手段（令和２年１０月）

手段 人数（人）

自家用車のみ 81,469

自転車のみ 7,693

徒歩のみ 2,986

鉄道・電車のみ 2,304

乗合バスのみ 163

注：主な利用交通手段を抜粋している。
出典：「令和２年国勢調査」（総務省）

200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   25200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   25 2025/03/28   8:39:062025/03/28   8:39:06



200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   26200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   26 2025/03/28   8:39:062025/03/28   8:39:06



第 3 章
伊勢崎市の環境の
現状と課題
第１節　地球環境
第２節　循環型社会
第３節　自然環境
第４節　大気環境
第５節　水環境
第６節　その他の生活環境
第７節　公害に係る苦情の現状

200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   27200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   27 2025/03/28   8:39:062025/03/28   8:39:06



28

第１節 地球環境

１　地球温暖化対策のための取組動向

産業革命以降、人間活動により石炭や石油といった化
石燃料が大量に使用され、二酸化炭素等の温室効果ガ
スが大量に大気中に排出されるようになりました。その
結果、地球が過度に温暖化することとなり、近年になる
ほど温暖化は加速しています。
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 6次評価
報告書によると、気候システムの温暖化には疑う余地が
なく、また、2100年までの範囲では、人為起源の発生
源の二酸化炭素累積排出量と予測される世界平均気温
の上昇量の間に、ほぼ比例の関係があることが示されて
います。
国際的な気候変動への対応として、平成 27（2015）
年 12月に採択されたパリ協定は、「世界的な平均気温
の上昇を産業革命以前に比べ 2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求する
こと」を世界共通の長期目標として掲げました。
日本では、パリ協定に定める目標等を踏まえ、「2050 年までに温室効果ガスの排出を全体とし
てゼロにすること（カーボンニュートラル）」の実現を目指しています。
群馬県では、2019 年（令和元年）12月に群馬県知事が、群馬・気象災害非常事態宣言をす

るとともに、2050 年に向け、自然災害による死者「ゼロ」、温室効果ガス排出量「ゼロ」、災害
時の停電「ゼロ」、プラスチックごみ「ゼロ」、食品ロス「ゼロ」といった「ぐんま5つのゼロ宣言」
を表明し、実現に向けた取組が行われています。
このような社会的な潮流の中、本市においても地域の特性に応じて地球温暖化対策を総合的か
つ計画的に実施するため、令和 3年 3月に「第 2次伊勢崎市地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）」を策定しました。
また、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて優れた取組を提案する都市として、内閣
府より令和 6年度の「SDGs 未来都市」に選定されました。今後も市民、事業者及び市が一体と
なり、より一層の温室効果ガス排出削減に向けた取組を進めていく必要があります。

課題
1-1

カーボンニュートラルを実現する社会を目指し、市民、事業者及び市が
一体となり、市内の温室効果ガスの削減を一層加速させていくことが必要

　

出典：全国地球温暖化防止活動推進センター

図 3-1　世界平均気温の変化予測
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２　温室効果ガスの排出量

本市の温室効果ガス排出量は、基準年度である平成 25年度以降、排出量は減少傾向にあり、
令和 3年度の排出量は1,520 千 t-CO2となっています。
令和 3年度の温室効果ガス排出量は、基準年度（平成 25年度）比では、その他部門において
排出量が増加し、それ以外の部門では排出量は減少しています。前年度比では、産業部門、民生
業務部門、運輸部門及びその他部門の排出量が増加しており、それ以外の部門の排出量は減少し
ていますが、全体では1.9％の増加となっています。
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出典：「伊勢崎市の環境（令和５年度版）」（伊勢崎市）

図 3-2　温室効果ガス排出量の推移

表 3-1　温室効果ガス排出量増減

部門
平成 25 年度
（基準年度）

令和 2 年度
（前年度） 令和 3 年度

千 t-CO2 千 t-CO2 千 t-CO2 基準年度比 前年度比
産業 650 525 547 ー15.8% +4.3%
民生家庭 303 240 236 ー22.1% ー1.8%
民生業務 323 265 269 ー16.6% +1.8%
運輸 477 387 392 ー17.7% +1.3%
廃棄物 28 27 23 ー16.8% ー14.5%
その他 48 48 53 +9.9% +9.2%
合計 1,827 1,491 1,520 ー16.8% +1.9%
出典：「伊勢崎市の環境（令和５年版）」（伊勢崎市）

課題
1-2

令和 3 年度の温室効果ガス排出量は、基準年度比では減少しているものの、
前年比では微増しており、温室効果ガスの抑制に向けた対策が急務

　･　
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3　エネルギー消費量

本市の産業別エネルギー消費量の合計は10,679TJ/ 年であり、その構成比は「食品飲料製造
業」が 28.4％と最も多く、本市の産業のエネルギー消費量の約 3割を占めています。次いで、「機
械製造業」と「鉄鋼 ･非鉄 ･金属製品製造業」がそれぞれ15.3%、11.9%を占めており、上位
3業種で市産業の55.6％を占めています。高い割合を占めるこれら3業種を中心にエネルギー消
費量の削減と温室効果ガスの排出削減が望まれます。
一方で、事業所からの廃棄物の有効活用やエネルギー源への転用も期待されます。近年は気候
変動の影響で自然災害が頻発する傾向にあり、環境面だけではなく防災等社会的なレジリエンス
の面からも地産地消できるエネルギーの確保が注目されるようになっています。

出典：「地域経済循環分析（2020年版）伊勢崎市」（環境省）

図 3-3　伊勢崎市・全国の産業中分類別エネルギー消費量構成比

課題
1-3

個々の家庭での取組に留まらず、製造業を中心とした事業所における、
環境配慮行動を促すための普及啓発や支援が必要
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４　再生可能エネルギーの導入ポテンシャル

再生可能エネルギーは、天候や昼夜など自然環境条件により出力が大きく変動するものもあり、
安定的供給の面から課題はあります。しかし、発電時や熱利用時に地球温暖化の原因となる二酸
化炭素の排出がほとんどないことや自然環境から繰り返し得られることから、持続可能な社会・脱
炭素社会の実現に必要不可欠なクリーンエネルギーといえます。
近年、国内において発電時や燃料燃焼時に発生した二酸化炭素を原料に合成メタンを製造する

メタネーション技術の開発や、窓ガラスに使える透明な太陽光発電パネルやフィルム型太陽光電池
など、現在は設備が設置できない場所でも再生可能エネルギーを利用可能となる開発が進められ
ています。このような最新の技術動向を注視しながら、本市で導入可能な再生可能エネルギーを
市民、事業者、市それぞれが積極的に活用していくことが求められています。
本市の電力消費量に占める再生可能エネルギー導入割合は太陽光発電（建物系と土地系の合計）
が 19.9％と最も高く、次いで廃棄物が 16.3％となっています。
本市は全国的に見ても日照時間が長いため、引き続き太陽光発電設備の導入を普及するととも

に、これまで未利用・廃棄されていたバイオマス等の有効利用を視野に入れ、化石燃料依存型の
エネルギー消費社会から、再生可能エネルギー利用、カーボンニュートラルな社会への転換を進
めていく必要があります。

表 3-2　再生可能エネルギー導入量及び電力消費量に占める導入割合（令和２年）

種　別 再生可能エネルギー
導入量［TJ/ 年］注１

電力消費量に占める
再生可能エネルギー導入割合注 2

陸上風力 １ 0.0％
太陽光発電（建物系） 168 3.１％
太陽光発電（土地系） 923 16.8％
中小水力 0 0.0％
地熱 0 0.0％
木質バイオマス発電 0 0.0％
木質バイオマスボイラー 0 0.0％
廃棄物 900 16.3％

注 1：･陸上風力は固定価格買取制度事業計画認定情報（資源エネルギー庁）及び日本における風力発電設備・導入実績（日本風力発電協会）
を基に推計、太陽光、中小水力、地熱、木質バイオマス、木質バイオマスボイラーは、固定価格買取制度事業計画認定情報（資源エ
ネルギー庁）を基に推計、廃棄物は一般廃棄物処理実態調査（環境省）を基に推計している。

注 2：各種別の再生可能エネルギー導入量［TJ/ 年］を年間電力消費量 5,507［TJ］で除して算出している。
出典：地域エネルギー需給データベースVersion･2.10（東北大学大学院工学研究科中田研究室）

課題
1-4

最新の技術動向を注視し、太陽光発電設備の導入を促進するとともに、
その他の自然エネルギーも有効利用し、カーボンニュートラルな社会への
転換を進めていくことが必要
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循環型社会第２節
1　ごみ排出量・リサイクル率

ごみ問題については、ごみを「適正に処理する」、さらには「リサイクルする」というだけではな
く、ごみの発生そのものを少なくすることの重要性が社会に認識され、循環型社会形成推進基本
法が制定されるなど、ごみは資源・エネルギーの一つとして認識されるようになりました。また、「持
続可能な社会」の実現のため、ごみの減量や資源の有効活用に取り組むことはますます重要となっ
ています。
本市では、ごみの減量化や再資源化（リサイクル）を図りながら、循環型社会の形成を進める

こととしています。
新型コロナウイルスの感染拡大により、生活スタイルが変化する中、排出されるごみにもその
影響がみられ、令和 5年度のごみ総排出量は71,312ｔ、1人 1日あたりのごみの量は917gで
あり、いずれも近年では減少傾向で推移しています。また、令和 5年度のリサイクル率は10.1%
で、ここ数年大きな変動は見られていません。
今後は、市民・事業者・市それぞれが高い意識と主体性を持ち、生産、消費、廃棄、それぞれ
の局面でごみの減量化と再資源化に協働して取り組むことにより、質の高い循環型社会の構築を
目指していく必要があります。
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出典：「伊勢崎市のごみ処理（令和５年度版）」（伊勢崎市）

図 3-4　ごみ排出量の推移

課題
２

循環型社会の構築に向け、市民、事業者、市それぞれが主体的に
ごみの減量化・再資源化に取り組んでいくことが必要
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自然環境第３節
1　公園・緑地

本市は、利根川、広瀬川、粕川、早川などの流域に位置し、地域全体が起伏の少ない平坦な
土地で森林が少ない状況になっています。そのため、公園のほか河川、防風林、沼周辺及び社寺
境内が緑の拠点となっています。自然の樹林地などが少ない本市にとって、公園は都市景観の向
上や緑とのふれあいの場として重要な役割を果たしています。
本市には、赤堀せせらぎ公園や、波志江沼環境ふれあい公園をはじめ、市民の生活にやすらぎ

や潤いをもたらす公園が多数あります。今後、公園の適正な維持管理及び緑地の保全に努めると
ともに、新たな公園の整備についても進める必要があります。
市域の約 35％が農地（田・畑）であり、農地が広く存在していますが、農家人口の減少、高齢
化の進展や後継者不足により、遊休農地が増加しています。遊休農地の増加は、食料生産及び農
業の基盤である農地を減少させるとともに、病害虫や鳥獣被害、ごみの不法投棄の温床になるこ
とから、発生防止に取り組む必要があります。

表 3-3　本市における都市公園などの箇所数（令和５年度末現在）
 種　別 箇所数

都市公園

総合公園 3
地区公園 8
近隣公園 28
街区公園 144
風致公園 1
歴史公園 3
動植物公園 1
都市緑地 9
緑道 1

合計（内、都市計画公園　120 箇所） 　 198
都市公園以外の公園 　 45
児童遊園 　 20
合計 263

課題
3-1

市民の生活にやすらぎや潤いをもたらす公園の適正な維持管理及び緑地の
保全に努めるとともに、遊休農地の発生防止に取り組んでいくことが必要

　　

注：本市の公園名称の中にはネーミングライツにより愛称が存在しますが、本計画では施設名を記載しています。

赤堀せせらぎ公園

あずま水生植物公園
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2　動植物

（１） 植物

本市は、県内の各市の中で森林面積が最も小さいですが、アカマツやコナラなどの林が河川沿
いや池沼周辺などに見られ、点在する社寺林等は小規模ですが貴重な緑の景観資源となっていま
す。
全体的に平坦であり地形上の変化は大きくありませんが、植生の面では利根川流域や社寺林、
屋敷林の大樹等に特徴的な景観が見られます。
今後、本市は、限られた森や、点在する社寺林、市内を流下する河川沿い等の植物生育環境の
再生や保全、連続性を確保するための緑の回廊を整備することが望まれます。
また、ナガミヒナゲシ、オオキンケイギク、アレチヌスビトハギ等の外来植物の繁殖が確認され
ているため、対応が必要です。

表 3-4　本市の主な生育環境と植物
生育環境 具体的な植物

利根川流域 ハハコグサ、ミドリハコベ、キュウリクサ、ツメクサ、
タブノキ等

河川の影響を受けたと思われるもの

・種子や果実が川の流れによって運ばれたもの
　春咲きヤマガラシ（冬ガラシ・西洋ヤマガラシ）等
・川風（上流及び下流からの風）によって運ばれたもの
　タンポポ、ノゲシ、ホウキギク等

国道 17 号（上武道路）等の大きな道路沿い
に見られる帰化植物

セイタカアワダチソウ、イヌムギ、ネズミホソムギ、セイバンモロ
コシ等

社寺林や屋敷林の大樹等

（国指定天然記念物）
・華蔵寺のキンモクセイ

（県指定天然記念物）
・連取のマツ（枝張は東西約 35m、南北約 26m）
・（旧）境高校のトウカエデ

（市指定天然記念物）
・同聚院の大カヤ（樹齢約 600年）
・波志江の大シイ（樹齢約 600年）
・上植木のサカキ（樹齢約 300年）
・赤堀今井の信濃柿（樹齢約 300年）
・塩島稲荷の大サザンカ（樹齢約 300年）
・西福寺の大カヤ（樹齢約 400年）

その他

・華蔵寺公園（5,000 株のツツジ、サクラ、シャクナゲ等）
・華蔵寺公園水生植物園
・あかぼり小菊の里
・あずま水生植物公園のアヤメ
・赤堀花しょうぶ園のショウブ
・天幕城趾あかぼり蓮園のハス
・小泉稲荷神社の大鳥居周辺のコスモス畑

出典：「伊勢崎市田園環境整備マスタープラン」（伊勢崎市）

課題
3-2

河川沿いの植物生育環境の再生や保全、生育環境の連続性を確保した整備、
外来植物への対応が必要
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（2） 動物

市の南側を流れる利根川の川幅が広く、その河川敷が草地を形成し、水際は干潟化しているこ
とで、県下有数の水辺の鳥の生息地となっているとともに、水辺環境を生息環境としている鳥類以
外の動物にとっても貴重な環境となっています。その他、公園や耕作地、街路樹なども動物にとっ
て重要な生息地となっています。
そこで、動物の生息基盤である植生環境を保全するとともに、市民の環境意識を高め、地域の

自然環境保全活動に参加を促し、生きものの生息環境の創出と保全を図ることが望まれます。
一方で、近年アライグマやハクビシンなどの小型獣による家屋侵入等の被害が確認されており、

その影響は農業や生活環境、生態系、人間への健康被害と多岐にわたり、広域的な問題であるこ
とから、小型獣が寄りつかない環境づくりを住民に啓発するとともに、関係機関と情報共有を図り
ながら対策していく必要があります。

表 3-5　本市でみられる主な動物
分類名 生態的な特徴など 主な種

ほ乳類
平地で森林がほとんど無い生息環境では、耕地
や河川、草地などに生息する種に限定され、夜行
性が多い。外来生物の確認も増えている。

ホンドアカネズミ、アズマモグラ、ホンドイタチ、
ホンドタヌキ、アブラコウモリ、アライグマ、ハ
クビシン等

鳥　類

留鳥 季節による移動をせず、１年中同じ地域に棲む種

マガモ（一部）、キジバト、カワウ、アオサギ、トビ、
カワセミ、ホオジロ、キジ、ヒバリ、モズ、カラス、
シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ム
クドリ、ハクセキレイ、アオジ等

夏鳥 春に南方から渡ってきて繁殖し、秋に去っていく
種 カッコウ、コアジサシ、ツバメ、オオヨシキリ等

冬鳥 秋に北方から渡ってきて越冬し、春に帰っていく
種

マガモ、コガモ、ヒヨドリ（一部）、ジョウビタキ、
シメ等･

旅鳥 渡り鳥で当該地域を通過する際、休息をとるなど
一時的に生息する種 シギ類

爬虫類 群馬県内の平坦地では一般的に広く生息する種類
が確認されている。

カナヘビ、ヒガシニホントカゲ、アオダイショウ、
シマヘビ、ヤマカガシ、マムシ、ミシシッピア
カミミガメ等

両生類
群馬県内の平野部に見られる種類と大差はなく、
利根川の草地、中小河川や水田、池沼などで確
認できる。

無尾類（ヒキガエル、アマガエル、ニホンアカ
ガエル、ウシガエル、トウキョウダルマガエル
等）、有尾類（イモリ等）

昆虫類 一般的な県内平野部で生息する昆虫は、ほとんど
確認出来る。

チョウ、トンボ、クモ、ハチ、アリ、ガ、セミ、
ハエの類、アメンボ、甲虫類等

魚　類 利根川と支流中小河川が主な生息地であり、30
種程度が確認されている。

オイカワ、ウグイ、ニゴイ、カマツカの採集頻
度が特に高い。その他、ギンブナ、タモロコ、
ゲンゴロウブナ、アユ、モツゴ、コイ、ナマズ
等

その他 一般的な県内平野部で生息する陸産貝類やカニ
類などは、ほとんど確認出来る。

カタツムリ、ナメクジ、タニシ、カワニナ、アメ
リカザリガニ、ミズムシ、プランクトン類等

注･：鳥類の渡り区分は、「群馬県鳥類目録 _改訂版（2019.08.31 現在）」（日本野鳥の会群馬）による
出典：「伊勢崎市田園環境整備マスタープラン」（伊勢崎市）

課題
3-3

豊かで質の高い生息環境を市民、事業者とともに育んでいくとともに、
近年確認されている、小型獣による家屋侵入等への対策が必要
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大気環境第４節
大気汚染は、工場・事業所などから排出さ

れるばい煙や粉じん、自動車からの排気ガス
などが要因としてあげられます。
工場・事業所などから排出されるばい煙や
粉じんについては、技術の進歩や規制対策が
進んだことなどにより、その負荷量が削減さ
れてきました。
自動車からの排気ガスについては、技術の
進歩や規制対策等により、自動車個々からの
排出量は減少しており、全体としては改善の
方向に向かっています。
群馬県は1人当たりの自動車の保有台数が
多いため、本市においても排出量削減に向け
た取組が重要となります。
また大気汚染防止法に基づき、大気の汚染
状況を把握するため、市内にある県の測定局
（一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定
局）で大気環境の測定が行われています。令
和 4年度の測定結果によると、二酸化窒素、
一酸化炭素、浮遊粒子状物質（SPM）につ
いては、環境基準を達成しています。
一方で、光化学オキシダントについては、環境基準を達成していませんでした。
これは全国的な傾向と同様となっています。近年、微小粒子状物質（PM2.5）や光化学オキシ
ダントが人体におよぼす影響にも注目が集まっており、これらの広域的な大気汚染の問題は本市単
独で解決することは困難であるため、今後も県や周辺自治体と協力しながら、改善に向けた各種
の取組を推進していく必要があります。

課題
4

全体としては改善の方向に向かっているものの、光化学オキシダントの
環境基準の未達成が続いており、県や周辺自治体との協力による対策が必要

一般環境大気測定局：南小学校
自動車排出ガス測定局：茂呂小学校

注：茂呂小学校での測定は令和６年度で廃止
出典：「伊勢崎市環境基本計画」（伊勢崎市）

図 3-5　大気汚染測定地点
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水環境第５節
１　河川及び地下水

本市では、水質汚濁防止法に基づき広瀬
川・粕川などの主要河川及び沼の 19地点
にて水質調査及び市内の複数の井戸の地下
水調査を行い、水質環境の把握に努めてい
ます。
主要河川の水質は、排出規制の強化を反
映し、改善の傾向にありますが、河川によっ
ては望ましい水質環境に達していない地点
もあり、平成 14年 2月に、下水道処理区
域を除く市域全体が「広瀬川下流域生活排
水対策重点地域」に指定されています。
河川全体としては大腸菌数が環境基準を
大きく超過しており、要因としては家畜排せ
つ物や家庭からの生活排水が大きく影響し
ているものと考えられます。
また、令和 4年度の調査結果では、水の
有機物汚染の指標となるBOD（生物化学
的酸素要求量）の環境基準点（環境基準の
達成状況を把握するための地点）での数値は、粕川（保泉橋）で基準値を超過していました。
地下水の水質については、市内を4㎞四方に区画し、区画毎に1地点の井戸を選定し、地下水

調査を行っています。市内では毎年 9地点で調査を実施し、環境基準が定められている28項目
を調査しています。
2022年度（令和 4年度）の調査結果では、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が 1地点の井戸

で環境基準を超過していました。「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」は県内の多くの井戸で超過して
いる物質です。超過原因としては農業の窒素肥料や家畜排泄物が大きく影響していると考えられま
す。引き続き、県と連携し、過去の調査において高濃度で検出された井戸を継続調査していきます。

課題
5-1

主要河川及び地下水における環境基準を超過している地点があり、今後も
県や近隣自治体と連携を図りながら、水質の改善に向けた取組が必要

･
　

図 3-6　河川水質調査地点
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2　汚水処理状況

2023 年度（令和 5年度）末現在、本市の汚水処理人口普及率は70.3％であり、2018年度（平
成 30年度）の 66.8％から改善が図られてきましたが、全国 93.3％、県の 85.0％に比べ、まだ
低い状況です。また、処理施設別の割合を大きい順に挙げていきますと下水道、合併処理浄化槽、
農業集落排水の順番となっています。
公共下水道が整備された区域や合併処理浄化槽で生活排水を処理している家庭では、し尿と生
活排水の両方が処理されますが、単独処理浄化槽、し尿の汲み取りにより生活排水を処理してい
る世帯では、生活排水を未処理のまま河川などに排出しているため、水質汚濁の一因となってい
ます。
水質汚濁の改善、適正な生活排水処理をするためには、公共下水道の整備や合併処理浄化槽
への転換等を推進していく必要があります。
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図 3-7　汚水処理人口普及率
･

表 3-6　本市の汚水処理施設別の普及率

汚水処理施設名 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度
下水道 34.3％ 35.4％ 35.8％ 36.0％ 36.2％ 36.5％
農業集落排水 6.0％ 5.1％ 5.1％ 5.1％ 5.2％ 5.2％
合併処理浄化槽 26.5％ 26.8％ 27.3％ 27.6％ 28.1％ 28.6％
汚水処理人口普及率 66.8％ 67.3％ 68.1％ 68.8％ 69.5％ 70.3％

課題
5-2

長年の課題である、本市の汚水処理人口普及率の改善に向け、
地域に適した効率的な汚水処理の推進が必要
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3　水辺環境

本市は、利根川や広瀬川、粕川、早川などの一級河川と赤坂川などの準用河川や用排水路など
の多くの普通河川があります。また、波志江沼や伊与久沼などの沼があり、美しい景観を保って
います。
波志江沼環境ふれあい公園、ラブリバー親水公園うぬき、華蔵寺公園水生植物園では、四季折々
の景観やウォーキング等を楽しむことができる水辺環境が整備されています。
男井戸川調整池ビオトープは、希少な水生生物の保護活動やそれを生かした環境教育の場とし

て活用されています。
これらの河川や沼などの水辺空間や、それを取り巻く緑と一体となった水辺環境は、私たちにう
るおいとやすらぎを与えてくれる場としての役割が期待されるだけでなく、動植物にとっての貴重
な生息・生育空間として生態系の保全の面からも重要です。
本市としては、これからも水辺環境の多様な機能を保全するため、市民、事業者、市が一体となっ

た取組が必要になります。

ラブリバー親水公園うぬき 男井戸川調整池ビオトープ

課題
5-3

市民だけでなく、動植物にとって貴重な生息 • 生育空間となる水辺環境の
保全に向け、市民、事業者、市が一体となって取り組んでいくことが必要

･
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その他の生活環境第６節

１　騒音・振動

騒音については、従来の工場・事業所等や建設作業によるものだけでなく、ライフスタイルの
変化により、深夜営業の飲食店や拡声器の使用に伴う騒音、近隣からの生活騒音など、発生要因
が多様化してきています。
騒音対策のため、本市では、法令に基づき騒音に係る「環境基準」と「規制基準」が地域の類
型や時間帯に応じて定められています。
また、騒音・振動から生活環境を保全するため、令和 4年度において、環境騒音について11
地点（一般地域 3地点、道路に面する地域 8地点）、自動車騒音・振動について5地点で測定を
行い、現況の把握に努めています。
令和 4年度の一般地域の騒音では、3地点（つつみ公園、宮郷公民館及び境矢ノ原公園）全

てにおいて環境基準を満たしていました。
道路に面する地域での騒音では、主要地方道前橋館林線（日乃出町 337-12 及び境上渕名
993の 2地点）及び主要地方道高崎伊勢崎線で昼間・夜間が環境基準を超えている一方で、北
関東自動車道、一般国道 462 号、主要地方道前橋館林線（中央町 11-6 付近）、主要地方道伊
勢崎大間々線、主要地方道高崎伊勢崎線（田中町 178-2 付近）においては昼間・夜間ともに環
境基準を満たしています。
自動車騒音・振動については、要請限度を超える地点はありませんでしたが、引き続き静かな
環境の回復に向けて、各種の取組を推進していく必要があります。

つつみ公園 宮郷公民館 騒音測定の様子

課題
6-1

道路に面する地域において、一部環境基準の超過が見られるため、測定と
監視を継続するとともに、騒音・振動の発生に対する事業者の配慮が必要

･
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2　悪臭

悪臭とは、大多数の人々に嫌悪感や不安感を与える臭いであり、住民からの苦情も多く、さま
ざまな発生源から発生しています。多くの種類の悪臭成分が様々な物質から、微量で発生するば
かりでなく、人間の心理的・生理的嗅覚に左右されます。そのため、対策や苦情の解決には困難
が伴い、公害のうちでも最も複雑な部分と言われています。
悪臭から生活環境を保全するため、本市では悪臭防止法に基づき、必要な規制及び規制地域の
指定が行われています。また、市民から悪臭に対する苦情があった場合などには、原因者に対し
て是正指導を行っています。
また、より細やかに対応するために、本市では平成 19年 10月 1日から、人の嗅覚を用いて
悪臭を測定する「臭気指数規制」を導入しています。

課題
6-2

悪臭防止法に基づき、必要な規制及び規制地域の指定を行うとともに、
悪臭の発生に対する事業者の配慮が必要

3　土壌汚染・地盤沈下

近年、全国的に工場・事業所等における土壌汚染調査、工場跡地などの再開発・売却時の土壌
汚染調査、地下水のモニタリング調査などに伴い、市街地や工場跡地などでの土壌汚染が明らか
になる事例が増えています。令和 7年 2月現在、「土壌汚染対策法」の要措置区域に該当する区
域はありません。
本市では、土壌汚染対策法に基づく調査により、平成 23年には波志江町において六価クロム
化合物、平成 26年には日乃出町においてトリクロロエチレンによる土壌汚染が発生していたこと
が判明し、要措置区域として指定されましたが、いずれについても法律に基づいた適正な措置が
実施され、区域の指定は解除されています。
また、本市の地盤沈下は、関東地方北部の地盤沈下が広く観測されている地域に属することから、
県等関係機関と協力して、地盤沈下の状況や対策方法について検討を進めており、市内の 8ヶ所
の水準点において地盤の変動量を観測しています。

課題
6-3

土壌汚染対策法に基づく調査を実施するとともに、地盤沈下の状況の観測や
対策方法の検討を、県などの関係機関と協力して実施することが必要

･
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公害に係る苦情の現状第７節
伊勢崎市における公害苦情処理件数の経年変化は、令和 3年から処理件数は減少しているもの
の、典型 7公害以外の空き家に関する苦情処理件数が増加傾向にあります。
令和 5年度の公害苦情処理状況は、771 件であり、典型 7公害以外の公害苦情（空き家
29.8%、雑草など48.5%）が約 78％を占め、典型 7公害については、大気汚染・騒音・悪臭・
水質汚濁・振動の順で多く、地盤沈下についての苦情処理はありませんでした。

大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 地盤沈下 空き家 雑草など その他

大気汚染

8.4%

水質汚濁

0.1%
騒音

5.6%

振動

0.1%

悪臭

3.6%

地盤沈下

0.0%空き家

29.8％

雑草など

48.5%

その他

3.8%

出典：「伊勢崎市統計書（令和５年版）」（伊勢崎市）

図 3-8　令和 5 年度の公害苦情処理状況
･
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･
出典：「伊勢崎市統計書（令和５年版）」（伊勢崎市）

図 3-9　伊勢崎市における公害苦情処理件数の経年変化

課題
7

典型 7 公害以外（空き家、雑草等）の公害苦情が約 8 割を占めており、
近年増加傾向にあるため、これらの苦情への対応が必要

･

200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   42200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   42 2025/03/28   8:39:092025/03/28   8:39:09



第 4 章
環境施策

第１節　施策の体系
第２節　施策の基本目標
第３節　施策の取組方針と内容

200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   43200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   43 2025/03/28   8:39:102025/03/28   8:39:10



44

施策の体系第１節

関連するSDGsのゴール政策の
ゴール

基本目標Ⅰ
脱炭素社会の推進

基本目標Ⅱ
循環型社会の推進

基本目標Ⅲ
豊かな自然環境の保全

基本目標Ⅳ
衛生的な生活環境の推進

基本目標Ⅴ
環境保全活動の推進と
人材育成

➊ 再生可能エネルギーの活用とPR
❷ 再生可能エネルギーを家庭や事業所に普及・促進
❸ 公共施設への再生可能エネルギー設備の導入

➊ 省エネルギー機器導入の推進
❷ 公用車への次世代自動車の導入
❸ 省エネ型のライフスタイルの推進

➊ 清掃リサイクルセンター21等の施設整備
❷ 最終処分場の延命化

➊ ごみの分別収集方法の周知徹底
❷ 食に関するごみの削減の推進

➊ 緑化による吸収
❷ カーボン・オフセットの推進

➊ 公園や緑地の保全・整備の推進
❷ 遊休農地などの活用の推進
❸ 豊かな緑と安らぎの水辺の保全・創出

➊ 多様な動植物の生息・生育環境の保全
❷ 生物多様性の理解と浸透
❸ 外来生物への対策

➊ 人と自然のつながりを深める機会の創出
❷ 緑化活動の推進

➊ 公共下水道の整備及び合併処理浄化槽設置の推進
❷ し尿処理施設適正管理の推進

➊ 自動車から発生する排出ガスの抑制
❷ 工場・事業所などへの監視体制の充実
❸ 水質汚濁の防止と河川の自然回復・浄化
❹ 土壌汚染の防止と健全な土壌環境の維持・管理
❺ 公害苦情への適正な対応処理と啓発活動の促進

➊ 環境教育・環境学習の充実
❷ 環境情報の共有化
❸ 幼少期の環境教育の促進

➊ 環境に関する組織づくり
❷ 環境に関するネットワークづくり
❸ 環境美化活動の推進
❹ 環境マネジメントシステムの導入促進

再生可能エネルギーの利用促進方針1-1 

省エネルギー社会への転換方針1-2 

温室効果ガスの吸収方針1-3 

計画的な施設整備の実施方針2-1 

ごみの減量化の推進方針2-2 

ごみの再資源化の推進方針2-3 

不法投棄対策の強化方針2-4 

自然環境の保全方針3-1 

生物多様性の保全方針3-2 

自然とのふれあいの推進方針3-3 

良好な生活基盤の整備方針4-1 

きれいな空気、水等の環境保全の推進方針4-2 

身近な環境問題への対応方針4-3 

環境教育の普及と情報発信方針5-1 

環境保全活動の推進方針5-2 

基本目標 個別方針 施策の展開

➊ 環境に配慮した生活の推進
❷ 生活環境に関する苦情への対応

➊ 資源物の分別の周知徹底
❷ グリーン購入の推進

➊ 廃棄物の適正処理及び不法投棄の防止
❷ 不法投棄発見後の迅速・適正な処理

地球環境

循環型社会

自然環境

生活環境

環境保全活動

あ
ら
ゆ
る
活
動
で
環
境
に
配
慮
し
、
１
人
ひ
と
り
が
脱
炭
素
社
会
や
循
環
境
型
社
会
の
実
現
に
向
け
て
行
動
で
き
る
ま
ち
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関連するSDGsのゴール政策の
ゴール

基本目標Ⅰ
脱炭素社会の推進

基本目標Ⅱ
循環型社会の推進

基本目標Ⅲ
豊かな自然環境の保全

基本目標Ⅳ
衛生的な生活環境の推進

基本目標Ⅴ
環境保全活動の推進と
人材育成

➊ 再生可能エネルギーの活用とPR
❷ 再生可能エネルギーを家庭や事業所に普及・促進
❸ 公共施設への再生可能エネルギー設備の導入

➊ 省エネルギー機器導入の推進
❷ 公用車への次世代自動車の導入
❸ 省エネ型のライフスタイルの推進

➊ 清掃リサイクルセンター21等の施設整備
❷ 最終処分場の延命化

➊ ごみの分別収集方法の周知徹底
❷ 食に関するごみの削減の推進

➊ 緑化による吸収
❷ カーボン・オフセットの推進

➊ 公園や緑地の保全・整備の推進
❷ 遊休農地などの活用の推進
❸ 豊かな緑と安らぎの水辺の保全・創出

➊ 多様な動植物の生息・生育環境の保全
❷ 生物多様性の理解と浸透
❸ 外来生物への対策

➊ 人と自然のつながりを深める機会の創出
❷ 緑化活動の推進

➊ 公共下水道の整備及び合併処理浄化槽設置の推進
❷ し尿処理施設適正管理の推進

➊ 自動車から発生する排出ガスの抑制
❷ 工場・事業所などへの監視体制の充実
❸ 水質汚濁の防止と河川の自然回復・浄化
❹ 土壌汚染の防止と健全な土壌環境の維持・管理
❺ 公害苦情への適正な対応処理と啓発活動の促進

➊ 環境教育・環境学習の充実
❷ 環境情報の共有化
❸ 幼少期の環境教育の促進

➊ 環境に関する組織づくり
❷ 環境に関するネットワークづくり
❸ 環境美化活動の推進
❹ 環境マネジメントシステムの導入促進

再生可能エネルギーの利用促進方針1-1 

省エネルギー社会への転換方針1-2 

温室効果ガスの吸収方針1-3 

計画的な施設整備の実施方針2-1 

ごみの減量化の推進方針2-2 

ごみの再資源化の推進方針2-3 

不法投棄対策の強化方針2-4 

自然環境の保全方針3-1 

生物多様性の保全方針3-2 

自然とのふれあいの推進方針3-3 

良好な生活基盤の整備方針4-1 

きれいな空気、水等の環境保全の推進方針4-2 

身近な環境問題への対応方針4-3 

環境教育の普及と情報発信方針5-1 

環境保全活動の推進方針5-2 

基本目標 個別方針 施策の展開

➊ 環境に配慮した生活の推進
❷ 生活環境に関する苦情への対応

➊ 資源物の分別の周知徹底
❷ グリーン購入の推進

➊ 廃棄物の適正処理及び不法投棄の防止
❷ 不法投棄発見後の迅速・適正な処理

地球環境

循環型社会

自然環境

生活環境

環境保全活動

あ
ら
ゆ
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施策の基本目標第２節
本計画では、望ましい環境像を実現するため、以下に定める5つの基本目標のもとで、本市の
特色を活かしながら各種の施策を展開していきます。
これにより、本市の豊かな環境を未来に引き継いでいくことを目指します。

基本目標Ⅰ　脱炭素社会の推進

● 一人ひとりが、日常の生活や事業活動が地球規模の環境に影響を与えていることを認識しま
す。

● 市民、事業者、行政が一体となって、温室効果ガス削減に取り組み、カーボンニュートラル
を目指します。

基本目標Ⅱ　循環型社会の推進

● 今後も引き続き循環型社会の形成を目指し、社会基盤の整備を進めることにより、適正なご
み処理を推進します。

● サーキュラーエコノミーへの移行を図り、市民、企業、団体、行政の協力により、更なるご
みの減量化・再資源化を推進します。

基本目標Ⅲ　豊かな自然環境の保全

● 一人ひとりが自然から多くの恵みを享受していることと、自然は一度損なわれると、元の状
態に回復するまでに長い時間を必要とすることを認識します。

● 水辺や緑などの身近な自然環境を保全しながら適正な利用を図ることにより、人と自然が共
生できるまちづくりを進めます。

基本目標Ⅳ　衛生的な生活環境の推進

● 一人ひとりが日常生活や事業活動に伴い発生する環境汚染が、人の健康と生活環境に負担
となることを認識します。

● 大気や水などを良好な状態に保つことにより、安心・安全な生活環境を未来に伝えます。

基本目標Ⅴ　環境保全活動の推進と人材育成

● 一人ひとりが環境学習等を通して様々な環境問題に対して理解を深め、自主的かつ積極的に
環境保全活動に参加します。

● 市民、事業者、市のすべての関係者が適正かつ公平な役割分担のもとで相互に連携・協力
する仕組みづくりを進め、恵み豊かな環境を、未来へつなげます。
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基本目標に基づく15の個別方針は、第 3章で示した本市の環境課題に対応しています。各環
境課題と対応する個別方針との対応関係は以下のとおりです。

環境課題と個別方針の対応関係
節 項 目 対応する個別方針 ページ

課題１－１
カーボンニュートラルを実現する社会を目指し、市民、事業者
及び市が一体となり、市内の温室効果ガスの削減を一層加速
させていくことが必要

方針1-1 再生可能エネルギーの利用促進
方針1-2 省エネルギー社会への転換
方針1-3 温室効果ガスの吸収
方針5-1 環境教育の普及と情報発信

p.48
p.49
p.51
p.70

課題１－２
令和３年度の温室効果ガス排出量は、基準年度比では、減少し
ているものの、前年比では微増しており、温室効果ガスの抑制
に向けた対策が急務

方針1-1 再生可能エネルギーの利用促進
方針1-2 省エネルギー社会への転換

p.48
p.49

課題１－３
個々の家庭での取組に留まらず、製造業を中心とした事業所
における、環境配慮行動を促すための普及啓発や支援が必要

方針1-1 再生可能エネルギーの利用促進
方針1-2 省エネルギー社会への転換
方針1-3 温室効果ガスの吸収
方針5-2 環境保全活動の推進

p.48
p.49
p.51
p.71

課題１－４
最新の技術動向を注視し、太陽光発電設備の導入を促進する
とともに、その他の自然エネルギーも有効利用し、カーボン
ニュートラルな社会への転換を進めていくことが必要

方針1-1 再生可能エネルギーの利用促進 p.48

第２節 循環型社会 課題２
循環型社会の構築に向け、市民、事業者、市それぞれが主体的
にごみの減量化・再資源化に取り組んでいくことが必要

方針2-1 計画的な施設整備の実施
方針2-2 ごみの減量化の推進
方針2-3 ごみの再資源化の推進
方針2-4 不法投棄対策の強化

p.55
p.56
p.57
p.58

課題３－１
市民の生活にやすらぎや潤いをもたらす公園の適正な維持管
理及び緑地の保全に努めるとともに、遊休農地の発生防止に
取り組んでいくことが必要

方針3-1 自然環境の保全
方針5-2 環境保全活動の推進

p.60
p.71

課題３－２
河川沿いの植物生育環境の再生や保全、生育環境の連続性を
確保した整備、外来植物への対応が必要

方針3-2 生物多様性の保全 p.62

課題３－３
豊かで質の高い生息環境を市民、事業者とともに育んでいく
とともに、近年確認されている、小型獣による家屋侵入等への
対策が必要

方針3-2 生物多様性の保全
方針3-3 自然とのふれあいの推進
方針5-１ 環境教育の普及と情報発信
方針5-2 環境保全活動の推進

p.62
p.63
p.70
p.71

第４節 大気環境 課題４
全体としては改善の方向に向かっているものの、光化学オキ
シダントの環境基準の未達成が続いており、県や周辺自治体
との協力による対策が必要

方針4-2 きれいな空気、水等の環境保全の推進 p.66

課題５－１
主要河川及び地下水における環境基準を超過している地点が
あり、今後も県や近隣自治体と連携を図りながら、水質の改善
に向けた取組が必要

方針4-2 きれいな空気、水等の環境保全の推進 p.66

課題５－２
長年の課題である、本市の汚水処理人口普及率の改善に向
け、地域に適した効率的な汚水処理の推進が必要

方針4-1 良好な生活基盤の整備 p.65

課題５－３
市民だけでなく、動植物にとって貴重な生息・生育空間となる
水辺環境の保全に向け、市民、事業者、市が一体となって取り
組んでいくことが必要

方針3-1 自然環境の保全
方針4-1 良好な生活基盤の整備
方針4-2 きれいな空気、水等の環境保全の推進
方針5-2 環境保全活動の推進

p.60
p.65
p.66
p.71

課題６－１
道路に面する地域において、一部環境基準の超過が見られる
ため、測定と監視を継続するとともに、騒音・振動の発生に対
する事業者の配慮が必要

方針4-2 きれいな空気、水等の環境保全の推進 p.66

課題６－２
悪臭防止法に基づき、必要な規制及び規制地域の指定を行う
とともに、悪臭の発生に対する事業者の配慮が必要

方針4-2 きれいな空気、水等の環境保全の推進 p.66

課題６－３
土壌汚染対策法に基づく調査を実施するとともに、地盤沈下
の状況の観測や対策方法の検討を、県などの関係機関と協力
して実施することが必要

方針4-2 きれいな空気、水等の環境保全の推進 p.66

第７節
公害に係る
苦情の現状

課題７
典型7公害以外（空き家、雑草等）の公害苦情が約8割を占め
ており、近年増加傾向にあるため、これらの苦情への対応が必
要

方針4-3 身近な環境問題への対応
方針5-2 環境保全活動の推進

p.68
p.71

環 境 課 題

第１節

第３節

第５節

第６節

地球環境

自然環境

水環境

その他の生
活環境
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施策の取組方針と内容第３節

● 関連するSGDｓの目標

基本目標Ⅰ　脱炭素社会の推進

「地球沸騰化」とも形容される夏季の猛烈な暑さや過去に例をみない突発的な豪雨など、
気候危機とも呼べる気候変動による環境への悪影響が私たちの生活に現れています。
直面している気候危機の影響を最小限に食い止めるため、市民、事業者、市それぞれ

が太陽光発電設備をはじめとした再生可能エネルギーの活用を進めていくとともに、エネ
ルギーを使う家電製品や自動車等の利用を工夫するなど環境負荷の少ない省エネルギー
なライフスタイル・ビジネススタイルへと転換していく必要があります。
市は、国や県と連携しながら、市民や事業者が環境に配慮した行動を効果的に行えるよ

う、エネルギーを効率よく利用する方法や脱炭素化設備の導入補助、公共施設への太陽
光発電設備の導入やＬＥＤ化等を図ります。
また、地球温暖化対策や省エネルギー活動の取組など市民、事業者が環境への意識・
知識を高めるための普及・啓発などの情報発信を行うとともに、事業者と連携し、エネル
ギーの地産地消や脱炭素社会の実現を目指します。

方針 1-1　再生可能エネルギーの利用促進 ➡第 3 章 : 課題 1-1/1-2/1-3/1-4 への対応

市民や事業者に対して、脱炭素化設備導入補助を行うとともに、再生可能エネルギーを公共施
設で率先的に導入していきます。また、環境やレジリエンスに関する意識・知識を高める普及啓発
を継続的に実施し、脱炭素社会に向けた行動変容を促していきます。

施策

① 再生可能エネルギーの活用とＰＲ
環境への意識・知識を高めるためのイベントの開催等を通して環境に対する情報発信を行うこと

で、家庭・事業所における再生可能エネルギーに関する理解を促進し、導入へとつなげる普及啓
発を図っていきます。また、再生可能エネルギーに関する新たな技術の活用を推進します。
② 再生可能エネルギーを家庭や事業所に普及・促進
本市における温室効果ガス排出量の削減を加速させるため、脱炭素化設備の導入費用に対する
補助金を交付します。また、脱炭素化の実現に向けた連携協定を締結している事業所と連携し、
エネルギーの地産地消や脱炭素化の実現に向けた取組を促進します。
③ 公共施設への再生可能エネルギー設備の導入
設置可能な公共施設に太陽光発電設備等を導入し、公共施設の脱炭素化及びレジリエンスの強
化を図り、積極的にその効果を公表します。　
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成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

市域の温室効果ガス排出量 1,520（千 t-CO2）注 第２次伊勢崎市地球温暖化対策実行
計画（区域施策編）で設定

家庭用脱炭素化設備導入補助金交付件数（累
計） ― 3,000 件 5,500 件

設置可能な公共施設への太陽光発電設備導
入の割合 2.2％ 43.2％ 50.0％

注：表中の数値は令和３年度の排出量を示している。
目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

方針 1-2　省エネルギー社会への転換� ➡第 3 章 : 課題 1-1/1-2/1-3 への対応

市民や事業者、市の各主体の一人ひとりが省エネルギーなライフスタイル・ビジネススタイル
へと転換していくための取組を推進します。
市民や事業者に対し、環境に配慮した考えに沿った省エネルギー活動の実践や省エネルギー機
器・設備の導入を支援し、温室効果ガス排出抑制の促進を図ります。
市は、省エネルギー機器・設備、次世代自動車を積極的に導入します。

施策

①�省エネルギー機器導入の推進
市民や事業者に対し、環境に配慮した省エネルギー活動の実践や省エネルギー機器・設備の導
入を支援するとともに、公共施設照明器具のＬＥＤ化や建物のＺＥＢ化の推進等により、エネルギー
の効率的な利用を図ります。
②�公用車への次世代自動車の導入
走行時に二酸化炭素や排気ガスが排出されない電気自動車やプラグインハイブリッド自動車など
の次世代自動車導入を促進します。
③�省エネ型のライフスタイルの推進
家庭内での節電、節水や通勤・通学時の自転車の利用など、省エネ型のライフスタイルを地域
の中に定着させるよう普及啓発を図ります。
市においても、クールビズ・ウォームビズの通年化による電気使用量の削減や、ペーパーレス
化などに率先して取り組みます。

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

公共施設照明器具のＬＥＤ化の割合 39.6％ 90.0％ 100％

公用車への電気自動車導入の割合 0.6％ 19.8％ 27.9％

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。
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コラム デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）

「デコ活」とは、二酸化炭素（CO2）を
減らす（DE）脱炭素（Decarbonization）と、
環境に良いエコ（Eco）を含む“デコ”と活動・
生活を組み合わせた新しい言葉です。
政府は、2050 年カーボンニュートラル

及び 2030 年度削減目標の実現に向けて、
国民・消費者の行動変容、ライフスタイル
変革を強力に後押しするため、新しい国民
運動「デコ活」を推進しています。
本市は、令和 5年 8月にデコ活に取り組

むことを宣言しました。市民、事業者の皆
様も、市とともに「デコ活」に取り組んで
いきましょう。

出典：環境省

コラム エコ通勤

自家用車による通勤は、地球温暖化や周辺地域の渋滞など、さまざまな問題の原因と
なり得ます。事業所の社会的責任（CSR）の観点からも、また各事業所の効率的な経営
の観点からも、より望ましい通勤交通のあり方を模索していくことが求められています。
「エコ通勤」とは、このような背景のもと、通勤手段を自家用車からより環境負荷の少
ない徒歩や自転車、公共交通機関などにシフトしていく取組です。
伊勢崎市では、定期的にマイカーを使わない通勤を呼びかけるなど市職員のエコ通勤

を推奨しています。これまでの取組実績を元に、公共交通利用推進等マネジメント協議会
が実施しているエコ通勤優良事業所認証制度に登録申請し、認証基準を満たしているとし
て令和 5年 2月28日に認証登録されました。
事業者の皆様もエコ通勤優良事業所認証制度に登録して、地球温暖化防止に取り組ん

でみませんか。

エコ通勤優良事業所認証ロゴマーク エコ通勤優良事業所認証登録証
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方針 1-3　温室効果ガスの吸収 ➡第 3 章 : 課題 1-1/1-3 への対応

都市にうるおいをもたらす緑は、快適に暮らせるまちづくりに欠かせない存在ですが、地球温暖
化対策の面でも効果を有しています。特に、群馬県の森林面積は関東地方で最も大きく、豊かな
森林資源を有していることから、木材を利用した脱炭素化に資する取組が期待されています。そこ
で、本市においても、大規模開発の機会等を捉えた緑化の指導、誘導、公園等の整備を推進する
とともに、群馬県産の木材の利用を通し、樹木による二酸化炭素の吸収を促進します。

また、2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、市内の対策だけでは削減しきれない温室
効果ガス排出量を区域外における削減対策への貢献によって相殺（カーボン・オフセット）します。
市内事業者等のカーボン・オフセットの取組を支援するとともに、周辺自治体と連携したカーボン・

オフセットを推進していきます。

コラム カーボン・オフセット

カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、
自らの温室効果ガスの排出を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減
が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等
（クレジット）を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活
動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせるという考え方です。
カーボン・オフセットに取り組むことは、自らの活動に伴う温室効果ガスに責任を持ち、
自らが主体的に排出削減活動を行うことの促進や、温室効果ガス排出削減活動・吸収活動
（森林整備・保全活動など）への資金還元、ひいてはそれらが実施される地域の活性化
に寄与することにつながります。
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施策

① 緑化による吸収
樹木等の植物は、大気中から二酸化炭素を吸収するとともに酸素を放出し、生長に伴い二酸化
炭素を内部に固定します。
市全体の二酸化炭素排出量に対し、ごくわずかな削減効果ですが、緑は良好な居住環境の形成、
景観形成、生きものの生息、生育環境の創出、遮熱作用などの多面的、副次的な効果を持ってい
ます。これらの機能を生かすため、市民、事業者と協働して、緑を育てる取組を推進します。
群馬県は、県産木材の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「ぐん

ま県産木材の利用の促進に関する指針」を令和 2年 3月に策定しています。
本指針においては、県産木材の生産・加工・流通体制の整備や、住宅及び非住宅建築物等にお

ける県産木材の利用促進が施策として掲げられています。
木材を使うことは、二酸化炭素の貯蔵、排出抑制を通じて、地球温暖化防止に貢献できること

から、本市においても、本指針等に基づき、公共施設、民間施設の建築物等における県産木材の
利用を促進していきます。
② カーボン・オフセットの推進
国では、カーボン・オフセット普及のために指針やガイドラインを策定したほか、カーボン・オフ･

セットに用いるＪ－クレジット制度や、非化石証書、グリーン電力証書など環境価値の部分を分離し
て取引ができる仕組みを推進しています。
本市においても、事業者へこれらの制度の活用を促すとともに、国の制度の活用や、自治体等

と連携したカーボン・オフセット事業の推進を検討します。また、都市ガスなどのエネルギー調達
について、カーボン・オフセットされた商品の選択を推進します。

･
出典：「自治体向けカーボン・オフセットガイドブック」（ECOネット東京 62）

カーボン・オフセットの事例　
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成果指標と目標

指標名 現状
（令和 5年度）

目標（中間）
（令和 11年度）

目標
（令和 16年度）

市事業におけるカーボン・オフセットの導入 未導入 導入 導入

目標については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

コラム J- クレジット制度

Ｊ－クレジット制度とは、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による二
酸化炭素等の排出削減量や、適切な森林管理による二酸化炭素等の吸収量を「クレジット」
として国が認証する制度です。
この制度から創出されたクレジットは、ある場所で排出された二酸化炭素を、二酸化炭
素の排出量の削減を行った他の場所で発生したと置き換える方法（カーボン・オフセット
など）により、民間企業で二酸化炭素削減目標が達成できない場合に利用するなど様々
な用途に活用されています。

出典：J-クレジット制度HP
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目標達成に向けた取組例

市民の取組
⃝住宅への太陽光発電・太陽熱利用設備の導入に努めましょう。
⃝蓄電池システムや家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ）に関する情報を入手し、知識を深
めましょう。
⃝環境イベント等で得た知識や経験を我慢や負担を強いることなく、各家庭での日常生活におい
て実践行動し、家族や友人に広めましょう。
⃝宅配荷物を注文する場合は、時間指定や置き配、宅配ボックスなどを利用しましょう。
⃝省エネルギー基準を満たす高断熱化住宅の導入に努めましょう。
⃝既存住宅のリフォームの際には、断熱材選びや窓の熱効率を考慮して住宅・設備メーカーと相
談の上、より少ないエネルギーで暮らせる住宅にしましょう。

⃝住宅への省エネ家電や高効率照明、高効率給湯器等の省エネルギー機器の導入・買換えを検討
し、省エネルギー化を推進しましょう。
⃝毎月の電気使用量を把握して節電に努めましょう。
⃝通勤・通学や買い物等での近距離移動は、地球温暖化防止、健康増進、渋滞緩和などのメリッ
トがあることから徒歩での移動や自転車を使用しましょう。
⃝中距離以上の移動についても、徒歩・自転車移動と公共交通機関の利用を組み合わせ、出来る
だけ自動車の使用を減らしましょう。
⃝次世代自動車を購入対象に含め情報収集し、ご自身のライフスタイルに応じて購入を検討しま
しょう。

事業者の取組
⃝太陽光発電・太陽熱利用設備について情報収集し、周辺景観に配慮しつつ、積極的な導入に努
めましょう。（景観まちづくり条例の観点から、周辺環境に配慮した導入に努めてください）
⃝事業所・工場等への高効率給湯器や高効率空調、高効率照明等の省エネルギー機器・設備の
導入に努めましょう。また省エネルギー活動を実施しましょう。

⃝製造業を営む事業者は温室効果ガス排出量の積極的な削減に努めましょう。
⃝低予算でもできる空気循環を考慮した空調効率や熱伝導効率の改善を実施しましょう。また、省
エネルギー診断を事業所・工場等で実施しましょう。
⃝不要な照明、冷暖房の点検を実施しましょう。
⃝エネルギー消費機器の使用量を把握し、管理できるようにしましょう。
⃝公共交通利用推進等マネジメント協議会が実施しているエコ通勤優良事業所認証制度への登録
を検討しましょう。
⃝クールビズ・ウォームビズの通年化とペーパーレス化を推進しましょう。
⃝次世代自動車を購入対象に含め情報収集し、購入を検討しましょう。
⃝事業所・工場などに積極的にみどりを増やし温室効果ガスの吸収を促進しましょう。
⃝国や県で進めている排出量取引制度などの新たな取組について情報収集し、積極的に制度の活
用を検討しましょう。
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● 関連するSGDｓの目標

基本目標Ⅱ　循環型社会の推進

製造業の多い本市では、サーキュラーエコノミーへの移行に取り組んでいくことが重要
です。
本市のごみの排出量は減少傾向にありますが、更なるごみの減量化に向けて、分別意
識の向上を図る啓発活動や不法投棄の防止に向けた市職員のパトロールなどの監視のほ
か、市民や事業者の適正なごみ処理に関する指導を充実させていきます。
また、清掃リサイクルセンター 21のごみ焼却施設やリサイクルプラザの老朽化が著し
いことから、適正なごみ処理を維持するために施設の安定稼働と長寿命化を図るとともに、
ごみ処理施設の広域化についても検討します。
食品ロスとプラスチックごみは、群馬県が 2050 年までに排出ゼロにすることを宣言し

ており、原材料の調達、製造から消費、廃棄まで、一体的に取り組む必要があります。
市民・事業者・市それぞれが高い意識を持ち、生産、消費、廃棄、それぞれの局面で

ごみの減量化と再資源化に協働して取り組むことにより、質の高い循環型社会の構築を目
指します。

方針 2-1　計画的な施設整備の実施 ➡第 3 章 : 課題 2 への対応

清掃リサイクルセンター 21の施設整備を計画的に実施し長寿命化を図るとともに、ごみの減量
化・再資源化により最終処分場の延命化に努めます。また、ごみ処理施設の広域化を検討します。

施策

① 清掃リサイクルセンター 21 等の施設整備
清掃リサイクルセンター21は、平成12年 4月1日に稼動を開始し、
当時の最新技術を結集したごみ処理施設です。地下 2階、地上 5階
建ての工場棟には、焼却施設とリサイクルプラザが設置されています。
稼働開始から約 25年が経過したことから、施設の安定稼働と長寿命
化を図るための整備を計画的に進めます。
② 最終処分場の延命化
老朽化の進んでいる施設については、効果的な改修を行うことにより、長寿命化を進めて最終
処分場の延命化に取り組みます。また、ごみ処理施設の広域化を検討します。

ごみ処理広域化とは ?

それぞれの自治体で単独運営していたごみ処理施設を集約し、共同で処理をすることです。ごみ処理の広域化については、国の方針にも
位置付けられており、全国的にごみ処理広域化への取組が進められています。
ごみ処理を広域化することによって、建設費と維持管理費の縮減や排ガス処理の高度化による環境負荷の低減、ごみ発電等のエネルギー
回収の効率化などのメリットが期待されます。

清掃リサイクル
センター21
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成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

最終処分量 8,891t 6,900t 6,200t

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

方針 2-2　ごみの減量化の推進 ➡第 3 章 : 課題 2 への対応

持続可能な循環型社会を形成するためには、「大量生産・大量消費・大量廃棄」社会からの転
換を図り、限りある資源を無駄なく効率的に利用していくことが求められます。
そこで、広報紙やごみ分別アプリ等による分別収集方法の周知徹底やリユース食器貸出事業の
利用促進等により、ごみの適正処理を推進し、減量化を図ります。

施策

① ごみの分別収集方法の周知徹底
生産・流通・消費に関わる市民・事業者に対し、不用なものを出さない暮ら

しや事業活動への転換を促すため、広報紙やごみ分別アプリ等により分別収
集方法を周知します。また、外国人の居住者が多い本市では、多言語でごみ
分別のルールが照会できるような情報発信を行います。
マイバッグの利用やプラスチック包装の少ない商品の導入・選択などを促進

し、近年問題となっている使い捨てプラスチックについても削減を目指します。
② 食に関するごみの削減の推進
食品ロス（まだ食べられるのに捨てられてしまう食品）を削減するため、食
品ロスの削減に向けた取組を実践している市内の飲食店や宿泊施設
を募集し、「伊勢崎市食品ロス削減協力店」として認定する事業を進
めます。
また、最初の 30 分間と最後の 10 分間は料理を楽しむことで食
べ残しを減らす「30・10運動」や「生ごみ処理器の購入費助成金」
の交付を行います。
さらに、市内のイベントで営利目的でなく飲食を提供する団体を対
象に、無料でリユース食器（繰り返し洗って利用できるプラスチック
製の食器）を貸し出す事業を実施し、イベント会場のごみの減量及
び焼却で発生する二酸化炭素の削減に取り組みます。

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

１人１日当たりのごみ排出量 917g 855g 805g

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

食品ロス削減協力店
ステッカー

ごみ分別アプリ
「さんあーる」
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方針 2-3　ごみの再資源化の推進 ➡第 3 章 : 課題 2 への対応

資源をより有効に活用する質の高い循環型社会の実現に向けては、リデュース・リユースを優先
的に進めたうえで、それでも発生する不用物のリサイクルに取り組み、資源を無駄なく有効に利用
していく必要があります。
そのため、分別に関する啓発の充実、事業者によるリサイクル回収や集団回収などの促進、事
業系廃棄物の分別の促進により、再資源化の仕組みを強化し、質の高いリサイクルを推進します。
また、環境負荷の少ない環境配慮型製品の購入を促進します。

施策

① 資源物の分別の周知徹底
リサイクルの質をさらに上げていくため、市民や事業者にとってわかりやすいごみ分別方法を検
討し、市のホームページでの情報発信やパンフレットの配布等によって周知を図るとともに、公共
施設におけるごみの分別を徹底し、資源ごみのリサイクルを推進します。また、引き続き外国人
向けにも多言語での再資源化の情報発信を行います。
② グリーン購入の推進
「伊勢崎市グリーン購入法に基づく調達方針」
に基づき、市の全ての事務事業及び活動の実施
に当たって調達する物品における特定調達品目
の調達時には原則 100％基準を満たすことを目
指します。
市民・事業者に対し、リサイクル製品や詰め替

え用製品など環境への負荷の少ない環境配慮型
製品を購入するグリーン購入を促します。

コラム グリーン購入

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考
え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。グリーン購入は、
消費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだ
けでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促す
ことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っています。
循環型社会の推進には「再生品等の供給面の取組」に加え「需

要面からの取組」も重要です。平成１３年 4月から、グリーン
購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）
が施行されました。この法律は、国等の機関にグリーン購入を
義務づけるとともに、地方公共団体や事業者・国民にもグリー
ン購入に努めることを求めています。
本市においても、「伊勢崎市グリーン購入法に基づく調達方

針」を定めています。
出典：環境省
グリーン購入の解説資料

本市のグリーン購入基準（コピー用紙）
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成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

リサイクル率 10.1％ 13.1％ 16.5％

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

「４R」はごみ減量のキーワード

4Rとは、Refuse「リフューズ」、Reduce「リデュース」、Reuse「リユース」、Recycle「リサイクル」の頭文字の 4つ
の Rから4Rと呼んでいます。通常の３Ｒに加え、Refuse「リフューズ（断る）」を追加した考え方で、ごみになるもの
を家庭に持ち込まない。不必要なものは買わないことが、ごみの減量につながります。できることから積極的にチャレ
ンジしましょう。

方針 2-4　不法投棄対策の強化 ➡第 3 章 : 課題 2 への対応

不法投棄は、近隣の迷惑になるほか、土壌汚染や水質汚濁にも悪影響を及ぼす可能性がありま
す。このため、不法投棄は法により固く禁止されており、違反した場合には懲役や罰金などの重い
罰則が科せられます。しかし、不法投棄は依然として後を絶たず、その手口は悪質化・巧妙化して
います。
本市では、引き続き不法投棄の防止に向けて、地域との協働による啓発の実施や群馬県との連

携を図っていきます。

施策

① 廃棄物の適正処理及び不法投棄の防止
廃棄物の抑制につながる適正な処理方法を市民、事業者等に定着させるため、地域との協働に

よる看板の設置などを行い、不法投棄防止に努めます。
また、市のホームページ等の情報手段を有効利用しながら、不法投棄の防止に向けた取組等を
情報発信することで、効果的な周知を図っていきます。
② 不法投棄発見後の迅速・適正な処理
不法投棄は早期発見、早期対応が解決の第一歩であるため、本市では、不法投棄の現場や不
審車両を見かけた場合の県への通報など、連絡体制の構築に努めていきます。

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

不法投棄苦情件数 7 件 4件 0件

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。
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目標達成に向けた取組例

市民の取組
⃝地域コミュニティでごみの分別・減量に取り組みましょう。
⃝資源とごみの分別を徹底し、資源の再生利用に努めましょう。
⃝ライフスタイルを見直し、ごみ自体を出さないよう努めましょう。
⃝家具等はできるだけ長く使いましょう。
⃝排出ルールに従ってごみの分別を行い、資源リサイクルに努めましょう。
⃝小型家電等の資源回収に協力しましょう。
⃝エコマーク、統一省エネラベルなどがついた商品を購入することで、環境に配慮した消費行動
に努めましょう。
⃝買い物の際はマイバッグを持参し、不要な場合は過剰な包装を断りましょう。
⃝食品を購入してすぐに食べる場合は、商品棚の手前にある商品等、販売期限の迫った商品を積
極的に選ぶ「てまえどり」に取り組みましょう。

⃝フリーマーケットやリサイクル店等を活用しましょう。
⃝不法投棄を発見した場合は、情報提供に努めましょう。

事業者の取組
⃝ごみと資源の分別を徹底し、資源の再生利用に努めましょう。
⃝ビジネススタイルを見直し、ごみ自体を出さないよう努めましょう。
⃝原料の調達から廃棄までのサイクルの中で、エコマーク、統一省エネラベル、再生紙使用マー
ク等がついた環境負荷の少ない商品の製造・流通・販売に努めましょう。
⃝商品の設計・販売の際には、レジ袋や使い捨てとなるプラスチックの材料・容器・ストローなど
の使用を控えるように努めましょう。

⃝グリーン購入法に適合した商品を購入することで、環境に配慮した消費行動に努めましょう。
⃝廃棄物は法令を遵守して適正に処理・処分し、不法投棄は絶対にしないようにしましょう。
⃝同業者との情報交換や地域住民とのコミュニケーションにより、不法投棄を生じさせないネット
ワークを構築しましょう。
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● 関連するSGDｓの目標

基本目標Ⅲ　豊かな自然環境の保全

人間の営みは、多様な生物が関わりあう生態系からの恵みに支えられています。日々
の暮らしに欠かせない食料や水、エネルギーをはじめとして、気候の安定など、様々な恩
恵を自然環境から受けています。また、身近なみどりがもたらす快適性や癒やしも自然環
境による大切な恩恵の一つです。
一方で、人間活動や気候変動などにより良好な生態系は急速に失われつつあり、多く
の生きものが危機に瀕しています。そのため、世界共通の喫緊の危機として、生物多様
性の保全の必要性が高まっており、中でも本市を含む、世界人口の半数以上を占める都
市住民による取組が重要とされています。
本市は水と緑に恵まれ、生物の生息環境として良好な条件が整っており、地域の特性に
応じたまちづくりのルールを確立して自然と調和した環境を次の世代に引き継いでいくこ
とが求められています。
本市では、生物の生息や分布は市域を超えた広い範囲に及ぶことや、近年の外来生物
の問題などを考慮して、動植物の保全については、県や近隣自治体などとの連携・協力
体制を構築した上で、各種の取組を進めていきます。
また、緑は、地域のあらゆる世代が積極的に関わり、愛し、親しんでいてこそ、その存
在価値が上がり、質を維持・向上していくことにもつながります。そのため、あらゆる世
代に緑化や自然環境に関する啓発や活動支援を実施し、市民とともに豊かな自然環境を
保全します。

方針 3-1　自然環境の保全 ➡第 3 章 : 課題 3-1/5-3 への対応

みどりに親しめる空間が日常の身近なところに存在することは、市民が豊かな気持ちで暮らし、
働き、活動するために重要です。
日常の中でふれあえる身近なみどりを広げていくため、公園や緑地、水辺環境の保全・整備を
進めるとともに、近年増加傾向にある遊休農地などの活用を推進します。

施策

① 公園や緑地の保全・整備の推進
公園は都市景観の向上や緑とのふれあいの場として重要な
役割を果たしています。公園施設や樹木について計画的に維
持管理を行いながら保全に努めるとともに、新たな公園整備
についても市民の皆様のご意見を伺いながら整備を進めま
す。　

波志江沼環境ふれあい公園
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② 遊休農地などの活用の推進
農家人口の減少、高齢化の進展や後継者不足により、増加

している遊休農地に対し、地域の農業者と協議し、除草、抜根、
整地など遊休農地の解消に必要となる措置を支援し、適正な
農地の活用を図ります。
③ 豊かな緑と安らぎの水辺の保全・創出
豊かな緑や水辺は生態系が生育される場としても機能して

おり、生物多様性の観点からも保全していくべき場所であるこ
とから、環境活動を行う団体等への支援など、市民との協働
により豊かな自然環境の保全・創出に取り組みます。

赤堀花しょうぶ園 いせさき市民のもり公園

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

市民 1人当たりの公園面積 10.14 ㎡ 10.49 ㎡ 10.69 ㎡

遊休農地面積 46.7ha 46.7ha 以下 46.7ha 以下

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

 

遊休農地解消活動

04-4章.indd   6104-4章.indd   61 2025/03/28   17:36:102025/03/28   17:36:10



62

方針 3-2　生物多様性の保全� ➡第 3 章 : 課題 3-2/3-3 への対応

生物多様性が失われると、私たちの暮らしに様々な影響を及ぼします。例えば、二酸化炭素を
吸収する森林の破壊は地球温暖化につながります。また、私たちは自然から薬の原料や作物の品
種改良に用いる野生の植物など様々な恩恵を受けています。
生物多様性を守ることは、将来世代がこれらの「自然の恵み」を受けながら豊かに暮らす可能
性を残すことにつながります。
本市は、利根川をはじめとして多くの河川や沼などの水辺空間、屋敷林

や社寺の樹林地の緑地など、貴重な動植物の生息地が存在します。
特に、点在する社寺林、屋敷林、河川沿いや池沼周辺が生きものの重
要な生息環境となっています。動物の生息基盤である植生環境を保全する
とともに、市民の環境意識を高め、地域の自然環境保全活動に参加を促し、
生きものの生息環境の創出と保全を図り、「ネイチャーポジティブ」の実現
に向けた取組を推進していきます。

施策

①�多様な動植物の生息・生育環境の保全
公園の補修や再整備を行う際には、多くの昆虫や鳥類が生息できる植栽樹種の選定など、生態
系に配慮した公園の整備に取り組みます。
また、生きものが移動できるような緑地間のつながりの創出によるみどりと水のネットワークの
形成を図り、生きものの生息空間を保全します。
②�生物多様性の理解と浸透
本市に暮らす一人ひとりが、日常において生物多様性への配慮を意識し、行動していくために生
物多様性の現状に関する情報提供や、市民参加型の生物調査の実施等、自然にふれあう機会を創
出し、生物多様性の理解と浸透に取り組みます。
③�外来生物への対策
外来生物は、生物多様性に及ぼす影響が大きいことから、特定外来生物を中心に駆除を実施し

ます。一度持ち込まれた外来生物を、根絶することは極めて困難であることから、外来生物を持
ち込まないよう啓発等を行っていきます。
また、市のホームページ等を通じて、セアカゴケグモ、クビアカツヤカミキリなどの危険な特定
外来生物の注意喚起や被害予防のための情報提供を行います。

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

市民参加型生物調査への参加者数 ― 293人 472人

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。
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方針 3-3　自然とのふれあいの推進 ➡第 3 章 : 課題 3-3 への対応

野鳥や昆虫類が豊富に生息する境御嶽山自然の森公園や、親子で環
境学習ができる子供のもり公園伊勢崎のまゆドームなど、自然とふれあ
える場所を活用し、ふれあいの場の利用促進に取り組んでいきます。

施策

① 人と自然のつながりを深める機会の創出
自然とのふれあい活動を促進するために、自然環境学習などを行う「親子ふれあい事業」や環
境教育イベント等を実施します。
また、「ぐんま緑の県民基金」を活用し、貴重な自然環境を保全するとともに、児童生徒や市民
を対象とした森林環境教育等を推進します。

ぐんま緑の県民基金とは ?

群馬県では、平成 26年度から森林環境の保全を目的に「ぐんま緑の県民税」を導入しました。
「ぐんま緑の県民税」は、「ぐんま緑の県民基金」として積み立てられ、群馬県が行う森林整備などの事業に使われるほか、
地域の森林整備活動などに取り組むNPOやボランティア団体などの活動支援に使われます。

自然と遊ぶイベント 親子ふれあい事業での様子 サケの稚魚放流の様子

② 緑化活動の推進
緑化のきっかけづくりや、人材育成、みどりの協議の場づくり等、本
市で展開されている様々なみどりに関連する市民活動を支援していきま
す。
また、建物の屋上や壁面を積極的に活用した緑化に関するコンテスト、
情報発信など、生物多様性だけでなく地球温暖化対策にもつながる様々
な緑化活動を積極的に推進します。

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

ぐんま緑の県民基金事業数 3 事業 6事業 8事業

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

境御嶽山自然の森公園

グリーンカーテン
コンテスト
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目標達成に向けた取組例

市民の取組
⃝生垣や家庭菜園等、身近なみどりを育てましょう。
⃝ 街路樹や公園のみどりを大切にしましょう。
⃝ 河川敷などの身近な水辺を大切にしましょう。
⃝ 生きものを大切にしましょう。
⃝ 外来生物について理解し、外から持ち込んだり放したりしないようにしましょう。
⃝ 野生生物が畑や住宅に簡単に寄り付くようになり、農作物や人に被害を及ぼしてしまうことがあ
りますので、野生の生き物に餌を与えないようにしましょう。
⃝ 自然観察会への参加等、動植物や身近な自然にふれあう機会をつくりましょう。
⃝ 生物多様性の現状と大切さを学び、伝えましょう。
⃝ 生物多様性に配慮した製品を選びましょう。
⃝ 地域の緑化活動に参加しましょう。
⃝ ボランティアとして地域のビオトープ等のみどり空間の維持管理に参加しましょう。
⃝ 住宅の新築や改築の際は、地面を残してみどりを取り入れる等、自然環境に配慮しましょう。

事業者の取組
⃝ 屋上緑化・壁面緑化、生垣設置等、事業所内の身近な緑化を進めましょう。
⃝ 業界団体等が開催する環境保全に関する研修、視察等、河川敷などの美化・清掃などのボランティ
アに積極的に参加しましょう。
⃝ ネイチャーポジティブ経営を推進しましょう。
⃝ 事業活動に伴う生物多様性に係る取組等の情報を開示しましょう。
⃝ 生物多様性に配慮した製品を選びましょう。
⃝ 地域や行政と連携したビオトープ等の維持管理へ参加しましょう。
⃝ 事業所内のみどり空間を開放するなど、地域と一緒に楽しめるみどりづくりを行いましょう。

コラム 生物多様性に配慮したエコラベル商品

生物多様性に配慮した商品やサービスを見分ける方法として「エ
コラベル」があります。エコラベル商品とは、例えば「生態系への
配慮が行き届いた森林から生産されたもの」や「水産資源や海洋環
境を守って獲られた水産物」など、生物多様性の保全を考慮して生産・
販売された商品のことです。
エコラベル商品を積極的に選ぶことは、身近な買い物を通じて生
物多様性を保全する行動の一つであるとともに、生物多様性に配慮
した生産者や事業者を応援することにもなります。私たちが日ごろ
食べている魚やバナナ、チョコレート、コーヒーからティッシュペーパーにいたるまで、身
の回りの様々な商品についています。
生物多様性を守り自然と共生する社会を実現するため、エコラベル商品を選びましょう。

FSC®
認証エコラベル

200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   64200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   64 2025/03/28   8:39:212025/03/28   8:39:21



65

第
４
章

環
境
施
策

● 関連するSGDｓの目標

基本目標Ⅳ　衛生的な生活環境の推進

身の回りにある大気、水等は、私たちの生活にもっとも身近であり、暮らしに密接に影
響しています。日常の中でこれらの環境の大切さを意識する機会は少ないかもしれません
が、生活していく上でとても重要な環境要素です。
本市では、「伊勢崎市環境基本条例」を平成１８年 4月に施行し、現在及び将来の市民
の健康で文化的な生活を確保することを目的として、環境への負荷の低減を図るための
各種の規制及び対策を進めました。
新規の化学物質による影響など最新の知見を収集しつつ、大気、水質、騒音、振動、悪臭、
土壌、有害化学物質等への対策を適切に行うとともに、開発事業等のまちづくりにおける
生活環境への配慮を促していきます。

方針 4-1　良好な生活基盤の整備 ➡第 3 章 : 課題 5-2/5-3 への対応

公共下水道の整備や単独処理浄化槽・汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換を推進し、生活
排水による環境への負荷を低減するとともに、し尿処理施設の適切な維持に努めます。また、老
朽化した処理施設の統合や汚水処理施設でのし尿と汚水の共同処理を進めます。

施策

① 公共下水道の整備及び合併処理浄化槽設置の推進
人口密度の高い区域を中心に公共下水道の整備を推進するとともに、既存の単独処理浄化槽や
汲み取り槽から合併処理浄化槽への転換を促し、生活排水による環境への負荷の低減を図ります。
② し尿処理施設適正管理の推進
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき収集された、し尿及び浄化槽汚泥を適正に処理す

ることで、生活排水対策を推進します。また、老朽化した処理施設の統合を進めるとともに、汚水
処理施設でのし尿と汚水の共同処理を進めます。

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

汚水処理人口普及率 70.3％ 76.8％ 79.9％注

注：表中では下水道事業経営戦略（令和５年３月改定）の目標年次である令和 14年度の公表数値を示している。
目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。
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方針 4-2　きれいな空気、水等の環境保全の推進 

市民が衛生的で健康に生活できる生活環境を確保するために、大気汚染物質の常時測定や自動車
騒音・振動の調査を継続して行うとともに、工場などの事業所に対し、施設の適正管理を指導します。
また、河川の水質測定の監視を行い、引き続き良好な水質の維持と水質汚濁による被害の未然
防止に努めます。
その他、土壌、有害化学物質等の監視や情報発信等、国や県と連携しながら環境基準の達成に
向けた取組を推進していくとともに、公害苦情に対する相談や市民、事業者への環境保全への啓
発活動に取り組みます。

コラム 伊勢崎市の環境

本市では、伊勢崎市環境基本条例に基づき、市の環境に関する現
況データや環境基準の達成状況等について毎年度公表しています。
本書をご覧いただき、本市における環境の現況について理解を深

めていただくとともに、社会を取り巻く様々な課題を自分ごととして
捉え、行動するきっかけとしていただければ幸いです。 伊勢崎市の環境

施策

① 自動車から発生する排出ガスの抑制
自動車交通に伴う大気汚染防止のため、公共交通機関の利用を促進するとともに、自転車利用
の促進を行います。また、次世代自動車の公用車への導入を推進します。
さらに、アイドリングストップの実践など、市民・事業者一人ひとりが自動車の運転時にエコドラ

イブを心がけるよう普及啓発を行います。

･

エコドライブ
ステッカー

エコドライブステッカーを
貼付した公用車

 コミュニティバスあおぞら

② 工場・事業所などへの監視体制の充実
水質汚濁防止法、騒音規制法、悪臭防止法等の法令における規制基準等

に基づいた、適切かつ速やかな指導・助言を行います。また、状況に応じ
て規制対象事業所へ立入検査を行い、規制基準の適合状況を確認します。
規制対象外の事業所に対しても、適宜改善が図られるよう必要に応じて依
頼、助言等を行います。　

➡第 3 章 : 課題 4/5-1/5-3
　　　　　6-1/6-2/6-3 への対応

200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   66200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   66 2025/03/28   8:39:222025/03/28   8:39:22



67

第
４
章

環
境
施
策

③ 水質汚濁の防止と河川の自然回復・浄化
県や近隣自治体と連携しながら、河川、井戸等における環境基準の達成状況や汚染状況を把握し、
良好な水質の維持と水質汚濁による被害の未然防止に努めるとともに、法令の規制が及ばない事
業者への対応を検討します。
近年、有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオ

クタン酸（PFOA）等の新規の化学物質による人の健康への影響が懸念されています。新規の化
学物質についても必要に応じて測定していきます。
また、河川の浄化能力や流量を確保するため、樹林、緑地などを保護育成し、雨水の涵養など
を進めていきます。

コラム 有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）について

有機フッ素化合物の一種であるペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS、ピーフォス）
及びペルフルオロオクタン酸（PFOA、ピーフォア）は、環境中で分解されにくく、蓄積
性が高いことなどから、製造、輸入等が原則禁止されています。
ＰＦＯＳは、半導体用反射防止剤・レジスト、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤等、ＰＦＯＡはフッ
素ポリマー加工助剤、界面活性剤等に主に使われてきました。
PFOS、PFOAは、動物実験では、肝臓の機能や仔動物の体重減少等に影響を及ぼす

ことが指摘されています。また、人においてはコレステロール値の上昇、発がん、免疫
系等との関連が報告されています。しかし、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのか
についてはいまだ確定的な知見はありません。そのため、現在も国際的に様々な知見に
基づく検討が進められています。
国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生

したという事例は確認されておりませんが、環境省は内閣府食品安全委員会が行った食
品健康影響評価の結果等を踏まえ、最新の科学的知見に基づき、暫定目標値の取扱い
について、専門家による検討を進めています（環境省「PFOS、PFOAに関するＱ＆Ａ集･
2024 年 8月時点」より引用）。

④ 土壌汚染の防止と健全な土壌環境の維持・管理
有害物質を取り扱う工場・事業場に対する適切な監視・指導に努めます。土壌汚染が判明した
際には、市民の健康に影響が出ないよう土壌汚染の区域を公表するとともに、その汚染土壌の適
切な管理等を指導します。
また、有害物質を取り扱う工場・事業場に、適正な化学物質の管理を指導し、流出を抑制する

とともに、化学物質対策の普及啓発を図ります。
⑤ 公害苦情への適正な対応処理と啓発活動の促進
健康で安全な暮らしを支えるため、市民から受ける公害相談に対する適切

な対応を行っていきます。また、事業者や業界団体への指導・広報等の啓
発活動を行うことにより、環境へ配慮した事業活動の強化に努めます。
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成果指標と目標

指標名 現状
（令和 5年度）

目標（中間）
（令和 11年度）

目標
（令和 16年度）

大気汚染及び有害汚染物質に係る環境基準の達成状況

○浮遊粒子状物質（SPM） 達成 達成 達成

○二酸化窒素 達成 達成 達成

○光化学オキシダント 未達成 達成 達成

水質汚濁に係る環境基準の達成状況

○健康項目 達成 達成 達成

○生活環境項目 一部未達成 達成 達成
目標については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

方針 4-3　身近な環境問題への対応� ➡第 3章 : 課題 7への対応

近年では大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭等による市民からの苦情は減少傾向にあります。
一方で、空き地の雑草繁茂や空き家問題など、日常生活や身近な事業活動に対する苦情やトラブ
ルなどが増加しています。
市民のライフスタイルの多様化などにより、従来の公害関係の法令では解決できない生活環境

に係る苦情への対応が求められています。市民や有識者などの協議や協働による解決を図るとと
もに、市民一人ひとりが近隣住民を思いやり環境に配慮した生活ができるよう、適切に対応してい
きます。

施策

①�環境に配慮した生活の推進
市民や有識者などとの協議の機会を設けるとともに、環境美化活動を行う団体等への支援や行
政区への啓発看板の配布など市民との協働により市民や事業者が環境に配慮した生活ができるよ
う促します。
②�生活環境に関する苦情への対応
空き地の雑草繁茂や空き家問題など、日常生活に起因する苦情への対応を推進し、問題解決に
向けた情報収集、周知・提供に努めます。
また、苦情相談においては、近隣住民を思いやり、環境に配慮した対応をしていただけるよう促

します。

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

人口1万人当たりの生活環境に係る苦情件数 24.0 件 21.6 件 19.6 件

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。
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目標達成に向けた取組例

市民の取組
⃝ 公共下水道への接続、合併処理浄化槽の設置等に努めましょう。
⃝ 地域における河川や水路の清掃活動に積極的に参加しましょう。
⃝ 自動車を使用するときは、急発進をしない、アイドリングストップを行うなどのエコドライブを心
がけましょう。

⃝ 公共交通機関を積極的に利用しましょう。
⃝ 自家用車を購入する際には、次世代自動車を選びましょう。
⃝ 日頃から水の大切さを意識し、節水に努めましょう。
⃝ 風呂の残り湯を洗濯や掃除に使用するなど、水の再使用に努めましょう。
⃝ 家庭菜園や空き地への除草剤や農薬、化学肥料などの適正使用を心がけ、健全な土壌環境の
維持に協力しましょう。

⃝ 騒音や悪臭などで近所に迷惑をかけないように配慮するなど、生活マナーの向上に努めましょう。
⃝ 庭や敷地内はこまめに草刈りをするなど、適正な管理に努めましょう。
⃝ペットは適正に飼育しましょう。
⃝ 自宅周辺の清掃を行い、地域の環境美化に努めましょう。

事業者の取組
⃝法令等に基づき、規制基準を遵守しましょう。
⃝ 環境への負荷の低いエネルギーを使いましょう。
⃝ 次世代自動車を積極的に導入しましょう。
⃝ 事業活動による排水対策や汚水の適正処理に努め、汚れた水を流さないようにしましょう。また、
除害施設やグリストラップは適正に管理しましょう。

⃝事業所周辺の側溝や河川、用水路の清掃など、水環境を守る取組に積極的に参加・協働しましょ
う。
⃝農薬や化学肥料等の適正使用を心がけ、健全な土壌環境を維持しましょう。
⃝ 工場・事業所で取り扱う有害化学物質は、土壌を汚染しないよう適正に管理・処理しましょう。
⃝ 産業廃棄物は、浸出液及び有害物質の適正処理をしましょう。
⃝ 法令等を遵守し、周辺に騒音・振動、悪臭などを発生させないように配慮しましょう。
⃝ 業務用施設や空調などは、適切に維持・管理しましょう。
⃝ 地域住民とのコミュニケーションを深め、環境に関する情報公開を進めましょう。
⃝ 定期的に騒音・振動、悪臭等の状況を把握し、公害の未然防止に努めましょう。
⃝ 業務用車両が周辺に騒音・振動などを発生させないように配慮しましょう。
⃝ 事業所周辺の清掃を行い、地域の環境美化に努めましょう。
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● 関連するSGDｓの目標

基本目標Ⅴ　環境保全活動の推進と人材育成

環境に関する様々な問題を「自分ごと」として捉え、市民一人ひとりが、環境保全の大
切さを認識し、主体的に行動に移すとともに世代や地域、主体を超えた協働・連携を図っ
ていくことが重要です。
また、近年、環境保全と経済活動において関係価値が注目されています。両者はトレー

ドオフの関係ではなく両立していくものであるという理解を、環境教育や環境学習を通し
て広めていく必要があります。
そこで、市民、事業者等へ環境保全に関する近年の動向や、最新の環境問題に関する
知見を深めるための機会を創出するとともに、主体的な環境保全活動の実施や、行動変
容に導くきっかけづくり、学習メニュー、関心を引き寄せる情報発信等の新たな視点での
施策を推進していきます。

方針 5-1　環境教育の普及と情報発信 ➡第 3 章 : 課題 1-1/ 3-3 への対応

本市の豊かで快適な環境を持続可能なかたちで保全していくためには、新たな担い手を育む教
育の促進が必要です。主体的に環境保全活動に取り組む人材を育てていくため、誰もが参加でき
る環境学習機会の提供により、環境保全意識の向上を図ります。また、効果的かつきめ細かな情
報発信により、多くの市民等の環境保全に係る取組への参加を活性化します。

施策

① 環境教育・環境学習の充実
市民一人ひとりが環境問題の本質や解決に向けた取組の方法を考え、解決する能力を身に付け、
具体的な行動を起こしていくために、教育・学習・体験の場や機会をさらに充実させていきます。
② 環境情報の共有化
市民や事業者、団体等の自主的な活動や優良な取組事例の紹介機会を
通じて、互いの活動を知り、つながりあう機会の創出を図ります。
また、市ホームページ、広報いせさき、ＳＮＳ、スマホアプリ、イベント
等を活用した情報発信を行うとともに、本市の環境に関心の高い市民を対
象としたメールの配信事業を実施することで、環境情報を多くの市民、事
業者等に周知します。　

広報いせさき
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③ 幼少期の環境教育の促進
次世代の伊勢崎市を担う幼稚園や小・中学校等の子どもたちを対象に、地球温暖化対策や省エ

ネルギー活動の取組など環境への意識・知識を高めるため、「こどもエコクラブ」や「親子環境教室」
を実施します。
環境関連のイベントの開催などを通して環境に対する情報発信を随時行うなど、幼少期の環境
教育を促進します。

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

親子環境教室への参加者数（累計） 77 人 700人 1,200 人

こどもエコクラブ登録数 15 登録 23登録 30登録

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

方針 5-2　環境保全活動の推進 ➡第 3 章 : 課題 1-3/3-1/3-3/5-3/7 への対応

市民や事業者一人ひとりが環境を守り、より良い環境を未来に伝えるための自主的な活動を行
えるよう、市民、市民団体、事業者などによる自主的な環境保全活動の実践に向け啓発を行うほか、
各種の支援に努め、環境保全活動を推進していきます。

施策

① 環境に関する組織づくり
環境に配慮したまちをつくっていくために、市民、事業者、団体等、様々な主体との連携・協働

を進めます。
環境に関するまちづくりを行う団体・企業への補助金の交付等の支援を行い、環境保全活動や
環境の維持管理の組織づくりを促進します。
② 環境に関するネットワークづくり
花と緑のボランティア活動に携わる方や、自宅でガーデニングを楽

しむ方など、市民や地域団体の相互交流をはかり、活動に役立つ事
業や情報提供を行います。
③ 環境美化活動の推進
身近な環境美化活動であるアダプト・プログラムや公園愛護会の
活動、市民によって公園内の花壇づくりを行うコミュニティガーデン
事業などを実施し、環境美化を推進します。また、環境美化に関す
る啓発を実施します。

　

オープンガーデン
いせさき

環境美化活動
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④ 環境マネジメントシステムの導入促進
環境マネジメントシステムを導入し、事業活動に伴う二酸化炭素排出量及びエネルギー消費量
の削減、環境負荷の低減に向けた社員、指定管理者、委託事業者等による取組を支援し、本市に
おける導入を促進します。

コラム 環境マネジメントシステム

組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環
境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方
針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組ん
でいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」と
いい、このための組織や事業者の体制・手続き等の仕
組みを「環境マネジメントシステム」といいます。
環境マネジメントは、事業活動を環境にやさしいもの

に変えていくために効果的な手法であり、幅広い組織や
事業者が積極的に取り組んでいくことが期待されていま
す。
環境マネジメントシステムには、環境省が策定した「エコアクション２１」や、国際規格の

「ISO14001」があります。
他にも地方自治体、NPOや中間法人等が策定した環境マネジメントシステムがあり、
全国規模のものには「エコステージ」、「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード」
があり、これらの環境マネジメントシステムの多くは大企業だけでなく、中小企業でも取
り組めるものです。

出典：環境省

成果指標と目標値

指標名 現状値
（令和 5年度）

目標値（中間）
（令和 11年度）

目標値
（令和 16年度）

アダプト・プログラム実施団体数 22 団体 70団体 85団体

目標値については、伊勢崎市総合計画との整合のもと必要に応じて見直しを行います。

環境保全活動の様子 オープンガーデンの様子

200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   72200277 第３次伊勢崎市環境基本計画.indb   72 2025/03/28   8:39:262025/03/28   8:39:26



73

第
４
章

環
境
施
策

目標達成に向けた取組例

市民の取組
⃝ 自然の中で行うレクリエーションや自然に関する学習会に参加するなど、環境について学ぶ機会
を増やしましょう。
⃝ 自宅周辺の清掃を行い、地域の環境美化に努めましょう。
⃝ 環境保全に関する近年の動向や、最新の環境問題に関する知見を深めましょう。
⃝ 自分の住むまちを愛し、美しい景観の保全や創出に協力しましょう。
⃝ 花壇への植栽など家庭に緑を増やしましょう。
⃝ 地域の環境活動等には積極的に参加しましょう。

事業者の取組
⃝ 環境マネジメントシステムの導入を積極的に検討しましょう。
⃝ 工場や事業所の敷地内は、樹木の植栽や花壇の整備などにより緑化を図る際には、季節感を感
じることができるよう配慮しましょう。
⃝ 地域の環境活動等には積極的に参加しましょう。

コラム アダプト・プログラム（環境美化活動）

アダプト・プログラムは、市民と行政が協働で進める環境美化活動です。
アダプト（Adopt）とは英語で「～を養子にする」という意味です。身近な道路や公園、
河川などの公共の場所を養子と見立て、その里親となった市民の皆さんが清掃などの環
境美化活動を通して、公共の場所をわが子のように愛情を持って面倒を見る活動です。
市では、軍手やごみ袋など必要な物品の支給やボランティア保険の加入、里親であるこ

とを示す表示板の提供などで環境美化活動を支援しています。
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第 5 章
計画の推進

第１節　推進体制
第２節　進行管理
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第１節 推進体制

本計画を実効性のあるものとするためには、伊勢崎市だけでなく、市民、事業者、市が協働し
て施策や各種の取組を推進・展開する必要があります。
また、国や県、関係機関等との連携・協力により、総合的な推進を図る必要があるため、計画
の推進に当たっては、以下に示す体制を整備します。

1　環境審議会

環境基本計画に基づく各種環境施策について、市長の諮問に応じて、専門的な立場から調査審
議を行います。

2　庁内体制の整備

環境基本計画の施策の対象は広範囲に及ぶため、計画に定める施策の推進に際しては、関係部
局間の連携・協力が不可欠です。
総合的かつ計画的な本計画推進のため、環境調整会議において、各施策の進行状況の把握・
点検、関係部局間の連携・調整を行います。

3　国や県、関係機関との連携・協力体制の強化

本計画に基づく施策を推進していく上で、国、県、関係機関等に対して要請や協力を求める場
合が想定されます。特に大気汚染や河川の水質汚濁、放射性物質対策、地球温暖化問題、ごみ
処理等については、市を超えた広域的な取組が必要であるため、今後も国、県、関係機関等との
連携・協力体制の強化に努めます。

伊勢崎市
庁内推進組織

市民・
市民団体 事業者

連 携

連 携 連 携

諮問・答申

点検
・
評価

連携

図 5-1　本計画の推進体制
　･
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進行管理第２節
本計画の進捗状況について定期的に点検・評価を行うことにより、本市の環境について継続的

な改善を図るものとします。
計画の進捗状況は、環境マネジメントシステムの考え方に基づく「PDCAサイクル」を用いて
把握します。この方法は、①･計画（Plan）、②･実行（Do）、③･点検・評価（Check）、④･見直し
（Action）という手順を繰り返し行っていくことにより、その時点における計画の進捗状況の把握
や課題の抽出等を行うものです。

見直し（Ac�on）
・目標、施策、取組などの
見直し

・計画の見直し

計画（Plan）
・目標、施策などの設定
・市民、事業者、市の取組
などの設定

実行（Do）点検・評価
（Check）

・計画の進捗状況、施策の
実施状況などの点検・評価

・課題の抽出

・施策の実行
・市民、事業者、市の取組の
推進

図 5-2　本計画の進行管理（PDCA サイクル）

① 計画（Plan）

望ましい環境像を実現するための目標を定めるとともに、市民、事業者、市それぞれの取組内
容を検討し環境施策を設定します。

② 実行（Do）

本計画の対象は広範囲に及ぶため、計画に定める施策の推進に際して、関係部局間の連携・
協力が不可欠です。また、関係部局はもとより、市民、事業者や関係機関との連携・協力を図
りつつ、環境施策や事業を推進していきます。

③ 点検・評価（Check）

本計画の進捗状況は、環境の現状と環境施策の状況や目標の達成度などを把握したうえ、環
境調整会議に報告します。また、併せて環境審議会にも報告することにより、助言・提言など
を求めていくものとします。評価の結果をもとに、施策や事業等の見直しについて検討します。

④ 見直し（Action）

本計画の具体的な実施計画などは毎年度点検・評価し、翌年度の事業実施に反映していきます。
また、社会情勢が著しく変化していく中で、本計画の見直しが必要になることも想定されるため、
概ね5年で検証を行います。
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資料編

１．アンケート調査結果
２．用語の説明
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（2） 調査結果 （市民）

１．あなたご自身についてお伺いします。 
あなたご自身や家族についてお聞きします。それぞれあてはまる番号に１つ〇をつけてください。 

ア 性別 イ 年齢

ウ 職業 エ お子様の有無

オ 居住の形態 カ お住まいの地区

男性

40%

女性

52%

答えたくない

1% 無回答

7%

18～19歳

1%

20～29歳

7%

30～39歳

10%

40～49歳

16%

50～59歳

18%

60～69歳

17%

70～79歳

20%

80歳以上

7%

無回答

4%

会社員

30%

自営業

6%

公務員

3%教員

2%農業

3%

アルバイト

16%

学生

2%

専業主婦

13%

無職

19%

その他

2%

無回答

4%

0 人

68%

1 人

12%

2 人

8%

3 人

3%

4 人以上

1%

無回答

8%

持家一戸建て

81%

賃貸一戸建て

2%

賃貸マンション

10%

その他

2%
無回答

5%

北地区

5%
南地区

4%

殖蓮地区

8%

茂呂地区

9%

三郷地区

6%
宮郷地区

11%
名和地

区

8%

豊受地

区

11%

赤堀地区

10%

東地区

11%

境地区

13%

無回答

4%

ｎ＝635 ｎ＝635 

ｎ＝635 
ｎ＝635 

ｎ＝635 
ｎ＝635 

(１) 調査の目的

市民及び事業所の環境保全に対する意識と行動の状況、環境保全に関する意見や行政

への要望などを把握し、「第３次伊勢崎市環境基本計画」を作成する上での基礎的デー

タを得ることを目的とした。

(2) 調査対象・調査期間・回答数など

① 市民アンケート調査

調査対象 住民基本台帳をもとに無作為に抽出した 18歳以上の市民 2,000 人 

調査期間 令和 6年 7月 9日（火）～令和 6年 7月 19日（金） 

有効回答数・ 

回収率 
635件（郵送 465、Web170）・回収率 32％ 

主な調査内容 

・環境保全活動への取組について

・環境問題への関心について

・家庭での地球温暖化対策に関する取組について

・伊勢崎市の施策について

② 事業所アンケート調査

調査対象 
伊勢崎市を本店とする事業所を対象に業種割合から按分して抽出し

た 500事業所 

調査期間 令和 6年 7月 9日（火）～令和 6年 7月 19日（金） 

有効回答数・ 

回収率 
197件（郵送 146、Web51）・回収率 39％ 

主な調査内容 

・環境保全への取組について

・エネルギー消費量や温室効果ガス排出量について

・地球温暖化や環境等に関する制度の活用について

・伊勢崎市の施策について

(３) その他

 図表中の「ｎ」は各設問の回答者数を表す。

 比率は「ｎ」を 100％とした百分比で算出し、小数点以下第 2位を四捨五入している。

 そのため、百分比の合計が 100％にならない場合がある。

 複数回答の設問では、その比率の合計が 100％を上回ることがある。

１. アンケート調査結果
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（2） 調査結果 （市民）

１．あなたご自身についてお伺いします。 
あなたご自身や家族についてお聞きします。それぞれあてはまる番号に１つ〇をつけてください。 

ア 性別 イ 年齢

ウ 職業 エ お子様の有無

オ 居住の形態 カ お住まいの地区

男性

40%

女性

52%

答えたくない

1% 無回答

7%

18～19歳

1%

20～29歳

7%

30～39歳

10%

40～49歳

16%

50～59歳

18%

60～69歳

17%

70～79歳

20%

80歳以上

7%

無回答

4%

会社員

30%

自営業

6%

公務員

3%教員

2%農業

3%

アルバイト

16%

学生

2%

専業主婦

13%

無職

19%

その他

2%

無回答

4%

0 人

68%

1 人

12%

2 人

8%

3 人

3%

4 人以上

1%

無回答

8%

持家一戸建て

81%

賃貸一戸建て

2%

賃貸マンション

10%

その他

2%
無回答

5%

北地区

5%
南地区

4%

殖蓮地区

8%

茂呂地区

9%

三郷地区

6%
宮郷地区

11%
名和地

区

8%

豊受地

区

11%

赤堀地区

10%

東地区

11%

境地区

13%

無回答

4%

ｎ＝635 ｎ＝635 

ｎ＝635 
ｎ＝635 

ｎ＝635 
ｎ＝635 

(１) 調査の目的

市民及び事業所の環境保全に対する意識と行動の状況、環境保全に関する意見や行政

への要望などを把握し、「第３次伊勢崎市環境基本計画」を作成する上での基礎的デー

タを得ることを目的とした。

(2) 調査対象・調査期間・回答数など

① 市民アンケート調査

調査対象 住民基本台帳をもとに無作為に抽出した 18歳以上の市民 2,000 人 

調査期間 令和 6年 7月 9日（火）～令和 6年 7月 19日（金） 

有効回答数・ 

回収率 
635件（郵送 465、Web170）・回収率 32％ 

主な調査内容 

・環境保全活動への取組について

・環境問題への関心について

・家庭での地球温暖化対策に関する取組について

・伊勢崎市の施策について

② 事業所アンケート調査

調査対象 
伊勢崎市を本店とする事業所を対象に業種割合から按分して抽出し

た 500事業所 

調査期間 令和 6年 7月 9日（火）～令和 6年 7月 19日（金） 

有効回答数・ 

回収率 
197件（郵送 146、Web51）・回収率 39％ 

主な調査内容 

・環境保全への取組について

・エネルギー消費量や温室効果ガス排出量について

・地球温暖化や環境等に関する制度の活用について

・伊勢崎市の施策について

(３) その他

 図表中の「ｎ」は各設問の回答者数を表す。

 比率は「ｎ」を 100％とした百分比で算出し、小数点以下第 2位を四捨五入している。

 そのため、百分比の合計が 100％にならない場合がある。

 複数回答の設問では、その比率の合計が 100％を上回ることがある。

１. アンケート調査結果
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問 2-2 あなたの住んでいる地域を中心とした環境や現状への重要度についてお伺いします。 

項目ごとに、最もあてはまる番号に１つ〇をつけてください。 

1.4

3.1

3.3

2.8

2.8

4.6

3.0

3.9

4.1

4.7

4.4

12.0

1.7

1.3

10.6

9.1

12.0

18.3

18.9

20.0

16.5

21.1

18.9

26.3

14.8

18.3

11.7

7.4

45.7

38.3

49.3

43.9

48.3

50.1

48.8

50.6

46.5

42.8

31.3

28.7

39.1

35.9

40.2

47.4

32.6

32.1

27.9

23.1

29.4

21.4

27.9

23.8

47.1

39.2

45.8

53.5

2.2

2.0

2.8

2.8

2.0

2.2

2.2

3.0

2.7

2.4

2.4

1.9

1.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空気のさわやかさ、きれいさ

におい（悪臭）がしないこと

まちの静けさ

川などの水のきれいさ

自然の豊かさ

自然とのふれあいの場の多さ

公園、街路樹などの緑の豊かさ

文化財の保存状態の良さ

まちなみの美しさ

田園風景の美しさ

道路、歩道の整備状況

電車、バスなどの利用のしやすさ

地域内の清潔さ

ごみの収集・処理の状況

低い やや低い やや高い 高い 無回答 ｎ＝635 

２．伊勢崎市（あなたがお住まいの地域）の環境について 

問 2-1 あなたの住んでいる地域を中心とした環境や現状への満足度についてお伺いします。 

項目ごとに、最もあてはまる番号に１つ〇をつけてください。 

3.8

10.7

4.6

6.5

3.3

8.0

6.6

4.4

8.3

6.1

14.8

42.7

5.2

4.4

20.3

25.5

20.8

38.6

27.1

33.4

23.1

32.4

43.8

29.3

37.3

34.2

32.0

20.3

55.0

45.4

50.4

43.9

50.1

44.3

50.2

51.3

42.2

48.2

39.5

18.7

53.4

51.3

20.0

17.5

23.0

9.8

18.3

13.4

18.4

9.8

4.4

15.0

7.4

3.5

7.9

23.0

0.9

0.9

1.3

1.3

1.3

0.9

1.6

2.0

1.3

1.4

0.9

0.9

1.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空気のさわやかさ、きれいさ

におい（悪臭）がしないこと

まちの静けさ

川などの水のきれいさ

自然の豊かさ

自然とのふれあいの場の多さ

公園、街路樹などの緑の豊かさ

文化財の保存状態の良さ

まちなみの美しさ

田園風景の美しさ

道路、歩道の整備状況

電車、バスなどの利用のしやすさ

地域内の清潔さ

ごみの収集・処理の状況

低い やや低い やや高い 高い 無回答
ｎ＝635 
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問 2-2 あなたの住んでいる地域を中心とした環境や現状への重要度についてお伺いします。 

項目ごとに、最もあてはまる番号に１つ〇をつけてください。 

1.4

3.1

3.3

2.8

2.8

4.6

3.0

3.9

4.1

4.7

4.4

12.0

1.7

1.3

10.6

9.1

12.0

18.3

18.9

20.0

16.5

21.1

18.9

26.3

14.8

18.3

11.7

7.4

45.7

38.3

49.3

43.9

48.3

50.1

48.8

50.6

46.5

42.8

31.3

28.7

39.1

35.9

40.2

47.4

32.6

32.1

27.9

23.1

29.4

21.4

27.9

23.8

47.1

39.2

45.8

53.5

2.2

2.0

2.8

2.8

2.0

2.2

2.2

3.0

2.7

2.4

2.4

1.9

1.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空気のさわやかさ、きれいさ

におい（悪臭）がしないこと

まちの静けさ

川などの水のきれいさ

自然の豊かさ

自然とのふれあいの場の多さ

公園、街路樹などの緑の豊かさ

文化財の保存状態の良さ

まちなみの美しさ

田園風景の美しさ

道路、歩道の整備状況

電車、バスなどの利用のしやすさ

地域内の清潔さ

ごみの収集・処理の状況

低い やや低い やや高い 高い 無回答 ｎ＝635 

２．伊勢崎市（あなたがお住まいの地域）の環境について 

問 2-1 あなたの住んでいる地域を中心とした環境や現状への満足度についてお伺いします。 

項目ごとに、最もあてはまる番号に１つ〇をつけてください。 

3.8

10.7

4.6

6.5

3.3

8.0

6.6

4.4

8.3

6.1

14.8

42.7

5.2

4.4

20.3

25.5

20.8

38.6

27.1

33.4

23.1

32.4

43.8

29.3

37.3

34.2

32.0

20.3

55.0

45.4

50.4

43.9

50.1

44.3

50.2

51.3

42.2

48.2

39.5

18.7

53.4

51.3

20.0

17.5

23.0

9.8

18.3

13.4

18.4

9.8

4.4

15.0

7.4

3.5

7.9

23.0

0.9

0.9

1.3

1.3

1.3

0.9

1.6

2.0

1.3

1.4

0.9

0.9

1.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空気のさわやかさ、きれいさ

におい（悪臭）がしないこと

まちの静けさ

川などの水のきれいさ

自然の豊かさ

自然とのふれあいの場の多さ

公園、街路樹などの緑の豊かさ

文化財の保存状態の良さ

まちなみの美しさ

田園風景の美しさ

道路、歩道の整備状況

電車、バスなどの利用のしやすさ

地域内の清潔さ

ごみの収集・処理の状況

低い やや低い やや高い 高い 無回答
ｎ＝635 
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問 3-2 あなたやあなたの家では、日ごろ、どのような省エネ・省資源、ごみの減量などを行っ

ていますか？回答欄のあてはまる番号に〇をつけて下さい。 

33.4 

42.7 

25.8 

23.9 

45.4 

60.6 

31.2 

60.8 

17.8 

16.4 

55.0 

29.3 

69.3 

57.2 

45.7 

22.0 

33.2

26.8

43.3

17.2

24.1

12.1

29.8

12.4

43.3

42.2

19.5

35.3

5.0

14.6

25.2

9.1

21.7

18.6

22.8

24.7

18.3

11.5

27.7

6.5

25.2

31.2

10.6

23.3

5.2

8.7

16.5

31.5

9.1

9.8

5.8

31.3

9.9

13.4

8.7

18.0

10.7

7.4

12.4

9.6

18.0

17.2

10.1

34.2

2.5

2.2

2.2

2.8

2.4

2.4

2.7

2.4

3.0

2.8

2.5

2.5

2.5

2.4

2.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

照明やテレビはこまめに消し、長時間使わない時は主電源を切る

冷暖房は使用時間短縮や設定温度調節により使用する

エアコンのフィルターをこまめに掃除する

お風呂の残り湯を洗濯、洗車、植木の水やりなどに使う

食器洗い、洗顔、歯磨き、シャワーなどでは、こまめに水を止める

流しから調理くずや食べ残しなどを流さないようにしている

家電製品や設備機器は、省エネ型や節水型を購入する

買い物に際しては、買い物袋などを持参している

不要になったものなどを身内や知人に使ってもらう

環境に配慮した商品を選んで購入する

詰め替え可能な商品を購入する

壊れた物は修理して、できるだけ長く使う

ごみ出しマナーを守る

古紙類などの「資源物」は、きちんと分別している

食べ残しのないよう適量の調理をする

生ごみは生ごみ処理機などで処理している

いつも行っている ときどき行っている

今後はできるだけ行いたい 今後も行うつもりはない

無回答

ｎ＝635 

３．環境保全活動の取組状況 

問 3-1 あなたやあなたの家では、日ごろ、どのような環境保全活動に取り組んでいますか？ 

回答欄のあてはまる番号に〇をつけて下さい。 

13.9

25.2

23.5

13.9

13.4

13.2

37.8

24.9

24.1

18.0

11.0

27.9

33.2

29.1

32.3

43.3

39.8

38.3

11.3

17.5

15.7

20.6

31.5

17.3

3.8

3.3

4.4

4.3

4.3

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公園や道端のごみや空き缶などを拾う（個人で実施）

地域の清掃、美化活動に参加する（団体で実施）

集団回収など地域のリサイクル活動に参加する

地域の緑化活動（花を植えるなど）に参加する

環境問題に関する学習会、説明会などに参加する

家族や友人と環境について語り合う

積極的に取り組んでいる ときどき取り組んでいる

今後はできるだけ取り組みたい 今後も取り組むつもりはない

無回答

ｎ＝635 
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問 3-2 あなたやあなたの家では、日ごろ、どのような省エネ・省資源、ごみの減量などを行っ

ていますか？回答欄のあてはまる番号に〇をつけて下さい。 

33.4 

42.7 

25.8 

23.9 

45.4 

60.6 

31.2 

60.8 

17.8 

16.4 

55.0 

29.3 

69.3 

57.2 

45.7 

22.0 

33.2

26.8

43.3

17.2

24.1

12.1

29.8

12.4

43.3

42.2

19.5

35.3

5.0

14.6

25.2

9.1

21.7

18.6

22.8

24.7

18.3

11.5

27.7

6.5

25.2

31.2

10.6

23.3

5.2

8.7

16.5

31.5

9.1

9.8

5.8

31.3

9.9

13.4

8.7

18.0

10.7

7.4

12.4

9.6

18.0

17.2

10.1

34.2

2.5

2.2

2.2

2.8

2.4

2.4

2.7

2.4

3.0

2.8

2.5

2.5

2.5

2.4

2.5

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

照明やテレビはこまめに消し、長時間使わない時は主電源を切る

冷暖房は使用時間短縮や設定温度調節により使用する

エアコンのフィルターをこまめに掃除する

お風呂の残り湯を洗濯、洗車、植木の水やりなどに使う

食器洗い、洗顔、歯磨き、シャワーなどでは、こまめに水を止める

流しから調理くずや食べ残しなどを流さないようにしている

家電製品や設備機器は、省エネ型や節水型を購入する

買い物に際しては、買い物袋などを持参している

不要になったものなどを身内や知人に使ってもらう

環境に配慮した商品を選んで購入する

詰め替え可能な商品を購入する

壊れた物は修理して、できるだけ長く使う

ごみ出しマナーを守る

古紙類などの「資源物」は、きちんと分別している

食べ残しのないよう適量の調理をする

生ごみは生ごみ処理機などで処理している

いつも行っている ときどき行っている

今後はできるだけ行いたい 今後も行うつもりはない

無回答

ｎ＝635 

３．環境保全活動の取組状況 

問 3-1 あなたやあなたの家では、日ごろ、どのような環境保全活動に取り組んでいますか？ 

回答欄のあてはまる番号に〇をつけて下さい。 

13.9

25.2

23.5

13.9

13.4

13.2

37.8

24.9

24.1

18.0

11.0

27.9

33.2

29.1

32.3

43.3

39.8

38.3

11.3

17.5

15.7

20.6

31.5

17.3

3.8

3.3

4.4

4.3

4.3

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公園や道端のごみや空き缶などを拾う（個人で実施）

地域の清掃、美化活動に参加する（団体で実施）

集団回収など地域のリサイクル活動に参加する

地域の緑化活動（花を植えるなど）に参加する

環境問題に関する学習会、説明会などに参加する

家族や友人と環境について語り合う

積極的に取り組んでいる ときどき取り組んでいる

今後はできるだけ取り組みたい 今後も取り組むつもりはない

無回答

ｎ＝635 
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問 3-5 前問の環境学習や環境学習保全活動へ今後参加してみたいと思いますか？それぞれの取

組ごとに〇をつけて下さい。 

問 3-6 あなたは、環境に関する情報を、どのような手段で入手していますか？あてはまる番号

全てに〇をつけてください。 

2.5

3.5

3.3

23.1

24.9

7.2

7.2

3.5

54.5

58.6

51.2

58.0

49.0

56.2

58.1

54.8

40.9

35.4

42.4

17.0

24.1

34.3

32.6

39.5

2.0

2.5

3.1

1.9

2.0

2.2

2.0

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

植物や川・池の生物などの調査や観察会

植樹などの緑化活動

動植物の保護や里山の保全などの活動

地域での清掃活動や、道路などのごみを拾う活動

古新聞や空き缶など、資源ごみの回収活動

歴史的建造物や文化財などの保護活動

地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化炭

素等）の排出削減に関する活動

環境に関する講演会や勉強会などへの出席

積極的に参加したい 機会があれば参加したい 参加したくない 無回答

77.0%

39.8%

14.5%

11.0%

33.5%

52.8%

16.2%

24.1%

3.0%

20.9%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

テレビ・ラジオ

新聞

本・雑誌

伊勢崎市のホームページ

インターネット・メール配信

伊勢崎市の広報

地域や職場、学校での活動

家族、友人・知人などからの口コミ

環境保全の活動団体など

SNS （Facebook、LINE、Instagram 等）

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 

問 3-3 あなたは、環境保全に向けた取組について、どのようにお考えですか？最も適する考え

１つに〇をつけてください。 

問 3-4 あなたは、環境学習や環境保全活動へ参加したことがありますか？それぞれの取組ごと

に〇をつけて下さい。 

3.8%

15.0%

62.2%

13.2%

1.9%

0.3%

3.6%

0% 50% 100%

6.9

12.8

6.8

72.8

62.4

7.1

9.4

9.8

90.9

85.4

90.7

25.2

35.6

90.6

88.0

87.7

2.2

1.9

2.5

2.0

2.0

2.4

2.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

植物や川・池の生物などの調査や観察会

植樹などの緑化活動

動植物の保護や里山の保全などの活動

地域での清掃活動や、道路などのごみを拾う活動

古新聞や空き缶など、資源ごみの回収活動

歴史的建造物や文化財などの保護活動

地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化炭素等）の

排出削減に関する活動

環境に関する講演会や勉強会などへの出席

ある ない 無回答

日常生活が不便になっても、コストが掛かっても、 

取り組むべきだ。 

日常生活が多少不便であったり、多少コストが掛かっても、

取り組みたい。 

日常生活が不便にならずコストが掛からない範囲で

取り組みたい。 

何かメリットがあれば取り組んでみても良い。 

ライフスタイルは出来るだけ変えたくないので取り

組みたくない。 

自分には関係ないから取り組む気は全くない。 

無回答 

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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問 3-5 前問の環境学習や環境学習保全活動へ今後参加してみたいと思いますか？それぞれの取

組ごとに〇をつけて下さい。 

問 3-6 あなたは、環境に関する情報を、どのような手段で入手していますか？あてはまる番号

全てに〇をつけてください。 

2.5

3.5

3.3

23.1

24.9

7.2

7.2

3.5

54.5

58.6

51.2

58.0

49.0

56.2

58.1

54.8

40.9

35.4

42.4

17.0

24.1

34.3

32.6

39.5

2.0

2.5

3.1

1.9

2.0

2.2

2.0

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

植物や川・池の生物などの調査や観察会

植樹などの緑化活動

動植物の保護や里山の保全などの活動

地域での清掃活動や、道路などのごみを拾う活動

古新聞や空き缶など、資源ごみの回収活動

歴史的建造物や文化財などの保護活動

地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化炭

素等）の排出削減に関する活動

環境に関する講演会や勉強会などへの出席

積極的に参加したい 機会があれば参加したい 参加したくない 無回答

77.0%

39.8%

14.5%

11.0%

33.5%

52.8%

16.2%

24.1%

3.0%

20.9%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

テレビ・ラジオ

新聞

本・雑誌

伊勢崎市のホームページ

インターネット・メール配信

伊勢崎市の広報

地域や職場、学校での活動

家族、友人・知人などからの口コミ

環境保全の活動団体など

SNS （Facebook、LINE、Instagram 等）

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 

問 3-3 あなたは、環境保全に向けた取組について、どのようにお考えですか？最も適する考え

１つに〇をつけてください。 

問 3-4 あなたは、環境学習や環境保全活動へ参加したことがありますか？それぞれの取組ごと

に〇をつけて下さい。 

3.8%

15.0%

62.2%

13.2%

1.9%

0.3%

3.6%

0% 50% 100%

6.9

12.8

6.8

72.8

62.4

7.1

9.4

9.8

90.9

85.4

90.7

25.2

35.6

90.6

88.0

87.7

2.2

1.9

2.5

2.0

2.0

2.4

2.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

植物や川・池の生物などの調査や観察会

植樹などの緑化活動

動植物の保護や里山の保全などの活動

地域での清掃活動や、道路などのごみを拾う活動

古新聞や空き缶など、資源ごみの回収活動

歴史的建造物や文化財などの保護活動

地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化炭素等）の

排出削減に関する活動

環境に関する講演会や勉強会などへの出席

ある ない 無回答

日常生活が不便になっても、コストが掛かっても、 

取り組むべきだ。 

日常生活が多少不便であったり、多少コストが掛かっても、

取り組みたい。 

日常生活が不便にならずコストが掛からない範囲で

取り組みたい。 

何かメリットがあれば取り組んでみても良い。 

ライフスタイルは出来るだけ変えたくないので取り

組みたくない。 

自分には関係ないから取り組む気は全くない。 

無回答 

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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問 4-3 あなたは我が国の「カーボンニュートラル宣言」について知っていますか？あてはまる

番号１つに〇をつけてください。 

※カーボンニュートラル宣言

2020年 10月、日本政府は 2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すな

わち「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。また、温室効果ガス削減

目標として、2030年度において、「2013年度から 46％削減すること」を表明しました。 

問 4-4 あなたは「ネイチャーポジティブ」について知っていますか？あてはまる番号１つに〇

をつけてください。 

※ネイチャーポジティブ

日本語訳で「自然再興」といい、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反

転させる」ことを指します。2021年 10月に開催された第 15回生物多様性条約締約国会議（COP15）

において、2030年までに「ネイチャーポジティブ」を実現することが掲げられました。 

26.3%

51.7%

18.1%

3.9%

0% 20% 40% 60%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない（はじめて聞いた）

無回答

3.3%

23.9%

68.8%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない（はじめて聞いた）

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 

４．環境問題への関心について 

問 4-1 「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する二酸化炭素（CO2 などの温室効果ガス）

が大気中で増加することにより、地表、大気及び海水の温度が上昇する現象を言います。

あなたは、地球温暖化対策についてどのように考えていますか?あてはまる番号 1 つに

○をつけてください。

問 4-2 あなたは「SDGｓ」について知っていますか？あてはまる番号 1 つに○をつけてくださ

い。 

※SDGｓ

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲット

から構成されています。 

39.4%

48.0%

7.1%

1.7%

3.8%

0% 20% 40% 60%

とても関心がある

少し関心がある

あまり関心がない

全く関心がない

無回答

38.9%

42.4%

14.8%

3.9%

0% 20% 40% 60%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない（はじめて聞いた）

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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問 4-3 あなたは我が国の「カーボンニュートラル宣言」について知っていますか？あてはまる

番号１つに〇をつけてください。 

※カーボンニュートラル宣言

2020年 10月、日本政府は 2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すな

わち「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。また、温室効果ガス削減

目標として、2030年度において、「2013年度から 46％削減すること」を表明しました。 

問 4-4 あなたは「ネイチャーポジティブ」について知っていますか？あてはまる番号１つに〇

をつけてください。 

※ネイチャーポジティブ

日本語訳で「自然再興」といい、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反

転させる」ことを指します。2021年 10月に開催された第 15回生物多様性条約締約国会議（COP15）

において、2030年までに「ネイチャーポジティブ」を実現することが掲げられました。 

26.3%

51.7%

18.1%

3.9%

0% 20% 40% 60%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない（はじめて聞いた）

無回答

3.3%

23.9%

68.8%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない（はじめて聞いた）

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 

４．環境問題への関心について 

問 4-1 「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する二酸化炭素（CO2 などの温室効果ガス）

が大気中で増加することにより、地表、大気及び海水の温度が上昇する現象を言います。

あなたは、地球温暖化対策についてどのように考えていますか?あてはまる番号 1 つに

○をつけてください。

問 4-2 あなたは「SDGｓ」について知っていますか？あてはまる番号 1 つに○をつけてくださ

い。 

※SDGｓ

2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲット

から構成されています。 

39.4%

48.0%

7.1%

1.7%

3.8%

0% 20% 40% 60%

とても関心がある

少し関心がある

あまり関心がない

全く関心がない

無回答

38.9%

42.4%

14.8%

3.9%

0% 20% 40% 60%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない（はじめて聞いた）

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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問 4-7 以下の 1～3 の設問について、あなたのお考えに最も近い番号に 1 つ○をつけてくださ

い。 

1.6

2.0

3.5

1.1

3.5

8.3

2.5

7.7

10.2

25.5

42.7

45.0

65.4

39.7

28.5

3.9

4.4

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化による影響が、

私たちの生活に迫りつつある

地球温暖化の原因は、便利で快適な生活

（電気・ガスの使用、自動車使用など）で

エネルギーを大量に消費していることである

私たちが、省エネや、太陽光発電・風力発電等の

再生可能エネルギー導入に取り組むことで、

地球温暖化を抑制することができる

全くそう思わない あまりそう思わない どちらでもない

ややそう思う とてもそう思う 無回答

ｎ＝635 

問 4-5 あなたは「地域循環共生圏」について知っていますか？あてはまる番号１つに〇をつけ

てください。 

※地域循環共生圏

地域の人材や地上資源をはじめとした「地域資源」を持続的に活用して環境・経済・社内を良

くしていく事業を生み出し続けることで地域課題を解決し続け、自立した地域をつくるととも

に、地域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成する「自立・分散型社会」

を示す考え方です。地域の主体性を基本として、パートナーシップのもとで、地域が抱える環

境・社会・経済課題を統合的に解決していくことから、「ローカル SDGs」とも言われています。 

問 4-6 あなたが日常生活を送る中で、地球温暖化に関して既に現れていると思う影響があります

か？あてはまる番号全てに○をつけてください。また、そのほかに、具体的な影響が出て

いると思うことがあれば、お書きください。 

3.0%

15.9%

77.0%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない（はじめて聞いた）

無回答

58.4%

47.6%

86.3%

76.5%

27.9%

65.8%

1.1%

5.5%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農水産物の品質低下や収穫量の減少（農業）

野生生物の減少や植生の変化（生態系）

台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水（自然災害）

熱中症や感染症の増加（健康）

紅葉期間の短縮による観光への影響（観光業）

降雪の減少や暖冬など（気候）

いずれの影響も現れていない

その他

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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問 4-7 以下の 1～3 の設問について、あなたのお考えに最も近い番号に 1 つ○をつけてくださ

い。 

1.6

2.0

3.5

1.1

3.5

8.3

2.5

7.7

10.2

25.5

42.7

45.0

65.4

39.7

28.5

3.9

4.4

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地球温暖化による影響が、

私たちの生活に迫りつつある

地球温暖化の原因は、便利で快適な生活

（電気・ガスの使用、自動車使用など）で

エネルギーを大量に消費していることである

私たちが、省エネや、太陽光発電・風力発電等の

再生可能エネルギー導入に取り組むことで、

地球温暖化を抑制することができる

全くそう思わない あまりそう思わない どちらでもない

ややそう思う とてもそう思う 無回答

ｎ＝635 

問 4-5 あなたは「地域循環共生圏」について知っていますか？あてはまる番号１つに〇をつけ

てください。 

※地域循環共生圏

地域の人材や地上資源をはじめとした「地域資源」を持続的に活用して環境・経済・社内を良

くしていく事業を生み出し続けることで地域課題を解決し続け、自立した地域をつくるととも

に、地域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成する「自立・分散型社会」

を示す考え方です。地域の主体性を基本として、パートナーシップのもとで、地域が抱える環

境・社会・経済課題を統合的に解決していくことから、「ローカル SDGs」とも言われています。 

問 4-6 あなたが日常生活を送る中で、地球温暖化に関して既に現れていると思う影響があります

か？あてはまる番号全てに○をつけてください。また、そのほかに、具体的な影響が出て

いると思うことがあれば、お書きください。 

3.0%

15.9%

77.0%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない（はじめて聞いた）

無回答

58.4%

47.6%

86.3%

76.5%

27.9%

65.8%

1.1%

5.5%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農水産物の品質低下や収穫量の減少（農業）

野生生物の減少や植生の変化（生態系）

台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水（自然災害）

熱中症や感染症の増加（健康）

紅葉期間の短縮による観光への影響（観光業）

降雪の減少や暖冬など（気候）

いずれの影響も現れていない

その他

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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問 5-2 再生可能エネルギー設備や省エネ設備の導入・活用状況についてお聞きします。 

(1) あなたは、ご自宅で再生可能エネルギーや省エネ設備を導入・活用していますか？あては

まる番号全てに○をつけてください。

17.2%

4.4%

0.6%

5.0%

2.2%

1.4%

0.0%

5.2%

0.9%

0.2%

1.7%

65.4%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80%

太陽光発電システム

太陽熱利用システム

地中熱利用システム

おひさまエコキュート

EV（電気自動車）

EV充電設備

FCV （水素燃料電気自動車）

蓄電池

HEMS（住宅エネルギー管理システム）

V ２H （Vehicle to Home ）

その他

いずれも利用していない

無回答

ｎ＝635 

５．ご家庭での地球温暖化対策に関する取組について 

問 5-1 電気の契約状況についてお聞きします。 

(1) 2016 年 4 月から電気の小売業への参入が全面自由化され、一般家庭でも様々な電力会社と

契約できるようになりました。あなたのご家庭では、電力の小売り自由化に伴い、電気の購

入先を変更または見直しましたか？あてはまる番号に○をつけてください。

(2) ご家庭で必要となるすべてのエネルギーを電気でまかなっている住宅を「オール電化」の

住宅といいます。あなたのご家庭は「オール電化」へ変更していますか？あてはまる番号

に○をつけてください。 

16.5%

7.6%

26.3%

29.9%

14.8%

4.9%

0% 20% 40%

変更した

変更していないが、今後見直す予定である

検討したが、見直しはしなかった

今後も見直す予定はない

わからない

無回答

20.9%

8.7%

1.6%

14.3%

42.8%

6.9%

4.7%

0% 20% 40% 60%

もともとオール電化の住宅である

オール電化へ変更した

今後変更する予定である

検討したが、変更はしなかった

今後も変更する予定はない

わからない

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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問 5-2 再生可能エネルギー設備や省エネ設備の導入・活用状況についてお聞きします。 

(1) あなたは、ご自宅で再生可能エネルギーや省エネ設備を導入・活用していますか？あては

まる番号全てに○をつけてください。

17.2%

4.4%

0.6%

5.0%

2.2%

1.4%

0.0%

5.2%

0.9%

0.2%

1.7%

65.4%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80%

太陽光発電システム

太陽熱利用システム

地中熱利用システム

おひさまエコキュート

EV（電気自動車）

EV充電設備

FCV （水素燃料電気自動車）

蓄電池

HEMS（住宅エネルギー管理システム）

V ２H （Vehicle to Home ）

その他

いずれも利用していない

無回答

ｎ＝635 

５．ご家庭での地球温暖化対策に関する取組について 

問 5-1 電気の契約状況についてお聞きします。 

(1) 2016 年 4 月から電気の小売業への参入が全面自由化され、一般家庭でも様々な電力会社と

契約できるようになりました。あなたのご家庭では、電力の小売り自由化に伴い、電気の購

入先を変更または見直しましたか？あてはまる番号に○をつけてください。

(2) ご家庭で必要となるすべてのエネルギーを電気でまかなっている住宅を「オール電化」の

住宅といいます。あなたのご家庭は「オール電化」へ変更していますか？あてはまる番号

に○をつけてください。 

16.5%

7.6%

26.3%

29.9%

14.8%

4.9%

0% 20% 40%

変更した

変更していないが、今後見直す予定である

検討したが、見直しはしなかった

今後も見直す予定はない

わからない

無回答

20.9%

8.7%

1.6%

14.3%

42.8%

6.9%

4.7%

0% 20% 40% 60%

もともとオール電化の住宅である

オール電化へ変更した

今後変更する予定である

検討したが、変更はしなかった

今後も変更する予定はない

わからない

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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６．伊勢崎市の施策について 

問 6-1 伊勢崎市をよりよい環境にするため、今後どのような施策を行う必要があると思います

か？回答欄のあてはまる番号に○をつけてください。 

26.6

19.7

21.4

20.2

22.2

21.3

20.3

19.5

34.6

40.9

20.0

22.0

27.1

23.9

25.7

16.7

14.5

20.5

26.3

21.4

14.8

36.5

9.6

14.3

15.1

19.8

27.2

25.0

19.7

25.4

23.8

30.1

28.0

26.0

24.4

24.6

25.5

29.8

27.6

26.3

22.8

21.9

25.7

27.2

29.0

20.3

25.2

24.3

24.9

28.0

31.7

32.9

30.2

42.0

32.6

33.2

30.2

33.4

21.1

15.3

35.4

30.4

22.2

29.9

29.4

41.1

43.6

29.0

23.0

25.4

38.7

18.7

42.8

40.0

36.7

4.7

5.2

4.3

4.6

3.9

3.9

5.4

5.0

3.1

3.5

5.2

5.2

3.6

4.9

3.5

5.0

5.4

4.7

4.7

6.1

9.3

4.1

8.7

5.5

6.8

10.1

7.7

10.7

6.5

8.7

10.6

6.9

6.8

8.0

9.0

7.9

10.2

10.2

7.1

8.3

6.9

7.6

12.8

11.8

10.6

9.8

9.0

7.9

8.8

6.9

7.1

7.2

8.3

7.1

7.2

7.2

7.1

7.2

7.1

6.9

6.9

6.6

7.1

6.6

6.8

7.4

7.1

7.4

6.9

7.6

7.1

6.5

6.8

6.5

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

工場などに起因する大気汚染、騒音、悪臭などの

防止対策

自動車による排出ガス、騒音・振動への対策

PM2.5 対策

近隣の住宅や店舗からの騒音、悪臭などの防止対策

公共下水道整備や合併処理浄化槽の設置による

生活排水対策

ダイオキシン類やアスベストなどの有害物質対策

ごみの減量化・資源化のための対策の推進

容器包装や家電などのリサイクルの推進

たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨ての防止

ごみの不法投棄防止対策

貴重な自然や野生生物など生態系の保全

農作物への野生生物などによる被害の防止

耕作放棄地の有効利用などによる農業の活性化

散歩路、公園、市民緑地など自然と触れあう場の整備

河川敷など水辺の保全・整備

景観（まちなみ景観や田園風景）の保全

歴史的な文化財の保全

フロンガスなどの適正処理によるオゾン層破壊の防止

省エネルギーの推進や、温室効果ガスによる

地球温暖化の防止

次世代エネルギーの家庭や事業者への普及推進

電気自動車の普及促進

公共交通機関の利便性の向上、利用促進

環境学習・環境教育の推進、環境問題の説明会の開催

地域の環境保全活動への支援

環境保全や省エネなどについての情報の提供

更に積極的に進めてほしい もう少し強く進めてほしい 現状で構わない

施策を進める必要なし わからない 無回答

ｎ＝635 

(2) 国、県または市から補助金等の支援があった場合に購入したい機器はありますか？あては

まる番号全てに○をつけてください。

(3) 前問で「11．１～10いずれも購入したくない」と回答された方は、その理由について、あ

てはまる番号全てに○をつけてください。

21.3%

7.1%

3.9%

8.3%

24.1%

12.4%

5.4%

27.6%

3.8%

2.2%

3.6%

32.0%

6.9%

0% 20% 40%

太陽光発電システム

太陽熱利用システム

地中熱利用システム

おひさまエコキュート

EV（電気自動車）

EV充電設備

FCV （水素燃料電気自動車）

蓄電池

HEMS（住宅エネルギー管理システム）

V ２H （Vehicle to Home ）

その他

いずれも購入したくない

無回答

51.7%

26.1%

3.9%

12.8%

9.4%

13.8%

17.7%

25.1%

16.7%

3.4%

0% 20% 40% 60%

初期費用を回収できるかどうかわからない

住宅の構造（耐震性、屋根の形状等）上設置が難しい

太陽光が十分に当たらない等の立地上の理由で

設備の有効活用が困難である

身近な場所にEVやFCV 等の充電設備（インフラ）がない

対応機器が多くないことや、メーカーが異なると

利用できない場合がある

共同住宅や賃貸住宅で設置が難しい

安心して相談できる業者がいない

設置を検討する機会がない

その他

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝２０３ 
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６．伊勢崎市の施策について 

問 6-1 伊勢崎市をよりよい環境にするため、今後どのような施策を行う必要があると思います

か？回答欄のあてはまる番号に○をつけてください。 

26.6

19.7

21.4

20.2

22.2

21.3

20.3

19.5

34.6

40.9

20.0

22.0

27.1

23.9

25.7

16.7

14.5

20.5

26.3

21.4

14.8

36.5

9.6

14.3

15.1

19.8

27.2

25.0

19.7

25.4

23.8

30.1

28.0

26.0

24.4

24.6

25.5

29.8

27.6

26.3

22.8

21.9

25.7

27.2

29.0

20.3

25.2

24.3

24.9

28.0

31.7

32.9

30.2

42.0

32.6

33.2

30.2

33.4

21.1

15.3

35.4

30.4

22.2

29.9

29.4

41.1

43.6

29.0

23.0

25.4

38.7

18.7

42.8

40.0

36.7

4.7

5.2

4.3

4.6

3.9

3.9

5.4

5.0

3.1

3.5

5.2

5.2

3.6

4.9

3.5

5.0

5.4

4.7

4.7

6.1

9.3

4.1

8.7

5.5

6.8

10.1

7.7

10.7

6.5

8.7

10.6

6.9

6.8

8.0

9.0

7.9

10.2

10.2

7.1

8.3

6.9

7.6

12.8

11.8

10.6

9.8

9.0

7.9

8.8

6.9

7.1

7.2

8.3

7.1

7.2

7.2

7.1

7.2

7.1

6.9

6.9

6.6

7.1

6.6

6.8

7.4

7.1

7.4

6.9

7.6

7.1

6.5

6.8

6.5

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

工場などに起因する大気汚染、騒音、悪臭などの

防止対策

自動車による排出ガス、騒音・振動への対策

PM2.5 対策

近隣の住宅や店舗からの騒音、悪臭などの防止対策

公共下水道整備や合併処理浄化槽の設置による

生活排水対策

ダイオキシン類やアスベストなどの有害物質対策

ごみの減量化・資源化のための対策の推進

容器包装や家電などのリサイクルの推進

たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨ての防止

ごみの不法投棄防止対策

貴重な自然や野生生物など生態系の保全

農作物への野生生物などによる被害の防止

耕作放棄地の有効利用などによる農業の活性化

散歩路、公園、市民緑地など自然と触れあう場の整備

河川敷など水辺の保全・整備

景観（まちなみ景観や田園風景）の保全

歴史的な文化財の保全

フロンガスなどの適正処理によるオゾン層破壊の防止

省エネルギーの推進や、温室効果ガスによる

地球温暖化の防止

次世代エネルギーの家庭や事業者への普及推進

電気自動車の普及促進

公共交通機関の利便性の向上、利用促進

環境学習・環境教育の推進、環境問題の説明会の開催

地域の環境保全活動への支援

環境保全や省エネなどについての情報の提供

更に積極的に進めてほしい もう少し強く進めてほしい 現状で構わない

施策を進める必要なし わからない 無回答

ｎ＝635 

(2) 国、県または市から補助金等の支援があった場合に購入したい機器はありますか？あては

まる番号全てに○をつけてください。

(3) 前問で「11．１～10いずれも購入したくない」と回答された方は、その理由について、あ

てはまる番号全てに○をつけてください。

21.3%

7.1%

3.9%

8.3%

24.1%

12.4%

5.4%

27.6%

3.8%

2.2%

3.6%

32.0%

6.9%

0% 20% 40%

太陽光発電システム

太陽熱利用システム

地中熱利用システム

おひさまエコキュート

EV（電気自動車）

EV充電設備

FCV （水素燃料電気自動車）

蓄電池

HEMS（住宅エネルギー管理システム）

V ２H （Vehicle to Home ）

その他

いずれも購入したくない

無回答

51.7%

26.1%

3.9%

12.8%

9.4%

13.8%

17.7%

25.1%

16.7%

3.4%

0% 20% 40% 60%

初期費用を回収できるかどうかわからない

住宅の構造（耐震性、屋根の形状等）上設置が難しい

太陽光が十分に当たらない等の立地上の理由で

設備の有効活用が困難である

身近な場所にEVやFCV 等の充電設備（インフラ）がない

対応機器が多くないことや、メーカーが異なると

利用できない場合がある

共同住宅や賃貸住宅で設置が難しい

安心して相談できる業者がいない

設置を検討する機会がない

その他

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝２０３ 
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(3) 地域内の太陽光や風力などの自然エネルギーによって発電された電力を使用する電気料

金プランに変更することについて

11.2%

53.2%

23.3%

4.9%

7.4%

0% 20% 40% 60%

ぜひ協力したい

やや協力したい

あまり協力したくない

全く協力しない

無回答

ｎ＝635 

問 6-2 市域における再生可能エネルギーの利用についてお聞きします。あなたのお考えに近い番

号に、それぞれ１つだけ○をつけてください。 

(1) 市内に市民共同発電所※を設置する取組に協力する（出資する）ことについて

※市民共同発電所

一般的に｢市民が共同で出資等をして作った発電所｣であり、太陽光や風力といった｢自然エネ

ルギーを利用する発電所｣を指しています。エネルギー問題への対応のため、市民共同による発

電所の開設は全国的に広がりつつあります。 

(2) 環境に配慮したエネルギーの普及と、地域内で発電された電力を地域内で消費することで、

地域の経済循環を高めることを目指したマイクログリッド※によって供給される電力を

購入することについて

※マイクログリッド

一定の地域に小規模な発電施設を作り、大規模発電所に頼らないエネルギーの「地産地消」を

行う仕組みのことです。エネルギー供給源には、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電など

が利用されます。 

8.3%

47.1%

28.5%

8.5%

7.6%

0% 20% 40% 60%

ぜひ協力したい

やや協力したい

あまり協力したくない

全く協力しない

無回答

9.9%

50.7%

26.1%

6.0%

7.2%

0% 20% 40% 60%

ぜひ協力したい

やや協力したい

あまり協力したくない

全く協力しない

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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(3) 地域内の太陽光や風力などの自然エネルギーによって発電された電力を使用する電気料

金プランに変更することについて

11.2%

53.2%

23.3%

4.9%

7.4%

0% 20% 40% 60%

ぜひ協力したい

やや協力したい

あまり協力したくない

全く協力しない

無回答

ｎ＝635 

問 6-2 市域における再生可能エネルギーの利用についてお聞きします。あなたのお考えに近い番

号に、それぞれ１つだけ○をつけてください。 

(1) 市内に市民共同発電所※を設置する取組に協力する（出資する）ことについて

※市民共同発電所

一般的に｢市民が共同で出資等をして作った発電所｣であり、太陽光や風力といった｢自然エネ

ルギーを利用する発電所｣を指しています。エネルギー問題への対応のため、市民共同による発

電所の開設は全国的に広がりつつあります。 

(2) 環境に配慮したエネルギーの普及と、地域内で発電された電力を地域内で消費することで、

地域の経済循環を高めることを目指したマイクログリッド※によって供給される電力を

購入することについて

※マイクログリッド

一定の地域に小規模な発電施設を作り、大規模発電所に頼らないエネルギーの「地産地消」を

行う仕組みのことです。エネルギー供給源には、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電など

が利用されます。 

8.3%

47.1%

28.5%

8.5%

7.6%

0% 20% 40% 60%

ぜひ協力したい

やや協力したい

あまり協力したくない

全く協力しない

無回答

9.9%

50.7%

26.1%

6.0%

7.2%

0% 20% 40% 60%

ぜひ協力したい

やや協力したい

あまり協力したくない

全く協力しない

無回答

ｎ＝635 

ｎ＝635 
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エ 環境マネジメントシステムの取得 オ 群馬県環境ＧＳの認定

カ CSR の取組 キ 所在地

7.6%

7.6%

3.6%

80.2%

1.0%

0% 50% 100%

ISO14001を取得

している

KESやエコアクショ

ン21などのEMS …

以前は取得していた

がやめた

取得していない

無回答

23.4%

7.6%

67.5%

1.5%

0% 40% 80%

群馬県環境GSの認

定を受けている

群馬県環境GSの認

定を受けていない

が、今後受けたい

今のところ群馬県環

境GSの認定を受け

る予定はない

無回答

11.7%

8.6%

35.5%

42.6%

1.5%

0% 20% 40% 60%

現在取り組んでいる

今後、取り組む計画

がある

興味はあるが、取り

組んでいない

今のところ取り組む

予定はない

無回答

北地区

8%
南地区

8%

殖蓮地区

14%

茂呂地区

10%

三郷地区

5%

宮郷地区

14%

名和地区

6%

豊受地区

6%

赤堀地区

12%

東地区

9%

境地区

7%

無回答

1%

ｎ＝197 ｎ＝197 

ｎ＝197 ｎ＝197 

（３） 調査結果 （事業所）

１．貴事業所の概要についてお伺いします。 

貴事業所の概要について、それぞれあてはまるものに１つ○をつけてください。 

ア 貴事業者の業種

イ 貴事業者の資本金 ウ 貴事業者の従業者数

26.4%

2.0%

0.0%

1.5%

0.5%

8.6%

3.0%

2.0%

4.6%

9.6%

10.2%

1.0%

2.0%

0.5%

4.1%

10.2%

0.0%

0.5%

1.0%

12.2%

0.0%

0% 20% 40%

建設業

食料品･ 飲料製造業

木材･ 木製品･ 家具製造業

衣服･ その他の繊維製造業

出版･ 印刷物等製造業

金属製品製造業

電気機械器具等製造業

一般機械器具製造業

その他の製造業

サービス業

卸売業、小売業

飲食業、宿泊業

電気･ ガス･ 熱供給･ 水道業

金融･ 保険業

運輸業･ 郵便業

医療･ 福祉関連

農業･ 林業

情報通信業

教育･ 学習関連

その他

無回答

11.2%

71.1%

13.2%

3.0%

0.0%

0.5%

1.0%

0% 40% 80%

１千万円未満

１千万円～５千万…

５千万円～１億円…

１億円～５億円未満

５億円～１０億円未満

１０億円以上

無回答

16.2%

10.2%

19.8%

22.8%

20.3%

9.6%

1.0%

0% 20% 40%

４人以下

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

５０～９９人

１００人以上

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 ｎ＝197 
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エ 環境マネジメントシステムの取得 オ 群馬県環境ＧＳの認定

カ CSR の取組 キ 所在地

7.6%

7.6%

3.6%

80.2%

1.0%

0% 50% 100%

ISO14001を取得

している

KESやエコアクショ

ン21などのEMS …

以前は取得していた

がやめた

取得していない

無回答

23.4%

7.6%

67.5%

1.5%

0% 40% 80%

群馬県環境GSの認

定を受けている

群馬県環境GSの認

定を受けていない

が、今後受けたい

今のところ群馬県環

境GSの認定を受け

る予定はない

無回答

11.7%

8.6%

35.5%

42.6%

1.5%

0% 20% 40% 60%

現在取り組んでいる

今後、取り組む計画

がある

興味はあるが、取り

組んでいない

今のところ取り組む

予定はない

無回答

北地区

8%
南地区

8%

殖蓮地区

14%

茂呂地区

10%

三郷地区

5%

宮郷地区

14%

名和地区

6%

豊受地区

6%

赤堀地区

12%

東地区

9%

境地区

7%

無回答

1%

ｎ＝197 ｎ＝197 

ｎ＝197 ｎ＝197 

（３） 調査結果 （事業所）

１．貴事業所の概要についてお伺いします。 

貴事業所の概要について、それぞれあてはまるものに１つ○をつけてください。 

ア 貴事業者の業種

イ 貴事業者の資本金 ウ 貴事業者の従業者数

26.4%

2.0%

0.0%

1.5%

0.5%

8.6%

3.0%

2.0%

4.6%

9.6%

10.2%

1.0%

2.0%

0.5%

4.1%

10.2%

0.0%

0.5%

1.0%

12.2%

0.0%

0% 20% 40%

建設業

食料品･ 飲料製造業

木材･ 木製品･ 家具製造業

衣服･ その他の繊維製造業

出版･ 印刷物等製造業

金属製品製造業

電気機械器具等製造業

一般機械器具製造業

その他の製造業

サービス業

卸売業、小売業

飲食業、宿泊業

電気･ ガス･ 熱供給･ 水道業

金融･ 保険業

運輸業･ 郵便業

医療･ 福祉関連

農業･ 林業

情報通信業

教育･ 学習関連

その他

無回答

11.2%

71.1%

13.2%

3.0%

0.0%

0.5%

1.0%

0% 40% 80%

１千万円未満

１千万円～５千万…

５千万円～１億円…

１億円～５億円未満

５億円～１０億円未満

１０億円以上

無回答

16.2%

10.2%

19.8%

22.8%

20.3%

9.6%

1.0%

0% 20% 40%

４人以下

５～９人

１０～１９人

２０～４９人

５０～９９人

１００人以上

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 ｎ＝197 
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問 2-2 貴事業所における、廃棄物の減量・リサイクルの取組状況についてお伺いします。回答

欄のあてはまる番号に○をつけてください。 

7.1

11.7

5.1

85.8

27.4

56.3

57.4

80.7

61.9

60.4

88.8

81.2

62.4

6.1

55.3

83.2

65.5

2.0

18.3

61.4

27.9

23.4

6.1

1.0

11.7

5.1

5.6

8.1

17.3

12.2

2.03.0

11.7

9.6

14.2

5.6

14.2

6.1

14.7

6.6

44.7

22.8

42.1

3.0

28.9

16.8

17.8

5.1

13.2

21.3

2.5

8.1

15.7

71.1

22.3

4.1

13.2

78.2

50.3

17.3

15.2

36.5

41.6

5.1

26.4

16.2

15.2

1.5

2.5

1.0

2.5

3.0

5.6

7.6

3.0

3.0

2.5

8.6

12.2

10.7

5.1

5.6

5.1

5.1

5.6

5.6

4.1

4.6

5.1

5.1

4.1

4.6

4.6

5.6

5.1

4.1

4.6

5.1

4.6

4.1

0% 50% 100%

ゼロ・エミッションに取り組み、廃棄ゼロを目指している

製造過程など活動を見直している

生ごみを堆肥化するなど資源化している

金属かん、ガラスびん、ペットボトルはきちんと分別してい

る

事業活動から発生した廃棄物を再利用している

発生した廃棄物は自社で適切に処理している

段ボールや発泡スチロール容器などは、回収して再使用・

再利用している

コピー用紙など紙の使用量の削減に努めている

コピー用紙や印刷物に再生紙を使用している

パソコンやコピー機等のOA機器はこまめに電源を落とす

使用しない部屋などの電灯はこまめに消灯している

昼休みには必要のない電灯を消灯している

水使用量の削減に努めている

自家用車での通勤を控える

車を運転する時にエコドライブを実施している

冷暖房の温度の調節をする

冷暖房の使用時間の削減に努めている

ノーマイカーデーを設定している

ノー残業デーを設定している

クールビズ（夏季）・ウォームビズ（秋・冬季）を実施している

実施済み 検討中 取り組んでいない 業務上必要なし 無回答

ｎ＝197 

２．環境保全への取組について 

問 2-1 貴事業所における、環境保全の取組への考え方についてお伺いします。あてはまる番号

全てに○をつけてください。 

56.9%

35.0%

47.2%

18.8%

13.2%

4.6%

5.6%

0.0%

6.6%

0% 20% 40% 60%

省エネ等、事業活動にメリットのある範囲で取り組む

事業者の責務として、事業活動に当然含まれるべきものである

社会貢献の一つであり、積極的に取り組むべきものである

経済的な事情等により、取り組みたくても取り組めない状況にある

社会的な要請が高まっており、取り組まざるを得ない

事業者は法律や条例の規制基準を守っていれば十分

事業者は事業活動を重視すべきである

その他

無回答

ｎ＝197 
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問 2-2 貴事業所における、廃棄物の減量・リサイクルの取組状況についてお伺いします。回答

欄のあてはまる番号に○をつけてください。 

7.1

11.7

5.1

85.8

27.4

56.3

57.4

80.7

61.9

60.4

88.8

81.2

62.4

6.1

55.3

83.2

65.5

2.0

18.3

61.4

27.9

23.4

6.1

1.0

11.7

5.1

5.6

8.1

17.3

12.2

2.03.0

11.7

9.6

14.2

5.6

14.2

6.1

14.7

6.6

44.7

22.8

42.1

3.0

28.9

16.8

17.8

5.1

13.2

21.3

2.5

8.1

15.7

71.1

22.3

4.1

13.2

78.2

50.3

17.3

15.2

36.5

41.6

5.1

26.4

16.2

15.2

1.5

2.5

1.0

2.5

3.0

5.6

7.6

3.0

3.0

2.5

8.6

12.2

10.7

5.1

5.6

5.1

5.1

5.6

5.6

4.1

4.6

5.1

5.1

4.1

4.6

4.6

5.6

5.1

4.1

4.6

5.1

4.6

4.1

0% 50% 100%

ゼロ・エミッションに取り組み、廃棄ゼロを目指している

製造過程など活動を見直している

生ごみを堆肥化するなど資源化している

金属かん、ガラスびん、ペットボトルはきちんと分別してい

る

事業活動から発生した廃棄物を再利用している

発生した廃棄物は自社で適切に処理している

段ボールや発泡スチロール容器などは、回収して再使用・

再利用している

コピー用紙など紙の使用量の削減に努めている

コピー用紙や印刷物に再生紙を使用している

パソコンやコピー機等のOA機器はこまめに電源を落とす

使用しない部屋などの電灯はこまめに消灯している

昼休みには必要のない電灯を消灯している

水使用量の削減に努めている

自家用車での通勤を控える

車を運転する時にエコドライブを実施している

冷暖房の温度の調節をする

冷暖房の使用時間の削減に努めている

ノーマイカーデーを設定している

ノー残業デーを設定している

クールビズ（夏季）・ウォームビズ（秋・冬季）を実施している

実施済み 検討中 取り組んでいない 業務上必要なし 無回答

ｎ＝197 

２．環境保全への取組について 

問 2-1 貴事業所における、環境保全の取組への考え方についてお伺いします。あてはまる番号

全てに○をつけてください。 

56.9%

35.0%

47.2%

18.8%

13.2%

4.6%

5.6%

0.0%

6.6%

0% 20% 40% 60%

省エネ等、事業活動にメリットのある範囲で取り組む

事業者の責務として、事業活動に当然含まれるべきものである

社会貢献の一つであり、積極的に取り組むべきものである

経済的な事情等により、取り組みたくても取り組めない状況にある

社会的な要請が高まっており、取り組まざるを得ない

事業者は法律や条例の規制基準を守っていれば十分

事業者は事業活動を重視すべきである

その他

無回答

ｎ＝197 
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問 2-4 貴事業所における、環境に関する取組状況についてお伺いします。回答欄のあてはまる

番号に○をつけてください。 

13.2

22.8

23.9

23.9

51.8

61.4

37.1

47.2

9.1

15.7

18.3

13.7

21.8

19.3

11.7

10.2

13.7

14.7

11.2

14.7

58.4

53.3

44.2

46.7

31.0

24.4

36.5

21.8

61.9

58.9

6.6

7.1

7.1

6.1

2.5

1.0

9.6

13.2

14.7

7.6

3.6

3.0

3.0

4.1

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境保全のための指針やガイドラインを策定

環境関連の組織、担当者を設置

社員に対する環境保全の指導や環境教育を実施

環境問題に関する情報収集、ならびに社内への情

報提供

事業所内の緑化、周辺の花壇の手入れ等への協力

事業所周辺の清掃・ごみ拾い等への協力

建物などの周辺景観との調和（屋外の看板を含む）

事業所周辺への排ガス・悪臭・騒音・振動等の配慮

消費者や利用者に対し、環境に係る情報を提供（レ

ポートの作成、HPでの情報公開）

環境に関する民間活動への資金協力や従業員参加

などを実施

実施済み 検討中 取り組んでいない 業務上必要なし 無回答

ｎ＝197 

問 2-3 貴事業所における、省エネ設備等の導入状況についてお伺いします。回答欄のあてはま

る番号に○をつけてください。 

25.9

1.5

3.6

0.5

1.0

5.6

0.5

26.9

1.0

40.6

82.2

72.6

31.5

7.6

4.1

7.1

6.6

2.5

4.6

2.0

12.2

4.6

9.1

7.1

3.6

24.4

56.3

75.1

69.0

72.1

61.4

67.0

70.1

49.2

76.6

40.1

6.1

17.3

37.1

6.6

15.7

16.8

16.8

30.5

19.8

22.3

7.6

14.2

6.1

2.0

4.1

4.1

3.6

3.6

3.6

4.1

4.6

3.0

5.1

4.1

3.6

4.1

2.5

2.5

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太陽光発電設備の導入

太陽熱温水器の導入

CO2 冷媒ヒートポンプ式給湯器、潜熱回収型給湯器の

導入

コージェネレーション設備の導入

ボイラーの廃熱の利用

深夜電力を使用するための蓄熱式（給湯）機器の導入

バイオマスを利用する設備の導入

建物の断熱化（天井や壁への断熱材の使用、二重ガラス

の採用等）

雨水利用設備の導入

自然採光（昼間の日射を室内へ導入）

LED照明等の導入

自然通風（晴天時に窓を開放）

低公害車の導入（次世代自動車、低燃費かつ低排出ガス

認定車）

実施済み 検討中 取り組んでいない 業務上必要なし 無回答

ｎ＝197 
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問 2-4 貴事業所における、環境に関する取組状況についてお伺いします。回答欄のあてはまる

番号に○をつけてください。 

13.2

22.8

23.9

23.9

51.8

61.4

37.1

47.2

9.1

15.7

18.3

13.7

21.8

19.3

11.7

10.2

13.7

14.7

11.2

14.7

58.4

53.3

44.2

46.7

31.0

24.4

36.5

21.8

61.9

58.9

6.6

7.1

7.1

6.1

2.5

1.0

9.6

13.2

14.7

7.6

3.6

3.0

3.0

4.1

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

環境保全のための指針やガイドラインを策定

環境関連の組織、担当者を設置

社員に対する環境保全の指導や環境教育を実施

環境問題に関する情報収集、ならびに社内への情

報提供

事業所内の緑化、周辺の花壇の手入れ等への協力

事業所周辺の清掃・ごみ拾い等への協力

建物などの周辺景観との調和（屋外の看板を含む）

事業所周辺への排ガス・悪臭・騒音・振動等の配慮

消費者や利用者に対し、環境に係る情報を提供（レ

ポートの作成、HPでの情報公開）

環境に関する民間活動への資金協力や従業員参加

などを実施

実施済み 検討中 取り組んでいない 業務上必要なし 無回答

ｎ＝197 

問 2-3 貴事業所における、省エネ設備等の導入状況についてお伺いします。回答欄のあてはま

る番号に○をつけてください。 

25.9

1.5

3.6

0.5

1.0

5.6

0.5

26.9

1.0

40.6

82.2

72.6

31.5

7.6

4.1

7.1

6.6

2.5

4.6

2.0

12.2

4.6

9.1

7.1

3.6

24.4

56.3

75.1

69.0

72.1

61.4

67.0

70.1

49.2

76.6

40.1

6.1

17.3

37.1

6.6

15.7

16.8

16.8

30.5

19.8

22.3

7.6

14.2

6.1

2.0

4.1

4.1

3.6

3.6

3.6

4.1

4.6

3.0

5.1

4.1

3.6

4.1

2.5

2.5

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

太陽光発電設備の導入

太陽熱温水器の導入

CO2 冷媒ヒートポンプ式給湯器、潜熱回収型給湯器の

導入

コージェネレーション設備の導入

ボイラーの廃熱の利用

深夜電力を使用するための蓄熱式（給湯）機器の導入

バイオマスを利用する設備の導入

建物の断熱化（天井や壁への断熱材の使用、二重ガラス

の採用等）

雨水利用設備の導入

自然採光（昼間の日射を室内へ導入）

LED照明等の導入

自然通風（晴天時に窓を開放）

低公害車の導入（次世代自動車、低燃費かつ低排出ガス

認定車）

実施済み 検討中 取り組んでいない 業務上必要なし 無回答

ｎ＝197 
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問 3-3 問 3-2で、「１．把握している」を選択された方に伺います。貴事業所は、どのような「き

っかけ（理由）」で温室効果ガス排出量を把握することとしましたか？あてはまる番号

全てに○をつけてください。 

問 3-4 問 3-2で、「１．把握している」を選択された方に伺います。貴事業所の温室効果ガス排

出量についてお伺いします。過去５年間でどの程度削減しましたか？あてはまる番号に

１つだけ○をつけてください。 

48.3%

48.3%

27.6%

37.9%

10.3%

6.9%

17.2%

44.8%

20.7%

0.0%

0% 20% 40% 60%

企業の社会的責任（CSR ）

コスト削減

SDGsの推進

政府方針や環境規制への対応

企業のブランド力・イメージの向上

ビジネスチャンスの拡大

取引先からの要請

従業員の意識向上

その他

無回答

6.9%

10.3%

41.4%

10.3%

17.2%

13.8%

0.0%

0% 20% 40% 60%

５０％以上削減した

２０％以上５０％未満削減した

１０％以上２０％未満削減した

増加した

わからない

その他

無回答

ｎ＝29 

ｎ＝29 

３．エネルギー消費量や温室効果ガス排出量について 

問 3-1 貴事業所は、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量に関する目標を設定されています

か？あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

問 3-2 貴事業所は、温室効果ガス排出量を把握していますか？あてはまる番号に１つだけ○を

つけてください。 

18.8%

2.0%

4.6%

0.5%

71.1%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80%

エネルギー消費量の削減目標を設定している

温室効果ガス排出量の削減目標を設定している

エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の削減

目標を設定している

その他

目標は設定していない

無回答

14.7%

81.7%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80%

把握している

把握していない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

 エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の

削減目標を設定している 
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問 3-3 問 3-2で、「１．把握している」を選択された方に伺います。貴事業所は、どのような「き

っかけ（理由）」で温室効果ガス排出量を把握することとしましたか？あてはまる番号

全てに○をつけてください。 

問 3-4 問 3-2で、「１．把握している」を選択された方に伺います。貴事業所の温室効果ガス排

出量についてお伺いします。過去５年間でどの程度削減しましたか？あてはまる番号に

１つだけ○をつけてください。 

48.3%

48.3%

27.6%

37.9%

10.3%

6.9%

17.2%

44.8%

20.7%

0.0%

0% 20% 40% 60%

企業の社会的責任（CSR ）

コスト削減

SDGsの推進

政府方針や環境規制への対応

企業のブランド力・イメージの向上

ビジネスチャンスの拡大

取引先からの要請

従業員の意識向上

その他

無回答

6.9%

10.3%

41.4%

10.3%

17.2%

13.8%

0.0%

0% 20% 40% 60%

５０％以上削減した

２０％以上５０％未満削減した

１０％以上２０％未満削減した

増加した

わからない

その他

無回答

ｎ＝29 

ｎ＝29 

３．エネルギー消費量や温室効果ガス排出量について 

問 3-1 貴事業所は、エネルギー消費量や温室効果ガス排出量に関する目標を設定されています

か？あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

問 3-2 貴事業所は、温室効果ガス排出量を把握していますか？あてはまる番号に１つだけ○を

つけてください。 

18.8%

2.0%

4.6%

0.5%

71.1%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80%

エネルギー消費量の削減目標を設定している

温室効果ガス排出量の削減目標を設定している

エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の削減

目標を設定している

その他

目標は設定していない

無回答

14.7%

81.7%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80%

把握している

把握していない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

 エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の

削減目標を設定している 
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４．地球温暖化や環境等に関する制度の活用について 

問 4-1 貴事業所は、これまでに「省エネ診断」を受けたことがありますか？あてはまる番号に

１つだけ○をつけてください。 

※省エネ診断

中小企業等の工場、事務所等のエネルギーの使用状況や設備の運転状況を調査して、 

その調査結果に基づき、効果的な省エネの推進をサポートする制度 

【貴事業所について】 

【診断受講について】 

前問で「２．省エネ診断を知っているが、受けたことがない」、「３．初めて知った」を選択さ

れた方のみ回答 

7.6%

34.0%

56.9%

1.5%

0% 20% 40% 60%

省エネ診断を知っており、受けたことがある

省エネ診断を知っているが、受けたことがない

初めて知った

無回答

8.9%

11.7%

50.8%

25.1%

1.7%

1.7%

0% 20% 40% 60%

省エネ診断を受けてみたい

省エネ診断を受けても対策費用が用意できない

わからない

受けてみたいと思わない

その他

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝179 

問 3-5 貴事業所は、国として定めている 2030 年度の温室効果ガス排出量削減目標（2013 年度

比でマイナス 46％）を達成できる見込みですか？あてはまる番号に１つだけ○をつけて

ください。 

問 3-6 貴事業所の活動の中で、地球温暖化に関して既に現れていると思う影響がありますか？

あてはまる番号全てに○をつけてください。また、その他に、具体的な影響が出ている

と思うことがあれば、ご記入ください。 

0.5%

3.6%

12.2%

61.9%

1.0%

20.8%

0% 20% 40% 60% 80%

すでに達成している

期限までに達成できる見込みである

達成は困難である

わからない

その他

無回答

17.8%

14.2%

60.9%

57.4%

9.6%

26.4%

15.2%

1.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

農水産物の品質低下や収穫量の減少（農業）

野生生物の減少や植生の変化（生態系）

台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水（自然災害）

熱中症や感染症の増加（健康）

紅葉期間の短縮による観光への影響（観光業）

降雪の減少や暖冬など（気候）

いずれの影響も現れていない

その他

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 
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４．地球温暖化や環境等に関する制度の活用について 

問 4-1 貴事業所は、これまでに「省エネ診断」を受けたことがありますか？あてはまる番号に

１つだけ○をつけてください。 

※省エネ診断

中小企業等の工場、事務所等のエネルギーの使用状況や設備の運転状況を調査して、 

その調査結果に基づき、効果的な省エネの推進をサポートする制度 

【貴事業所について】 

【診断受講について】 

前問で「２．省エネ診断を知っているが、受けたことがない」、「３．初めて知った」を選択さ

れた方のみ回答 

7.6%

34.0%

56.9%

1.5%

0% 20% 40% 60%

省エネ診断を知っており、受けたことがある

省エネ診断を知っているが、受けたことがない

初めて知った

無回答

8.9%

11.7%

50.8%

25.1%

1.7%

1.7%

0% 20% 40% 60%

省エネ診断を受けてみたい

省エネ診断を受けても対策費用が用意できない

わからない

受けてみたいと思わない

その他

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝179 

問 3-5 貴事業所は、国として定めている 2030 年度の温室効果ガス排出量削減目標（2013 年度

比でマイナス 46％）を達成できる見込みですか？あてはまる番号に１つだけ○をつけて

ください。 

問 3-6 貴事業所の活動の中で、地球温暖化に関して既に現れていると思う影響がありますか？

あてはまる番号全てに○をつけてください。また、その他に、具体的な影響が出ている

と思うことがあれば、ご記入ください。 

0.5%

3.6%

12.2%

61.9%

1.0%

20.8%

0% 20% 40% 60% 80%

すでに達成している

期限までに達成できる見込みである

達成は困難である

わからない

その他

無回答

17.8%

14.2%

60.9%

57.4%

9.6%

26.4%

15.2%

1.0%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

農水産物の品質低下や収穫量の減少（農業）

野生生物の減少や植生の変化（生態系）

台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水（自然災害）

熱中症や感染症の増加（健康）

紅葉期間の短縮による観光への影響（観光業）

降雪の減少や暖冬など（気候）

いずれの影響も現れていない

その他

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 
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問 4-3 貴事業所では、地球温暖化や環境等に関する以下の制度や取組についてご存じですか。

それぞれあてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

(1) J－クレジット制度※

※省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2 等の温室効果ガスの排出削減量

や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度 

【制度について】 

【参加について】 

3.6%

13.7%

58.9%

23.9%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない

無回答

1.5%

1.0%

0.5%

3.0%

4.1%

19.3%

57.9%

12.7%

0% 20% 40% 60%

既にクレジット創出者として参加している

今後、クレジット創出者として参加したい

既にクレジット購入者として参加している

今後、クレジット購入者として参加したい

今後、参加したいが難しい

参加したいと思わない

わからない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

問 4-2 貴事業所の省エネ性能を示す認定等がわかれば該当する番号全てに○をつけてください。 

2.5%

0.0%

0.5%

2.5%

82.7%

3.0%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建築物エネルギー消費性能基準認定

CASBEE評価認証

ZEB 認証

LEED認証

わからない

その他

無回答

ｎ＝197 
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問 4-3 貴事業所では、地球温暖化や環境等に関する以下の制度や取組についてご存じですか。

それぞれあてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

(1) J－クレジット制度※

※省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2 等の温室効果ガスの排出削減量

や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度 

【制度について】 

【参加について】 

3.6%

13.7%

58.9%

23.9%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない

無回答

1.5%

1.0%

0.5%

3.0%

4.1%

19.3%

57.9%

12.7%

0% 20% 40% 60%

既にクレジット創出者として参加している

今後、クレジット創出者として参加したい

既にクレジット購入者として参加している

今後、クレジット購入者として参加したい

今後、参加したいが難しい

参加したいと思わない

わからない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

問 4-2 貴事業所の省エネ性能を示す認定等がわかれば該当する番号全てに○をつけてください。 

2.5%

0.0%

0.5%

2.5%

82.7%

3.0%

9.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建築物エネルギー消費性能基準認定

CASBEE評価認証

ZEB 認証

LEED認証

わからない

その他

無回答

ｎ＝197 
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(3) SBT※

※企業が自らの企業活動でカーボンニュートラルを目指す国際的な取組

【取組について】 

【参加について】 

6.6%

17.8%

60.4%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない

無回答

0.5%

4.6%

6.6%

16.8%

59.4%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80%

既に参加している

今後、参加したい

今後、参加したいが難しい

参加したいと思わない

わからない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

(2) RE100※

※企業が自らの企業活動で使用する電力を 100％再生可能エネルギー由来の電力で賄うことを

目指す国際的な取組

【取組について】 

【参加について】 

2.0%

15.2%

63.5%

19.3%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない

無回答

1.0%

7.6%

4.6%

17.8%

55.8%

13.2%

0% 20% 40% 60%

既に参加している

今後、参加したい

今後、参加したいが難しい

参加したいと思わない

わからない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 
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(3) SBT※

※企業が自らの企業活動でカーボンニュートラルを目指す国際的な取組

【取組について】 

【参加について】 

6.6%

17.8%

60.4%

15.2%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない

無回答

0.5%

4.6%

6.6%

16.8%

59.4%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80%

既に参加している

今後、参加したい

今後、参加したいが難しい

参加したいと思わない

わからない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

(2) RE100※

※企業が自らの企業活動で使用する電力を 100％再生可能エネルギー由来の電力で賄うことを

目指す国際的な取組

【取組について】 

【参加について】 

2.0%

15.2%

63.5%

19.3%

0% 20% 40% 60% 80%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない

無回答

1.0%

7.6%

4.6%

17.8%

55.8%

13.2%

0% 20% 40% 60%

既に参加している

今後、参加したい

今後、参加したいが難しい

参加したいと思わない

わからない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 
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問 4-5 貴事業所では、今後、省エネに役立つ製品やサービスの開発・提供の予定がありますか？

あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

問 4-6 近年、猛暑や極端な集中豪雨など気候変動の影響が企業活動にも及びはじめている一方、

新たな製品やサービスを創出する機会と捉える動きもあります。貴事業所にとって、気

候変動は好機、あるいは脅威でしょうか？あてはまる番号に１つだけ○をつけてくださ

い。 

14.2%

10.2%

25.9%

43.7%

3.0%

3.0%

0% 20% 40% 60%

取り組みたい

協力して取り組むパートナーがいれば取り組みたい

取り組みたいがどのようにしたらよいのかわからない

取り組む意向はない

その他

無回答

5.6%

51.3%

41.1%

2.0%

0% 20% 40% 60%

好機である

脅威である

どちらともいえない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

問 4-4 SDGs※や関連した取組の実施状況についてお尋ねします。それぞれあてはまる番号に１

つだけ○をつけてください。 

※2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169の

ターゲットから構成されています。

【SDGsについて】 

【実施について】 

51.8%

28.9%

10.2%

9.1%

0% 20% 40% 60%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない

無回答

26.4%

28.4%

38.6%

6.6%

0% 20% 40% 60%

既に実施している

現在は実施していないが、今後実施する予定

である

実施する予定はない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

現在は実施していないが、 

今後実施する予定である 
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問 4-5 貴事業所では、今後、省エネに役立つ製品やサービスの開発・提供の予定がありますか？

あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

問 4-6 近年、猛暑や極端な集中豪雨など気候変動の影響が企業活動にも及びはじめている一方、

新たな製品やサービスを創出する機会と捉える動きもあります。貴事業所にとって、気

候変動は好機、あるいは脅威でしょうか？あてはまる番号に１つだけ○をつけてくださ

い。 

14.2%

10.2%

25.9%

43.7%

3.0%

3.0%

0% 20% 40% 60%

取り組みたい

協力して取り組むパートナーがいれば取り組みたい

取り組みたいがどのようにしたらよいのかわからない

取り組む意向はない

その他

無回答

5.6%

51.3%

41.1%

2.0%

0% 20% 40% 60%

好機である

脅威である

どちらともいえない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

問 4-4 SDGs※や関連した取組の実施状況についてお尋ねします。それぞれあてはまる番号に１

つだけ○をつけてください。 

※2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169の

ターゲットから構成されています。

【SDGs について】 

【実施について】 

51.8%

28.9%

10.2%

9.1%

0% 20% 40% 60%

名前も内容も知っている

名前は知っている

知らない

無回答

26.4%

28.4%

38.6%

6.6%

0% 20% 40% 60%

既に実施している

現在は実施していないが、今後実施する予定

である

実施する予定はない

無回答

ｎ＝197 

ｎ＝197 

現在は実施していないが、 

今後実施する予定である 
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問 5-2 貴事業所において、環境に配慮した取組を進めるために、今後、市にどのような支援を

期待しますか？あてはまる番号全てに○をつけてください。 

56.3%

64.5%

24.4%

17.3%

12.7%

8.1%

7.6%

1.5%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80%

取り組みの方法や事例に関する情報発信の充実

助成等資金面の支援

環境に配慮した取り組みの意義や必要性に関する普

及啓発の充実

セミナーや専門的人材の紹介や派遣、ノウハウの提供

取り組みを推進している事業者に対する認定・表彰

制度の充実

専門的知見を有する研究機関、ＮＧＯ・ＮＰＯ等の組織

との情報交換・交流機会の創出

特に期待することはない

その他

無回答

ｎ＝197 

取組の方法や事例に関する情報発信の充実 

 

 

環境に配慮した取組の意義や必要性に関する 

普及啓発の充実 

 

 

取組を推進している事業者に対する 

認定・表彰制度の充実 

 

専門的知見を有する研究機関、NGO・NPO 等の組

織との情報交換・交流機会の創出 

５．これからの伊勢崎市の施策について 

問 5-1 伊勢崎市において、今後よりよい環境を創出するため、どのような施策を行うことが重

要だと思いますか？回答欄のあてはまる番号に○をつけてください。 

62.4

51.8

48.7

61.9

66.0

60.4

55.8

59.4

74.6

73.6

53.8

48.2

49.2

43.1

51.3

36.0

38.6

60.4

63.5

45.2

32.5

48.2

30.5

39.6

34.5

25.4

34.5

37.6

27.9

21.8

27.4

29.9

28.4

18.8

17.3

34.0

39.6

35.0

39.1

35.5

39.6

39.1

25.9

25.4

40.1

37.6

33.0

47.2

43.7

48.2

4.6

6.1

6.1

3.6

5.1

4.6

6.6

5.6

1.0

3.0

5.1

6.1

10.2

10.7

7.1

17.8

15.2

6.6

4.6

8.1
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10.7
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9.6
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2.0

2.0

1.0
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1.0
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0.5

0.5

1.5

1.0

0.5

1.0

0.5
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1.0

1.0
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2.0

5.1

5.6

5.6

5.6

5.6

6.6

6.1

5.1

5.1

5.6

5.6

5.1

5.1

6.1

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.1

5.6

6.1

5.6

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

工場などに起因する大気汚染などの防止対策

自動車による排出ガス、騒音・振動への対策

近隣の住宅や店舗からの騒音、悪臭などの防止対策

公共下水道整備や合併処理浄化槽の設置による生活排

水対策

ダイオキシン類やアスベストなどの有害物質対策

廃棄物の減量化・資源化のための対策の推進

容器包装や家電などのリサイクルの推進

たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨ての防止

廃棄物の不法投棄防止対策

産業廃棄物の適正処理の推進

貴重な自然や野生生物など生態系の保全

農作物への野生生物などによる被害の防止

耕作放棄地の有効利用などによる農業の活性化

散歩路、公園、市民緑地など自然と触れあう場の整備

河川敷など水辺の保全・整備

景観（まちなみ景観や田園風景）の保全

歴史的な文化財の保全

フロンガスなどの適正処理によるオゾン層破壊の防止

省エネルギーの推進や、温室効果ガスによる地球温暖化

の防止

新エネルギーの家庭や事業者への普及の推進

電気自動車、次世代自動車の普及促進

公共交通機関の利便性の向上、利用促進

環境学習・環境教育の推進、環境問題の学習会、説明会の

開催

地域の環境保全活動への支援

環境保全や省エネなどについての情報の提供

重要である やや重要である あまり重要ではない 重要ではない 無回答

ｎ＝197 
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問 5-2 貴事業所において、環境に配慮した取組を進めるために、今後、市にどのような支援を

期待しますか？あてはまる番号全てに○をつけてください。 

56.3%

64.5%

24.4%

17.3%

12.7%

8.1%

7.6%

1.5%

7.1%

0% 20% 40% 60% 80%

取り組みの方法や事例に関する情報発信の充実

助成等資金面の支援

環境に配慮した取り組みの意義や必要性に関する普

及啓発の充実

セミナーや専門的人材の紹介や派遣、ノウハウの提供

取り組みを推進している事業者に対する認定・表彰

制度の充実

専門的知見を有する研究機関、ＮＧＯ・ＮＰＯ等の組織

との情報交換・交流機会の創出

特に期待することはない

その他

無回答

ｎ＝197 

取組の方法や事例に関する情報発信の充実 

 

 

環境に配慮した取組の意義や必要性に関する 

普及啓発の充実 

 

 

取組を推進している事業者に対する 

認定・表彰制度の充実 

 

専門的知見を有する研究機関、NGO・NPO 等の組

織との情報交換・交流機会の創出 

５．これからの伊勢崎市の施策について 

問 5-1 伊勢崎市において、今後よりよい環境を創出するため、どのような施策を行うことが重

要だと思いますか？回答欄のあてはまる番号に○をつけてください。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

工場などに起因する大気汚染などの防止対策

自動車による排出ガス、騒音・振動への対策

近隣の住宅や店舗からの騒音、悪臭などの防止対策

公共下水道整備や合併処理浄化槽の設置による生活排

水対策

ダイオキシン類やアスベストなどの有害物質対策

廃棄物の減量化・資源化のための対策の推進

容器包装や家電などのリサイクルの推進

たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨ての防止

廃棄物の不法投棄防止対策

産業廃棄物の適正処理の推進

貴重な自然や野生生物など生態系の保全

農作物への野生生物などによる被害の防止

耕作放棄地の有効利用などによる農業の活性化

散歩路、公園、市民緑地など自然と触れあう場の整備

河川敷など水辺の保全・整備

景観（まちなみ景観や田園風景）の保全

歴史的な文化財の保全

フロンガスなどの適正処理によるオゾン層破壊の防止

省エネルギーの推進や、温室効果ガスによる地球温暖化

の防止

新エネルギーの家庭や事業者への普及の推進

電気自動車、次世代自動車の普及促進

公共交通機関の利便性の向上、利用促進

環境学習・環境教育の推進、環境問題の学習会、説明会の

開催

地域の環境保全活動への支援

環境保全や省エネなどについての情報の提供

重要である やや重要である あまり重要ではない 重要ではない 無回答

ｎ＝197 
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家庭用エネルギー管理シス

テム（HEMS)

家庭でのエネルギー使用状況を、専用のモニターやパソコン、スマートフォン

等に表示することにより、家庭における快適性や省エネルギーを支援するシ

ステムで、空調や照明、家電製品等の最適な運用を促すもの。国の計画でも

HEMS を利用したエネルギー管理の実施の促進が掲げられている。

環境基準 
人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基

準として政府が定める行政目標。「環境基本法」に基づき、大気汚染、水質汚

濁、土壌汚染、騒音について定められている。 

規制基準 

法律又は条例に基づいて定められた公害の原因となる行為を規制するため

の基準であり、工場等はこの基準を守る義務が課せられている。大気汚染防

止法及びダイオキシン類対策特別措置法では「排出基準」、水質汚濁防止法

では「排水基準」、騒音規制法及び振動規制法、悪臭防止法では「規制基準」

という用語が使われている。 

気候変動に関する政府間

パネル（IPCC） 

世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により 1988 年に設立

された政府間組織。世界中の科学者の協力の下、定期的に報告書を作成し、

気候変動に関する最新の科学的知見の評価を提供している。 

京都議定書 
1997 年 12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議

（COP3）において採択された議定書。先進各国の温室効果ガスの排出量に

ついて法的拘束力のある数値目標が決定された。2005 年２月に発効。 

クールビズ
冷房時の室温を 28℃にした場合でも、涼しく快適に過ごすことができる夏

の新しいライフスタイルの愛称。ノーネクタイ・ノー上着スタイルがその代表。 

汲み取り槽 
し尿のみを貯槽する槽。生活雑排水（台所、洗濯、風呂などの排水）は処理さ

れていないことから、河川、湖沼等の公共用水域にそのまま流されている。 

グリーンインフラ 
グリーンインフラストラクチャーの呼称。新しい概念であり、国内外で様々に

定義されている。自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に

活用しようとする考え方。 

クリーンエネルギー
環境に対する汚染物質である窒素酸化物（NOX）や、地球温暖化の原因物

質の一つといわれる二酸化炭素を排出しなかったり、排出したとしても問題

にならない程度に少なかったりするエネルギー。 

グリーンカーテン 
アサガオなどのつる性の植物を窓際に植え、窓をカーテンやシェード風に覆

うように栽培するもの。窓から差し込む夏場の日照を抑える他、植物の蒸散

作用によって周辺も涼しくなる効果が期待できる。

グリーン購入 
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境

への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。 

グリーン電力証書 
再生可能エネルギーによる発電を証明する制度。企業が証書を購入するこ

とで、再生可能エネルギーを活用しているとみなされ、企業活動の環境負荷

を削減したことにできる。 

グリストラップ 
排水中に混入する油分を除去する装置を指す。飲食店のほか、ガソリンスタ

ンド、自動車修理工場、ホテル、病院など様々な施設で利用されている。

公園愛護会 
公園や緑地、児童遊園を地域住民が除草や落ち葉拾いなどの美化活動や、

公園内の遊具やトイレなどの施設が破損した場合の報告など普段利用する

公園の維持管理活動を行うボランティア団体。 

公共下水道 地方公共団体が管理する下水道で、下水を排除し、又は処理する施設。 

光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物、炭化水素などが強い紫外線により光化学反応を起こ

して生成されるオゾン、パーオキシアセチルナイトレートなどの強酸化性物質

の総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となっている物質。強い刺激性を

有し、粘膜を刺激し、目、鼻、のどを痛めることがある。 

国勢調査 

日本に住むすべての人と世帯を対象とした、５年に１度の最も重要な統計調

査。国や地方公共団体が正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政運営

を行うために利用されるとともに、さまざまな統計を作成する上で欠くこと

のできない基礎データとしても利用されている。 

国連気候変動枠組条約第

締約国会議（COP） 

COP とは「Conference of the Parties（締約国会議）」の略称で、国連

気候変動枠組条約締約国会議のことを指す。1992 年の地球サミットで採

択された「気候変動枠組条約」の締約国が、地球温暖化対策について話し合

う国際会議である。 

こどもエコクラブ 

幼児(3 歳)から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブ。子ど

もたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより、自然を大切に思

う心や、環境問題に対して自ら考え行動する力を育成し、地域の環境保全活

動の環を広げることを目的としている。 

あ 行 用 語 説 明 

アイドリングストップ
自動車の駐停車時に、すぐ発進できるようにエンジンを空回しさせたままに

した状態（アイドリング）をやめる運動。 

アダプト・プログラム
市民と行政が共同で進めるまち美化プログラム。「アダプト」とは「養子縁

組」という意味で、地域住民などが道路や公園等の公共の場所の里親とな

り、定期的・継続的に清掃活動を行い、行政がこれを支援する仕組み。 

一級河川 
河川法により、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系のうち国土交通

大臣が指定した河川。 

一酸化炭素 
無味、無臭、無色、無刺激な気体で、炭素を含む物質の不完全燃焼により生

成する。環境中の主要な発生源は自動車排出ガス。血液中のヘモグロビン

と結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響がある。 

ウェルビーイング

世界保健機関の憲章で使われた、広い意味での健康を示す用語で、心身の

「健康」のみならず、精神的な「幸福」と社会的に良好な状態を作る「福祉」の

3 要素が良好な状況にあることを示す。使われ方により重点が置かれる要

素が異なることがあるため、たとえば SDGs の目標３（「すべての人に健康

と福祉を」）では、「福祉」とされている。 

ウォームビズ
暖房時の室温を 20℃にした場合でも、ちょっとした工夫により暖かく快適

に過ごすことができる秋冬の新しいライフスタイルの愛称。重ね着をする、

暖かい食事を摂る、などがその工夫例。 

エコ通勤 環境にやさしいエコな通勤手段に転換すること。 

エコ通勤優良事業所認証制

度

公共交通利用推進等マネジメント協議会により、エコ通勤に関して高い意識

を持ち、エコ通勤に関する取組を積極的に推進している事業所を認証・登録

し、その取組を国民に広く紹介する制度。 

エコドライブ
環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用方法で、燃料消費量や二酸化炭素

排出量を減らし、大気汚染や地球温暖化防止につなげる「運転技術」や「心

がけ」をいう。 

エコマーク

ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制

度をいう。ISO の規格（ISO14024）に則った我が国唯一の第三者認証に

よるタイプ I環境ラベル制度。幅広い商品（物品、サービス）を対象とし、商品

の類型ごとに認定基準を設定、公表している。（公財）日本環境協会におい

て、幅広い利害関係者が参加する委員会の下で運営されている。

オープンガーデンいせさき
伊勢崎市の花や緑で彩られた個人の庭を一定期間、一般の人に公開し、庭

づくりなどを通して市民の交流を深めてもらう活動。 

汚水処理人口普及率 
下水道と類似施設（農業集落排水等）の普及人口に、合併処理浄化槽人口を

加えたものを総人口で割った値のこと。 

温室効果ガス 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。地球温暖

化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイド

ロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の

７物質が温室効果ガスとして定義とされている。

か 行 用 語 説 明 

カーボンニュートラル
二酸化炭素を始めとする温室効果ガスの「排出量」から、植林や森林管理な

どによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味す

る。 

カーボンプライシング
排出される炭素の量に応じて、企業や家庭に何らかの形で課金をすること

で、排出者の行動を変容させる政策手法。 

外来生物/外来植物 
もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入

ってきた生物（植物）のこと。 

化石燃料 
地殻中に埋蔵され、燃料として使用される天然資源のこと。一般には石炭、

石油、天然ガスを指す。 

合併処理浄化槽 
し尿（トイレ汚水）と生活雑排水（台所や風呂、洗濯等からの排水）を併せて処

理することができる浄化槽。 

２. 用語の説明
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家庭用エネルギー管理シス

テム（HEMS)

家庭でのエネルギー使用状況を、専用のモニターやパソコン、スマートフォン

等に表示することにより、家庭における快適性や省エネルギーを支援するシ

ステムで、空調や照明、家電製品等の最適な運用を促すもの。国の計画でも

HEMS を利用したエネルギー管理の実施の促進が掲げられている。

環境基準 
人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基

準として政府が定める行政目標。「環境基本法」に基づき、大気汚染、水質汚

濁、土壌汚染、騒音について定められている。 

規制基準 

法律又は条例に基づいて定められた公害の原因となる行為を規制するため

の基準であり、工場等はこの基準を守る義務が課せられている。大気汚染防

止法及びダイオキシン類対策特別措置法では「排出基準」、水質汚濁防止法

では「排水基準」、騒音規制法及び振動規制法、悪臭防止法では「規制基準」

という用語が使われている。 

気候変動に関する政府間

パネル（IPCC） 

世界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）により 1988 年に設立

された政府間組織。世界中の科学者の協力の下、定期的に報告書を作成し、

気候変動に関する最新の科学的知見の評価を提供している。 

京都議定書 
1997 年 12 月に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議

（COP3）において採択された議定書。先進各国の温室効果ガスの排出量に

ついて法的拘束力のある数値目標が決定された。2005 年２月に発効。 

クールビズ
冷房時の室温を 28℃にした場合でも、涼しく快適に過ごすことができる夏

の新しいライフスタイルの愛称。ノーネクタイ・ノー上着スタイルがその代表。 

汲み取り槽 
し尿のみを貯槽する槽。生活雑排水（台所、洗濯、風呂などの排水）は処理さ

れていないことから、河川、湖沼等の公共用水域にそのまま流されている。 

グリーンインフラ 
グリーンインフラストラクチャーの呼称。新しい概念であり、国内外で様々に

定義されている。自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に

活用しようとする考え方。 

クリーンエネルギー
環境に対する汚染物質である窒素酸化物（NOX）や、地球温暖化の原因物

質の一つといわれる二酸化炭素を排出しなかったり、排出したとしても問題

にならない程度に少なかったりするエネルギー。 

グリーンカーテン 
アサガオなどのつる性の植物を窓際に植え、窓をカーテンやシェード風に覆

うように栽培するもの。窓から差し込む夏場の日照を抑える他、植物の蒸散

作用によって周辺も涼しくなる効果が期待できる。

グリーン購入 
製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境

への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入すること。 

グリーン電力証書 
再生可能エネルギーによる発電を証明する制度。企業が証書を購入するこ

とで、再生可能エネルギーを活用しているとみなされ、企業活動の環境負荷

を削減したことにできる。 

グリストラップ 
排水中に混入する油分を除去する装置を指す。飲食店のほか、ガソリンスタ

ンド、自動車修理工場、ホテル、病院など様々な施設で利用されている。

公園愛護会 
公園や緑地、児童遊園を地域住民が除草や落ち葉拾いなどの美化活動や、

公園内の遊具やトイレなどの施設が破損した場合の報告など普段利用する

公園の維持管理活動を行うボランティア団体。 

公共下水道 地方公共団体が管理する下水道で、下水を排除し、又は処理する施設。 

光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物、炭化水素などが強い紫外線により光化学反応を起こ

して生成されるオゾン、パーオキシアセチルナイトレートなどの強酸化性物質

の総称で、いわゆる光化学スモッグの原因となっている物質。強い刺激性を

有し、粘膜を刺激し、目、鼻、のどを痛めることがある。 

国勢調査 

日本に住むすべての人と世帯を対象とした、５年に１度の最も重要な統計調

査。国や地方公共団体が正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政運営

を行うために利用されるとともに、さまざまな統計を作成する上で欠くこと

のできない基礎データとしても利用されている。 

国連気候変動枠組条約第

締約国会議（COP） 

COP とは「Conference of the Parties（締約国会議）」の略称で、国連

気候変動枠組条約締約国会議のことを指す。1992 年の地球サミットで採

択された「気候変動枠組条約」の締約国が、地球温暖化対策について話し合

う国際会議である。 

こどもエコクラブ 

幼児(3 歳)から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブ。子ど

もたちの環境保全活動や環境学習を支援することにより、自然を大切に思

う心や、環境問題に対して自ら考え行動する力を育成し、地域の環境保全活

動の環を広げることを目的としている。 

あ 行 用 語 説 明 

アイドリングストップ
自動車の駐停車時に、すぐ発進できるようにエンジンを空回しさせたままに

した状態（アイドリング）をやめる運動。 

アダプト・プログラム
市民と行政が共同で進めるまち美化プログラム。「アダプト」とは「養子縁

組」という意味で、地域住民などが道路や公園等の公共の場所の里親とな

り、定期的・継続的に清掃活動を行い、行政がこれを支援する仕組み。 

一級河川 
河川法により、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系のうち国土交通

大臣が指定した河川。 

一酸化炭素 
無味、無臭、無色、無刺激な気体で、炭素を含む物質の不完全燃焼により生

成する。環境中の主要な発生源は自動車排出ガス。血液中のヘモグロビン

と結合して酸素運搬機能を阻害する等の健康への影響がある。 

ウェルビーイング

世界保健機関の憲章で使われた、広い意味での健康を示す用語で、心身の

「健康」のみならず、精神的な「幸福」と社会的に良好な状態を作る「福祉」の

3 要素が良好な状況にあることを示す。使われ方により重点が置かれる要

素が異なることがあるため、たとえば SDGs の目標３（「すべての人に健康

と福祉を」）では、「福祉」とされている。 

ウォームビズ
暖房時の室温を 20℃にした場合でも、ちょっとした工夫により暖かく快適

に過ごすことができる秋冬の新しいライフスタイルの愛称。重ね着をする、

暖かい食事を摂る、などがその工夫例。 

エコ通勤 環境にやさしいエコな通勤手段に転換すること。 

エコ通勤優良事業所認証制

度

公共交通利用推進等マネジメント協議会により、エコ通勤に関して高い意識

を持ち、エコ通勤に関する取組を積極的に推進している事業所を認証・登録

し、その取組を国民に広く紹介する制度。 

エコドライブ
環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用方法で、燃料消費量や二酸化炭素

排出量を減らし、大気汚染や地球温暖化防止につなげる「運転技術」や「心

がけ」をいう。 

エコマーク

ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制

度をいう。ISO の規格（ISO14024）に則った我が国唯一の第三者認証に

よるタイプ I環境ラベル制度。幅広い商品（物品、サービス）を対象とし、商品

の類型ごとに認定基準を設定、公表している。（公財）日本環境協会におい

て、幅広い利害関係者が参加する委員会の下で運営されている。

オープンガーデンいせさき
伊勢崎市の花や緑で彩られた個人の庭を一定期間、一般の人に公開し、庭

づくりなどを通して市民の交流を深めてもらう活動。 

汚水処理人口普及率 
下水道と類似施設（農業集落排水等）の普及人口に、合併処理浄化槽人口を

加えたものを総人口で割った値のこと。 

温室効果ガス 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出する気体。地球温暖

化対策の推進に関する法律では、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイド

ロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素の

７物質が温室効果ガスとして定義とされている。

か 行 用 語 説 明 

カーボンニュートラル
二酸化炭素を始めとする温室効果ガスの「排出量」から、植林や森林管理な

どによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味す

る。 

カーボンプライシング
排出される炭素の量に応じて、企業や家庭に何らかの形で課金をすること

で、排出者の行動を変容させる政策手法。 

外来生物/外来植物 
もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入

ってきた生物（植物）のこと。 

化石燃料 
地殻中に埋蔵され、燃料として使用される天然資源のこと。一般には石炭、

石油、天然ガスを指す。 

合併処理浄化槽 
し尿（トイレ汚水）と生活雑排水（台所や風呂、洗濯等からの排水）を併せて処

理することができる浄化槽。 

２. 用語の説明
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た 行 用 語 説 明

太陽熱利用設備 
太陽からの放射熱を大規模な発電から住宅用の温水器に至るまで様々な

方法で利用するための設備で、集熱、熱伝搬、蓄熱、熱交換、エネルギー交

換、放熱などの各システムから成り立つものをいう。 

脱炭素社会 
二酸化炭素を始めとする温室効果ガスの「排出量」から、植林や森林管理等

による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味する。 

単独処理浄化槽 
し尿処理だけに対応している浄化槽。生活雑排水（台所、洗濯、風呂などの

排水）は、処理されずに河川等に流される。環境への負荷が大きいため、現

在、単独処理浄化槽の新規設置は認められていない。 

地球温暖化 
人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を

増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加

的に上昇する現象をいう。 

蓄電池システム 
蓄電池に電気を貯めることで、必要な時に電気を使用することができるシ

ステム。

長寿命化 
老朽化している施設を計画的に保全し供用可能期間を延ばすことにより、

更新に伴う大規模な財政支出を軽減する取組をいう。 

電気自動車 

電気エネルギーで走行する自動車。動力装置は、電気モータ、バッテリ、パワ

ーコントロールユニット（動力制御装置）から構成される。走行中にまったく

排気ガスを出さず、騒音も少ない。水力や風力による電源を組み合わせる

と地球温暖化対策にも効果的である。一回の充電で走行できる距離が短い

ことが欠点であり、限られた用途の使用にとどまっている。近年では鉛電池

に替わりニッケル水素電池やリチウムイオン電池が開発され改善の方向に

向かっている。 

典型７公害 
環境基本法で定義されている大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、

地盤沈下及び悪臭の７つの公害を指す。 

統一省エネラベル 
家電等の省エネ基準を達成しているかどうか等の省エネ性能を、小売事業

者等が分かりやすくラベルで表示するもの。 

特定外来生物 
外来生物（移入種）のうち、特に人の健康、生態系等への被害が認められる

ものとして、政令で定められた生物をいう。 

都市公園 一般的には、国又は地方公共団体が設置した公園及び緑地のことをいう。 

な 行 用 語 説 明

二酸化炭素 
二酸化炭素は地球温暖化に及ぼす影響がもっとも大きな温室効果ガス。人

間活動に伴う化石燃料の消費、セメント生産、森林破壊などの土地利用の変

化などにより、大気中二酸化炭素濃度は増加している。 

二酸化窒素 
窒素の酸化物で赤褐色の気体。発生源はボイラーなどの固定発生源や自動

車などの移動発生源のような燃焼過程、硝酸製造等の工程などがある。呼

吸器系の炎症等で人の健康に影響を与える。 

ネイチャーポジティブ 生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを意味する。 

農業集落排水 
農業集落からのし尿、生活雑排水などの汚水をいう。それらを処理するため

の農業集落排水設備が設置されている。 

は 行 用 語 説 明

ばい煙 
燃料の燃焼などに伴って発生する硫黄酸化物、ばいじん及びカドミウムや

鉛などの有害物質をいう。大気汚染防止法で定義されており、物質ごとに

排出基準が定められている。 

バイオマス 
再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。活用方法とし

ては、農業分野における飼肥料としての、利用のほか、燃焼による発電、ア

ルコール発酵、メタン発酵などによる燃焼化などのエネルギー利用がある。

パリ協定 

第 21 回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）が開催されたパリにて、

2015 年 12 月 12 日に締結された、気候変動抑制に関する多国間の国際

的な協定（合意）。2020 年以降の地球温暖化対策を定めている。京都議定

書以来、18 年ぶりとなる気候変動に関する国際的枠組みであり、気候変動

枠組条約に加盟する 196 カ国全てが参加する枠組みとしては世界初であ

る。「世界の気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、

1.5℃以内に抑える努力をする」という目標が掲げられた。 

コミュニティガーデン事業
地域の人々が協力して公園や緑地を整備し、ガーデニングをしたり交流をし

たりする事業。 

コミュニティバス

市・区・町・村などの自治体が住民の移動手段を確保するために運行する路

線バスのこと。地元のバス会社に実際の運行を委託するなどし、必要に応じ

経済的な支援を行うのが一般的である。NPO 法人などに事業の運営を委

託するケースもある。 

昆明・モントリオール生物

多様性枠組 

2020 年までの国際目標であった愛知目標に代わる、2021 年以降の新た

な国際目標。2022 年 12 月に開催された生物多様性条約第 15 回締約国

会議で採択された。 

さ 行 用 語 説 明

再生可能エネルギー 
絶えることなく補充される自然のサイクルに由来するエネルギーのことをい

い、太陽や水、風、地熱、そして農林漁業に由来する生物資源などからつくら

れるエネルギーのことをいう。 

産業廃棄物 
廃棄物処理法第 2 条 4 項で規定される、事業活動に伴って生じた廃棄物の

うち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など政令で

定める 20 種類の廃棄物のことをいう。 

次世代自動車 
ガソリン以外の燃料や新型エンジンを導入し、二酸化炭素や有害ガスなどの

排出量が少ない環境に配慮した自動車の総称。電気自動車やハイブリッド

車、燃料電池車などが含まれる。 

社会的責任（CSR） 
企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、自主的に

社会に貢献する責任。 

臭気指数規制 
悪臭防止法に基づく２つの規制基準のうちの１つで、人の嗅覚を用いて算出

される「臭気指数」による規制。悪臭物質の濃度による「物質濃度規制」に比

べて、幅広い悪臭に対応できるとされている。 

循環型社会 
大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、生産から流通、消

費、廃棄に至るまで、物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、

天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される社会のこと。 

循環経済（サーキュラーエ

コノミー）

資源を効率的に循環させ、持続可能な社会をつくるとともに経済的な成長

もめざす「経済システム」を意味する。生産段階から再利用などを視野に入

れて設計し、新しい資源の使用や消費をできるだけ抑えるなど、あらゆる段

階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、サービスや製品に最大限の

付加価値をつけていくシステムをいう。 

準用河川 
一級河川及び二級河川以外の河川の中から、市町村長が指定し、管理する

河川をいう。 

省エネルギー基準 
建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設

備に関する基準。 

省エネルギー診断 

診断員がエネルギーの使用量を確認したり、事業所内の明るさや室温を計

測して、照明機器の間引きや既存の照明・エアコンの交換など、具体的な省

エネ対策を提案するとともに、その対策を行うと、どのくらいエネルギーが

節約できるのかを診断書にまとめ、受診者が受け取る取組のこと。

除害施設 
下水道に排水する事業所が設置する施設で、有害物質などを含む汚水を公

共下水道に流す前に除去するための施設。 

自立分散型社会 
一極集中を避け、小さな単位で自律した社会のことをいう。経済活動や人

材、資源、情報などが均一に分散されている社会のことを指す。 

生活排水対策重点地域 
生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁を防止するため生活排水

対策の実施を推進することが特に必要な場合等で、水質汚濁防止法に基づ

き都道府県知事が指定した地域。 

生態系 
ある一定地域内で生息・生育している生物群集と、それをとりまく非生物的

環境要因（光、温度、水、土壌など）を、相互に密接な関係を持つ一つのまと

まりとしてとらえたもの。 

生物多様性 
自然生態系を構成する動物、植物、微生物など地球上の豊かな生物種の多

様性とその遺伝子の多様性、そして地域ごとの様々な生態系の多様性をも

意味する包括的な概念。 
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た 行 用 語 説 明

太陽熱利用設備 
太陽からの放射熱を大規模な発電から住宅用の温水器に至るまで様々な

方法で利用するための設備で、集熱、熱伝搬、蓄熱、熱交換、エネルギー交

換、放熱などの各システムから成り立つものをいう。 

脱炭素社会 
二酸化炭素を始めとする温室効果ガスの「排出量」から、植林や森林管理等

による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味する。 

単独処理浄化槽 
し尿処理だけに対応している浄化槽。生活雑排水（台所、洗濯、風呂などの

排水）は、処理されずに河川等に流される。環境への負荷が大きいため、現

在、単独処理浄化槽の新規設置は認められていない。 

地球温暖化 
人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を

増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加

的に上昇する現象をいう。 

蓄電池システム 
蓄電池に電気を貯めることで、必要な時に電気を使用することができるシ

ステム。

長寿命化 
老朽化している施設を計画的に保全し供用可能期間を延ばすことにより、

更新に伴う大規模な財政支出を軽減する取組をいう。 

電気自動車 

電気エネルギーで走行する自動車。動力装置は、電気モータ、バッテリ、パワ

ーコントロールユニット（動力制御装置）から構成される。走行中にまったく

排気ガスを出さず、騒音も少ない。水力や風力による電源を組み合わせる

と地球温暖化対策にも効果的である。一回の充電で走行できる距離が短い

ことが欠点であり、限られた用途の使用にとどまっている。近年では鉛電池

に替わりニッケル水素電池やリチウムイオン電池が開発され改善の方向に

向かっている。 

典型７公害 
環境基本法で定義されている大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、

地盤沈下及び悪臭の７つの公害を指す。 

統一省エネラベル 
家電等の省エネ基準を達成しているかどうか等の省エネ性能を、小売事業

者等が分かりやすくラベルで表示するもの。 

特定外来生物 
外来生物（移入種）のうち、特に人の健康、生態系等への被害が認められる

ものとして、政令で定められた生物をいう。 

都市公園 一般的には、国又は地方公共団体が設置した公園及び緑地のことをいう。 

な 行 用 語 説 明

二酸化炭素 
二酸化炭素は地球温暖化に及ぼす影響がもっとも大きな温室効果ガス。人

間活動に伴う化石燃料の消費、セメント生産、森林破壊などの土地利用の変

化などにより、大気中二酸化炭素濃度は増加している。 

二酸化窒素 
窒素の酸化物で赤褐色の気体。発生源はボイラーなどの固定発生源や自動

車などの移動発生源のような燃焼過程、硝酸製造等の工程などがある。呼

吸器系の炎症等で人の健康に影響を与える。 

ネイチャーポジティブ 生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せることを意味する。 

農業集落排水 
農業集落からのし尿、生活雑排水などの汚水をいう。それらを処理するため

の農業集落排水設備が設置されている。 

は 行 用 語 説 明

ばい煙 
燃料の燃焼などに伴って発生する硫黄酸化物、ばいじん及びカドミウムや

鉛などの有害物質をいう。大気汚染防止法で定義されており、物質ごとに

排出基準が定められている。 

バイオマス 
再生可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。活用方法とし

ては、農業分野における飼肥料としての、利用のほか、燃焼による発電、ア

ルコール発酵、メタン発酵などによる燃焼化などのエネルギー利用がある。

パリ協定 

第 21 回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）が開催されたパリにて、

2015 年 12 月 12 日に締結された、気候変動抑制に関する多国間の国際

的な協定（合意）。2020 年以降の地球温暖化対策を定めている。京都議定

書以来、18 年ぶりとなる気候変動に関する国際的枠組みであり、気候変動

枠組条約に加盟する 196 カ国全てが参加する枠組みとしては世界初であ

る。「世界の気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、

1.5℃以内に抑える努力をする」という目標が掲げられた。 

コミュニティガーデン事業
地域の人々が協力して公園や緑地を整備し、ガーデニングをしたり交流をし

たりする事業。 

コミュニティバス

市・区・町・村などの自治体が住民の移動手段を確保するために運行する路

線バスのこと。地元のバス会社に実際の運行を委託するなどし、必要に応じ

経済的な支援を行うのが一般的である。NPO 法人などに事業の運営を委

託するケースもある。 

昆明・モントリオール生物

多様性枠組 

2020 年までの国際目標であった愛知目標に代わる、2021 年以降の新た

な国際目標。2022 年 12 月に開催された生物多様性条約第 15 回締約国

会議で採択された。 

さ 行 用 語 説 明

再生可能エネルギー 
絶えることなく補充される自然のサイクルに由来するエネルギーのことをい

い、太陽や水、風、地熱、そして農林漁業に由来する生物資源などからつくら

れるエネルギーのことをいう。 

産業廃棄物 
廃棄物処理法第 2 条 4 項で規定される、事業活動に伴って生じた廃棄物の

うち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など政令で

定める 20 種類の廃棄物のことをいう。 

次世代自動車 
ガソリン以外の燃料や新型エンジンを導入し、二酸化炭素や有害ガスなどの

排出量が少ない環境に配慮した自動車の総称。電気自動車やハイブリッド

車、燃料電池車などが含まれる。 

社会的責任（CSR） 
企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、自主的に

社会に貢献する責任。 

臭気指数規制 
悪臭防止法に基づく２つの規制基準のうちの１つで、人の嗅覚を用いて算出

される「臭気指数」による規制。悪臭物質の濃度による「物質濃度規制」に比

べて、幅広い悪臭に対応できるとされている。 

循環型社会 
大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、生産から流通、消

費、廃棄に至るまで、物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、

天然資源の消費が抑制され、環境への負荷が低減される社会のこと。 

循環経済（サーキュラーエ

コノミー）

資源を効率的に循環させ、持続可能な社会をつくるとともに経済的な成長

もめざす「経済システム」を意味する。生産段階から再利用などを視野に入

れて設計し、新しい資源の使用や消費をできるだけ抑えるなど、あらゆる段

階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、サービスや製品に最大限の

付加価値をつけていくシステムをいう。 

準用河川 
一級河川及び二級河川以外の河川の中から、市町村長が指定し、管理する

河川をいう。 

省エネルギー基準 
建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設

備に関する基準。 

省エネルギー診断 

診断員がエネルギーの使用量を確認したり、事業所内の明るさや室温を計

測して、照明機器の間引きや既存の照明・エアコンの交換など、具体的な省

エネ対策を提案するとともに、その対策を行うと、どのくらいエネルギーが

節約できるのかを診断書にまとめ、受診者が受け取る取組のこと。

除害施設 
下水道に排水する事業所が設置する施設で、有害物質などを含む汚水を公

共下水道に流す前に除去するための施設。 

自立分散型社会 
一極集中を避け、小さな単位で自律した社会のことをいう。経済活動や人

材、資源、情報などが均一に分散されている社会のことを指す。 

生活排水対策重点地域 
生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁を防止するため生活排水

対策の実施を推進することが特に必要な場合等で、水質汚濁防止法に基づ

き都道府県知事が指定した地域。 

生態系 
ある一定地域内で生息・生育している生物群集と、それをとりまく非生物的

環境要因（光、温度、水、土壌など）を、相互に密接な関係を持つ一つのまと

まりとしてとらえたもの。 

生物多様性 
自然生態系を構成する動物、植物、微生物など地球上の豊かな生物種の多

様性とその遺伝子の多様性、そして地域ごとの様々な生態系の多様性をも

意味する包括的な概念。 
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リユース いったん使用された製品や部品、容器等を再使用すること。 

流通団地 

大都市内の中心部に分布する卸売業店舗、トラック・ターミナル、営業倉庫、

卸売市場などの流通関連諸施設を、郊外に組織的に移転させた各種流通関

連施設の集合体をいう。流通業務団地や流通センターとよばれることもあ

る。 

レジリエンス

「回復力」「復元力」「耐久力」「再起力」「弾力」などと訳される言葉で、「困難

をしなやかに乗り越え回復する力」のこと。防災分野や環境分野では、想定

外の事態に対し、社会や組織が機能を速やかに回復する強靭さを意味する

用語として使われる。 

英数字 用 語 説 明

BOD（生物化学的酸素要

求量） 

生物化学的酸素要求量。水中の有機物が微生物のはたらきによって分解さ

れる時に消費される酸素の量。河川の汚濁状況を示す代表的な指標で、数

値が大きいほど河川などの水中には有機物が多く、水質が汚濁しているこ

とを意味する。 

J-クレジット制度
省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による二酸化炭素等

の排出削減量や、適切な森林管理による二酸化炭素の吸収量を「クレジッ

ト」として国が認証する制度。

LED 

電気を流すと発行する半導体の一種「LED（Light Emitting Diode：発光

ダイオード）」を光源とする照明。「長寿命」「省エネ」「高輝度」という特徴を有

し、有機 EL 照明とともに、省エネ化を担う次世代照明として期待されてい

る。 

NbS 

社会課題に効果的かつ順応的に対処し、人間の幸福および生物多様性によ

る恩恵を同時にもたらす、自然及び人為的に改変された生態系の保護、持

続可能な管理、回復のため行動を指す。自然の力を活用して生態系と人々

に恩恵をもたらしながら社会的な課題を解決すること、つまり、人と自然に

とって Win-Win の関係を目指すという点が特徴的な概念となっている。

NbS を提唱する国際自然保護連合（IUCN）は、2020 年に初のグローバ

ル標準「IUCN Global Standard for Nature-based Solutions」を

発表し、政府や民間企業、開発援助機関や金融機関、NGO による NbS の

取組を推進している。

SDGｓ 

2015（平成27）年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」において記載された 2016（平成 28）年から

2030（令和 12）年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための 17

のゴール、169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さ

ない（leave no one behind）ことを誓っている。 

SDGｓ未来都市 
内閣府が 2018 年度（平成 30 年度）より SDGs の達成に向けた取組を積

極的に進める自治体を公募し、経済・社会・環境の三側面の統合的取組によ

り、新たな価値を創造する提案を行った自治体を認定する制度。 

ZEB 
Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）の

略。快適な室内環境を実現しながら消費するエネルギーをゼロにすることを

目指した建物。高い省エネ性能と再生可能エネルギー設備を備えている。 

ビオトープ 

「生物」を意味する Bio と「場所」を意味する Tope を合成した用語で、特定

の生物群集が生存できるような、特定の環境条件を揃えた均質な限られた

野生生物の生息空間のこと。都市域等においてみどり豊かな水辺空間を設

けるなど、より自然に近い状態に整備することを「ビオトープ整備」と呼ぶ。 

非化石化証書 
非化石電源で発電された電力が持つ「二酸化炭素を排出しない」という環境

価値の部分を分離して取引ができるように証書化したもの。 

微小粒子状物質（PM2.5） 
浮遊粒子状物質のうち、ディーゼル車を主な発生源とする粒子径 2.5μm

（１μm=1mmの 1000分の1）以下の小さなもの。健康への影響が強く懸

念されている。 

浮遊粒子状物質（SPM） 
大気中に浮遊する粒子状の物質のうち粒径が 10μm（1μm=1mm の

1000 分の 1）以下のもの。 

プラグインハイブリッド自

動車 

PHV（Plug-in Hybrid Vehicle）ともいい、家庭用電源などの外部電源

から充電できるタイプのハイブリッド自動車（２つ以上の動力源を備えた自

動車のことで、一般的にはガソリンエンジンと電気モータ搭載した自動車を

指す）。 

フロンガス

科学的に安定な物質で人体に影響はないが、大気中に放出されるとほとん

ど分解されず、成層圏に達しオゾンを分解する。洗浄剤、冷媒、発泡剤など

として広く使用されてきたが、オゾン層保護のため、現在では生産が禁止さ

れている。 

粉じん 
物の破砕、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質。粉のよう

に細かく空気中を浮遊する。 

ペーパーレス化 

「紙で運用している業務プロセスのデジタル化」、「帳票の電子化」、「文書・資

料の電子保管」などにより、企業活動で使用する紙媒体を削減することを指

す。ペーパーレス化の結果、紙媒体から電子媒体への代替による生産性の

向上をはじめ、さまざまなメリットを享受することが可能になる。 

防風林 
風害を防止するために設けた森林のことで、強風・飛砂・塩分などを防ぎ、

家屋や農作物を守る効果がある。 

ポストコロナ 
「アフターコロナ」と同意義で、新型コロナウイルスの感染拡大によって、変

化したライフスタイルの中において、コロナウイルスが社会に存在しているこ

とを前提とした、これからの共存のあり方を示すときに使われる言葉。 

ま 行 用 語 説 明

マイバッグ 買った品物を入れるために消費者が持参する袋。買い物袋。エコバッグ。 

メタネーション技術
水素と二酸化炭素から人工的にメタンを合成する技術。メタネーションで合

成したメタンは「合成メタン」「カーボンニュートラルメタン」「e-methane」

などと呼ばれ、ガスの脱炭素化に役立つと期待されている。 

モニタリング調査
環境の変化を把握するため、同じ環境指標を用いて継続的に行われる調査

や観測のこと。 

や 行 用 語 説 明

遊休農地 
耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと

見込まれる農地。 

（自動車騒音の）要請限度 

騒音規制法において、市町村長は指定地域内における自動車騒音を低減す

るために、測定に基づき、道路管理者などに意見を述べ、都道府県公安委員

会に対して対策を講じるよう要請することができる。この判断の基準となる

値を要請限度と呼ぶ。 

ら 行 用 語 説 明

リサイクル
廃棄物等を再利用すること。原材料として再利用するマテリアルリサイクル

（再資源化）、燃焼して熱エネルギーを回収するサーマルリサイクル（熱回収）

がある。 

リデュース 廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、リサイクルに優先される。 

リフューズ
いずれゴミとなるものを家庭に持ち込まないこと。３R（リデュース、リユー

ス、リサイクル）と合わせて「４R」と呼ばれる。
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リユース いったん使用された製品や部品、容器等を再使用すること。 

流通団地 

大都市内の中心部に分布する卸売業店舗、トラック・ターミナル、営業倉庫、

卸売市場などの流通関連諸施設を、郊外に組織的に移転させた各種流通関

連施設の集合体をいう。流通業務団地や流通センターとよばれることもあ

る。 

レジリエンス

「回復力」「復元力」「耐久力」「再起力」「弾力」などと訳される言葉で、「困難

をしなやかに乗り越え回復する力」のこと。防災分野や環境分野では、想定

外の事態に対し、社会や組織が機能を速やかに回復する強靭さを意味する

用語として使われる。 

英数字 用 語 説 明

BOD（生物化学的酸素要

求量） 

生物化学的酸素要求量。水中の有機物が微生物のはたらきによって分解さ

れる時に消費される酸素の量。河川の汚濁状況を示す代表的な指標で、数

値が大きいほど河川などの水中には有機物が多く、水質が汚濁しているこ

とを意味する。 

J-クレジット制度
省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による二酸化炭素等

の排出削減量や、適切な森林管理による二酸化炭素の吸収量を「クレジッ

ト」として国が認証する制度。

LED 

電気を流すと発行する半導体の一種「LED（Light Emitting Diode：発光

ダイオード）」を光源とする照明。「長寿命」「省エネ」「高輝度」という特徴を有

し、有機 EL 照明とともに、省エネ化を担う次世代照明として期待されてい

る。 

NbS 

社会課題に効果的かつ順応的に対処し、人間の幸福および生物多様性によ

る恩恵を同時にもたらす、自然及び人為的に改変された生態系の保護、持

続可能な管理、回復のため行動を指す。自然の力を活用して生態系と人々

に恩恵をもたらしながら社会的な課題を解決すること、つまり、人と自然に

とって Win-Win の関係を目指すという点が特徴的な概念となっている。

NbS を提唱する国際自然保護連合（IUCN）は、2020 年に初のグローバ

ル標準「IUCN Global Standard for Nature-based Solutions」を

発表し、政府や民間企業、開発援助機関や金融機関、NGO による NbS の

取組を推進している。

SDGｓ 

2015（平成27）年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

めの 2030 アジェンダ」において記載された 2016（平成 28）年から

2030（令和 12）年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための 17

のゴール、169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さ

ない（leave no one behind）ことを誓っている。 

SDGｓ未来都市 
内閣府が 2018 年度（平成 30 年度）より SDGs の達成に向けた取組を積

極的に進める自治体を公募し、経済・社会・環境の三側面の統合的取組によ

り、新たな価値を創造する提案を行った自治体を認定する制度。 

ZEB 
Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）の

略。快適な室内環境を実現しながら消費するエネルギーをゼロにすることを

目指した建物。高い省エネ性能と再生可能エネルギー設備を備えている。 

ビオトープ 

「生物」を意味する Bio と「場所」を意味する Tope を合成した用語で、特定

の生物群集が生存できるような、特定の環境条件を揃えた均質な限られた

野生生物の生息空間のこと。都市域等においてみどり豊かな水辺空間を設

けるなど、より自然に近い状態に整備することを「ビオトープ整備」と呼ぶ。 

非化石化証書 
非化石電源で発電された電力が持つ「二酸化炭素を排出しない」という環境

価値の部分を分離して取引ができるように証書化したもの。 

微小粒子状物質（PM2.5） 
浮遊粒子状物質のうち、ディーゼル車を主な発生源とする粒子径 2.5μm

（１μm=1mmの 1000分の1）以下の小さなもの。健康への影響が強く懸

念されている。 

浮遊粒子状物質（SPM） 
大気中に浮遊する粒子状の物質のうち粒径が 10μm（1μm=1mm の

1000 分の 1）以下のもの。 

プラグインハイブリッド自

動車 

PHV（Plug-in Hybrid Vehicle）ともいい、家庭用電源などの外部電源

から充電できるタイプのハイブリッド自動車（２つ以上の動力源を備えた自

動車のことで、一般的にはガソリンエンジンと電気モータ搭載した自動車を

指す）。 

フロンガス

科学的に安定な物質で人体に影響はないが、大気中に放出されるとほとん

ど分解されず、成層圏に達しオゾンを分解する。洗浄剤、冷媒、発泡剤など

として広く使用されてきたが、オゾン層保護のため、現在では生産が禁止さ

れている。 

粉じん 
物の破砕、選別その他の機械的処理等に伴い発生、飛散する物質。粉のよう

に細かく空気中を浮遊する。 

ペーパーレス化 

「紙で運用している業務プロセスのデジタル化」、「帳票の電子化」、「文書・資

料の電子保管」などにより、企業活動で使用する紙媒体を削減することを指

す。ペーパーレス化の結果、紙媒体から電子媒体への代替による生産性の

向上をはじめ、さまざまなメリットを享受することが可能になる。 

防風林 
風害を防止するために設けた森林のことで、強風・飛砂・塩分などを防ぎ、

家屋や農作物を守る効果がある。 

ポストコロナ 
「アフターコロナ」と同意義で、新型コロナウイルスの感染拡大によって、変

化したライフスタイルの中において、コロナウイルスが社会に存在しているこ

とを前提とした、これからの共存のあり方を示すときに使われる言葉。 

ま 行 用 語 説 明

マイバッグ 買った品物を入れるために消費者が持参する袋。買い物袋。エコバッグ。 

メタネーション技術
水素と二酸化炭素から人工的にメタンを合成する技術。メタネーションで合

成したメタンは「合成メタン」「カーボンニュートラルメタン」「e-methane」

などと呼ばれ、ガスの脱炭素化に役立つと期待されている。 

モニタリング調査
環境の変化を把握するため、同じ環境指標を用いて継続的に行われる調査

や観測のこと。 

や 行 用 語 説 明

遊休農地 
耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと

見込まれる農地。 

（自動車騒音の）要請限度 

騒音規制法において、市町村長は指定地域内における自動車騒音を低減す

るために、測定に基づき、道路管理者などに意見を述べ、都道府県公安委員

会に対して対策を講じるよう要請することができる。この判断の基準となる

値を要請限度と呼ぶ。 

ら 行 用 語 説 明

リサイクル
廃棄物等を再利用すること。原材料として再利用するマテリアルリサイクル

（再資源化）、燃焼して熱エネルギーを回収するサーマルリサイクル（熱回収）

がある。 

リデュース 廃棄物の発生自体を抑制すること。リユース、リサイクルに優先される。 

リフューズ
いずれゴミとなるものを家庭に持ち込まないこと。３R（リデュース、リユー

ス、リサイクル）と合わせて「４R」と呼ばれる。
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